
平成28年度事務事業評価結果一覧表

担当課
Ｎｏ．

所管課 款 項 目
大事
業

大事業名称 小事業（個別事業）名称 事業目的 事業内容 現状と課題
H27対
象事業

101 総務課 ― ― ― ― 職員給与費等 職員給与費等

　職員の定員管理の適正化の推進 　第3次庄内町職員定員適正化計画の進捗
による

　行財政改革の推進と併せ、職員年齢構成や
分野別のバランスに配慮しつつ、計画的な職
員採用を行い、組織の活性化と将来の組織を
支える人材の確保の取り組みを進めていく必
要がある。 Ａ

　歳出削減対策の一環として人件費の抑制を
考慮しつつ、多様化、複雑化する町民ニーズ
の中で、地域の特性を活かした行政運営等を
維持・向上をさせるため、また、今後到来す
る職員の大量の定年退職期において、そのこ
とが行政運営に弊害を生じさせないために
も、職員採用を長期的に計画することが必要

102 総務課 2 1 1 2 行政管理費 行政管理費

　町行政の的確な運営 　行政区長報酬、各種負担金をはじめ、
町長、副町長を含む総務課職員に係る旅
費、町長交際費、消耗品費、コピー代
等、町行政を運営するうえで必要とされ
る管理事業

　経常経費については、予算削減に向けた見
直し、執行時の再精査等により縮減に取り組
んでいる。 Ａ

　町政の円滑な運営のために、必要なものに
は予算を充てる必要がある。これまでも行っ
ているが、工夫により予算削減の余地のある
ものについては、継続して見直しを進めてい
く。

103 総務課 2 1 1 3 職員研修費（総務） 職員研修事業

　地方公務員法第39条の規定により
任命権者の責務である職員研修は、
職員能力の向上が町民サービスの向
上に資するために実施。

　全職員に研修の場を提供する。
・庁内階層別職員研修等の実施
・研修の一環として総合窓口への全職員
対応
・山形県市町村職員研修協議会、庄内広
域行政組合等が実施する研修会への派遣
・自主研修への支援・議会常任委員会視
察研修への研修派遣　　　等

　向上意欲をもって外部研修等に参加を希望
する又は参加する職員が増加してきている。
また、南三陸町への職員派遣、東北経済産業
局、地方公共団体金融機構への職員派遣につ
いても、職員研修の一環としての意味合いを
持たせて実施している。

Ａ

　職員の自発的な研修への参加意識の高揚を
職場全体で構築させていくことにより、研修
実施後又は参加後の効果が高くなるものと判
断している。職員の資質の向上は町民サービ
スの向上に直結するため、今後も継続してい
く。

104 総務課 2 1 1 4 職員厚生費 職員厚生費

　全ての職員が健やかに勤務するこ
とにより職場環境の向上に繋がる。
疾患の早期発見により休職者数の減
少及び休業期間の削減を図る。

1　職員健康診断
2　ストレスチェック診断(H28より)
3職員厚生事業

　職員健康診断の要請検等の結果となった職
員の事後受診が約半数にとどまっている。異
常が見られる職員が結果受理後、速やかに受
診するよう働きかけを行うとともに、職員各
自においても、自覚持たせていくことが必
要。

Ａ

　職員の健康診断の実施については、雇用主
としての責務であることから今後も継続的に
実施していく必要があるが、職員の心身の健
康は、町民サービスの充実にも直結すること
から、異常が見られる職員が診断実施後、速
やかに受診するよう働きかけを行うととも
に、職員各自においても、自覚持たせていく
ことが必要。

105 総務課 2 1 1 5 事務改善費 事務改善事業

　電算システム等を導入することに
より事務の効率化を進める。

　人事給与システム等 　国の制度改正等に伴うものや事務改善を進
めるに当たって、システム改修又は導入を
図っていく必要があるため、その都度におけ
る経費節減策は図るものの、全体的な削減は
難しい。

Ａ

　国の制度改正等に伴うものや事務改善を進
めるに当たって、システム改修又は導入を今
後の必要に応じて進めていく必要があるが、
その都度における経費節減策はこれまで同様
引き続き図っていく。

106 総務課 2 1 1 6 記念式典費 記念式典費

　新年を祝い、合わせて地方自治の
振興又は町の興隆発展に寄与し、町
政に功労のあるもの又は篤行者で町
民一般の模範となるものを表彰す
る。

　庄内町新春を祝う会並びに総合表彰式
の挙行

　新春を祝う会と同時に総合表彰式開催する
ことにより、それぞれ単独で開催する以上に
参加者数が見込まれ、表彰者を多くの町民の
見守る中でに表彰することができる。一方
で、参加者の固定化及び減少傾向にある。

Ａ

　多くの参列者を得るための手法を検討して
いく必要がある。

107 総務課 2 1 3 1 財政管理費 財政管理費

　予算の適正な編成及び計画的かつ
効率的な執行を確保し、財政の健全
な運営を図る。

　適切な財務処理を行うためのシステム
使用・保守等及び基金の管理運用を行
う。

　平成28年度に財務会計のシステム改修を行
い、源泉徴収事務にかかる事務の省力化と精
確性の向上が期待されるが、今後の公会計の
整備に向けては、システム整備に向けて準
備、予算化が必要となる。
基金については、最も確実かつ有利な方法で
保管しながら、債券の購入などの運用を行っ
ている。

Ｂ

　財務会計システムの改修は、情報収集を行
いながら対応していく。また、基金の運用や
積立については、基金の活用状況等をみなが
ら、統廃合を検討し、また、確実かつ有利な
運用を行っていく。

108 総務課 2 1 5 1 庁舎維持管理費 庁舎維持管理費

　来庁者の利便性向上や職員の効率
的な業務実施に資するために、庁舎
維持管理に必要な経費を支出する。

　光熱水費、通信費、施設修繕、設備保
守点検、環境整備等経費、警備保障その
他庁舎維持に必要な経費の支出

　老朽化が著しい

Ａ
　選択の余地がない

109 総務課 2 1 5 2 町有財産管理費 町有財産管理費

　町有財産を有効利用するため、土
地・建物等の適正な維持管理を行
う。

　町有財産の貸付
　土地の払い下げに伴う境界立会い･登記
事務
　環境整備（草刈等）

　賃貸借料金の滞納（1案件）
　普通財産の増加

Ａ

　普通財産としての土地は増加すると思われ
るが、払下げの可能性を探りながら適正な維
持管理を継続する。

110 総務課 2 1 5 4
庁用自動車維持管理
費

庁用自動車維持管理費

　所管する公用車の適正管理
　町長車、議長車、マイクロバス2
台、インサイト、ADバン、フィール
ダー、NBOX、軽トラック、サクシー
ド（防災車）

　法定点検、継続検査
　日常管理
　車両共済（全ての公用車）の加入

　自損事故が多い

Ｄ

　総務管理費で所管する車輌の総数を見直す
べきか

111 総務課 2 1 5 5
町村有物件災害共済
費

町村有物件災害共済事
業

　町有施設の事故及び町の事業で発
生した事故に対し、迅速かつ適正な
事務処理を行うことにより、財政の
安定に寄与する。

　町が所有する施設に対し、全国市有物
件災害共済会の建物総合損害共済へ、ま
た、町の事業における事故等について
は、全国市長会の総合賠償補償保険へそ
れぞれ加入し、その事務を行っている。

Ａ

　選択の余地なし

112 総務課 2 1 5 9 除却関係事業費 除却関係事業

　公共施設の適正な管理 　公共施設等総合管理計画に基づき、解
体撤去と判断された公共施設を除却す
る。

　除却後の土地活用について、方向性が見出
せない案件が多い Ａ

　公共施設等総合管理計画に基づき、除却対
象物件が発生した場合は対応する。

今後の方向性
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113 総務課 2 1 5 10
公共施設等総合管理
推進事業費

公共施設等総合管理推
進事業

　公共施設の適正な管理 　固定資産台帳の整備と管理
Ｂ

　H29年度から本格運用。

114 総務課 2 1 10 1
交通安全指導及び啓
発費

交通安全指導及び啓発
費

　交通安全の指導及び啓発活動の取
り組み

　交通安全専門指導員による児童親子・
高齢者に対する交通安全指導や啓発活
動、交通指導員による登校時の安全確
保、高齢者運転免許証自主返納支援事業
による交通事故リスクの早期軽減。

　少子高齢化社会や高規格道路整備に伴う交
流人口増加、工事期間中の工事車両の運行な
ど、交通事故のリスク軽減に向けた専門指導
員の活動は有効である。

Ａ

　高齢者運転免許証自主返納支援事業におい
て、申請者が増加しているため、高齢者の交
通事故防止策として今後とも継続が必要であ
る。

115 総務課 2 1 10 2 交通安全施設設備費 交通安全施設設備事業

　自動車、自転車並びに歩行者の交
通事故防止のため、カーブミラー等
の交通安全関連施設の充実を図る。

　交通安全赤色回転灯電気使用量、経年
劣化によるカーブミラーの修繕および新
設、鏡面の角度調整を行い、交通安全に
寄与する。

　経年劣化や強風による、カーブミラー（鏡
面・支柱）等の破損が毎年発生していること
から、一定程度の修繕費用が今後もかかって
いくことが予測される。

Ａ

　集落・学校からの要望等により、交通安全
施設（カーブミラー等）の新設および既存施
設の老朽化・破損による維持整備費が必要な
ため、削減が困難であると考える。

116 総務課 2 1 11 1 防犯指導及び啓発費 防犯指導及び啓発事業

　町防犯協会を中心とした防犯指導
および啓発活動の支援。

　防犯灯整備に係る補助事業の申請等の
旅費、ならびに町防犯協会・公益法人山
形県防犯協会連合会・山形県鉄道防犯連
絡協議会への負担金の支出。

　山形県全体での犯罪件数は、平成２７年は
戦後最小件数を記録し概ね平穏に推移してい
るが、一方で「振り込め詐欺」等の特殊詐欺
が近年増加しているため、関係機関との連携
により一層の犯罪防止対策が求められる。

Ａ

　今後も町防犯協会を中心とした防犯関係機
関団体との連携により、近年多く発生してい
る特殊詐欺の防止対策やその他の犯罪に対す
る防犯指導及び啓発活動支援のため、継続し
て必要である。

117 総務課 2 1 11 2 防犯施設設備費 防犯施設設備費

　町管理防犯灯の新設・維持管理、
駅前近辺での防犯カメラ運用など、
児童生徒に対する通学路の安全確
保・犯罪の抑止や地域住民の安全確
保に努める。

　集落要望による小学校通学路への防犯
灯新設設置や既存防犯灯のLED化をすすめ
る。

　既存防犯灯のLED化を図り、電気料金の軽減
に努めているが、電気料金の値上げなどの要
素は流動的であり、既存施設の経年劣化や破
損に伴う灯具交換など、今後も維持費がかか
ることが想定される。

Ａ

　集落による防犯灯の新設の要望や電気料金
の値上げなど、流動的要素により削減は困難
と判断される。

118 総務課 2 4 1 1 選挙管理委員会費 選挙管理委員会費

　地方自治法第181条に基づき設置す
る選挙管理員会及び選挙全般につい
て適正な事業執行を目指す

　選挙管理委員会の運営及び選挙全般に
関すること

　公職選挙法の改正に伴う選挙権年齢の引き
下げに係る啓発

Ａ

　法律に基づく委員会について評価する必要
があるのか？検討をお願いしたい。また、啓
発活動について、県選挙管理委員会及び近隣
市町村の動向も見ながら対応していく。

119 総務課 2 4 2 1
参議院議員通常選挙
費

参議院議員通常選挙費

　法定受託事務として３年に１度実
施される参議院議員通常選挙に係る
本町での投開票事務の適正執行を目
指す

（法定受託事務）
　６月２２日公示７月１０日投開票

　法定受託事務ではあるが、国が負担する執
行経費の積算に一定のルールがあるため経費
の一部に一般財源が生じており、今年度の選
挙においては更なる国が負担する執行経費の
削減が行われる。

Ａ

　国政選挙においては、可能な限り国が負担
する執行経費内での選挙執行に勤める。

120 総務課 2 4 3 1 山形県知事選挙費 山形県知事選挙費

　県からの受託事務として４年に１
度実施される山形県知事選挙に係る
本町での投開票事務の適正執行を目
指す

（法定受託事務）
　平成２９年２月１３日に任期満了とな
る山形県知事選挙

　国が負担する執行経費の積算ルールに準じ
て執行経費が積算されるため経費の一部に一
般財源が生じており、今年度の選挙において
は更なる県が負担する執行経費の削減が行わ
れる。

Ａ

　県の委託選挙においては、可能な限り県が
負担する執行経費内での選挙執行に勤める。

121 総務課 4 3 1 1 上水道費 上水道費

　常備消防費（消火栓使用）に係る
公営企業水道会計への繰出並びに水
道事業会計人件費（児童手当）に係
る補助金

　上記基準に基づく補助金の支出 　地方交付税の制度解説（単位費用編）によ
る算出と水道事業会計人件費の児童手当にか
かる負担基準を設定し補助を行っている。 Ａ

　地方交付税の単位費用並びに職員の児童手
当については、制度上削減できるものはない
ことから、今後も制度に基づく補助を行う。

122 総務課 9 1 1 1 常備消防費 常備消防費

　酒田地区広域行政組合構成市町と
して、一定の負担金を支払う。

　酒田地区広域行政組合消防本部の分賦
金および山形県防災行政通信ネットワー
ク再整備事業負担金の支出。

　酒田地区広域行政組合構成市町として、一
定の負担額を求められるもので、町単独で削
減できるものはない。
　今後も酒田市消防本部・本署の庁舎等整備
（～H30年度）の事業費負担の増加が予定され
ている。

Ａ

　酒田地区広域行政組合構成市町で、一定の
負担額を求められるもので、町の判断では削
減することができない。消防本部・本署の庁
舎等整備に係る事業費負担に加え、平成29年
度には立川分署の救急車更新も予定されてい
る。

123 総務課 9 1 2 1 消防団運営費 消防団運営事業

　消防団活動を維持・運営する。 　消防団員の被服整備、消防団活動の運
営及び消防関係団体への負担金支出

　消防団員の装備品整備として、消防団員等
公務災害補償等共済基金からの助成金を活用
し、団員の雨衣を整備している。（平成26年
度から隔年で整備）

Ｄ

　山形県消防補償等組合に支出分の負担金
は、現在の消防団員の条例定数を算定基準と
しているが、現在の定数では実人数との差が
多いため、今年度に条例定数の見直しを行い
負担金の減を図る。また、東日本大震災以
来、消防団員の装備品整備が求められてお
り、現在助成金を活用して雨衣の整備を行っ
ているが、国の基準による活動服、その他装
備品等の整備が必要となることから、今後も
見直し図りながら継続が必要である。

124 総務課 9 1 2 2 防火啓発事業費 防火啓発事業費

　春・秋の防火パレード、一人暮ら
し高齢世帯訪問、消防出初式を実施
し、防火啓発に努める。

　春と秋の消防団パレードによる防火意
識の啓発、消防団出初式、女性消防団員
による消防署員との一人暮らし高齢者世
帯訪問を行うことで防火啓発を行う。

　春と秋の消防団パレードによる防火意識の
啓発、消防団出初式、女性消防団員による消
防署員との一人暮らし高齢者世帯訪問の実施
など、ほとんどが費用弁償であることから参
加人数を大幅に削減しない限りの支出削減は
困難。

Ａ

　春と秋の消防団パレードによる防火意識の
啓発、消防団出初式、女性消防団員による消
防署員との一人暮らし高齢者世帯訪問の実施
など、町民の防火意識の啓発を目的とした事
業であることから、継続性も重要視され、現
状のままでの継続が求められる。

125 総務課 9 1 2 3 教育訓練費 消防団教育訓練事業 消防団活動を維持・運営する。
消防団員の訓練礼式や実技習得のための
研修参加、団員の消防事業参加に対する
支出

消防事業は、団員の参加状況等を考慮し、主
に日曜日の開催としているが、夜勤や勤務先
などにより団員個人の勤務体制（時間、勤務
先等）が変化していることから、参加者が少
しずつ減少している。

Ａ

少しずつ消防団員の減少はあるものの、消防
団員の確保及び訓練礼式や消防技術習得のた
めの研修参加並びに消防事業参加に対し、今
後も事業の見直しも図りながら、継続して実
施する必要がある。
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126 総務課 9 1 3 1 施設整備費 施設整備費

　経年により老朽化した消防施設の
更新及び新設工事を図り、有事の際
に効果的な消防活動に寄与する。

　新しい消火栓の購入、既設消火栓・防
火水槽の修繕や消火栓移設など、経年劣
化などに対応し、有事の際に備えた整備
を実施する。あわせて、消防用施設敷地
借地料の支出。

　有事の際に必要な消防施設が多いことと、
老朽化している施設も多数あることから維持
管理費を軽減すること、限られた予算を有効
に活用することが課題。 Ａ

　有事の際に効果を発揮する消防施設である
ことから撤去等は困難であることと、老朽化
している施設が多数あることから維持管理費
を軽減することが難しい。限られた予算を特
に修繕費用を有効に活用していくことが課
題。しかし、消火栓本体の故障は修繕ではな
く交換となることから支出増加となる。

127 総務課 9 1 3 2 設備整備費 設備整備費

　消防設備の修繕及び老朽化した設
備の更新を図り、有事の際に効果的
な消防活動に寄与する。

　有事に備える為、消防車両（車検含）
や消防ポンプなどの修繕・更新ならびに
各消防班からの要望により消防ホース・
オイル等の消耗品の購入。

　消防活動に必要な消防車両や消防ポンプの
数が多くあり、維持修繕費用を削減すること
は困難。H27・28年度の車載型無線機整備が終
了するものの、今後消防ポンプ自動車の更新
時期を迎えることから、H28年度中に再配備計
画を策定する。将来の計画的な更新時期には
多額の支出が必要となる。

Ａ

　消防団の重要な使命である消火活動に必要
不可欠な消防車両・消火栓・防火水槽など
は、その絶対数が多い上に経年劣化などによ
る維持修繕費用が嵩むことが危惧されるが、
万が一のことを想定すれば、容易に削減する
ことは困難である。今後消防ポンプ自動車の
更新時期（H27～H35までに９台）を迎えるこ
とから、H28年度中に再配備計画を策定し、将
来の更新時期の計画的な支出を検討してい
く。

128 総務課 9 1 4 1 防災事業費 防災事業費

　災害危険箇所の把握及び有事の体
制・対策の確立、自主防災組織の育
成強化及び自助・互助意識と体制の
確立、防災資機材の充実

　有事の際を見据えた体制確立のため、
自主防災会活動の強化・女性の視点で考
える懇談会開催、町防災訓練の実施など
により、自助・共助意識の醸成や災害に
強い町づくりを推進する。また、山岳遭
難に対応するため捜索体制の充実を目指
す。

　現在の地域防災計画は平成26年３月策定
で、改訂中に法改正や国・県の計画が修正さ
れ、今後の見直しが必要であり、その際には
業務委託料が必要となる。自主防災会活動
は、危機管理専門員の取組みで順調に進めら
れているが、今後の雇用形態（パート化）変
更での指導体制の質確保が課題となる。山菜
取りや登山ブームにより、山岳遭難が毎年発
生している。

Ｂ

　現在の地域防災計画は平成26年３月策定の
ものであり、改訂作業中にも法改正や国・県
の計画が修正されるなどされており、今後の
見直しが必要であり、その際には業務委託料
が必要となる。
　自防災会活動は、危機管理専門員の取組み
で順調に進められているが、今後の雇用形態
（パート化）変更での指導体制の質確保が課
題となる。
　山菜取りや登山ブームにより、山岳遭難が
毎年発生している。

129 総務課 9 1 4 2 防災施設設備費 防災施設設備費

　防災行政無線（同報系）の整備、
防災センターの維持管理

　防災センターの維持管理、防災行政無
線・災害対策用携帯型トランシーバの整
備、排水ポンプ車の維持管理。

　現在、使用している施設や設備の年間維持
費や各種手数料等は削減することが難しい。
更に立川地域の防災行政無線のデジタル化に
伴う委託費・工事費がH29年度までの整備期間
に増額となる、子局の位置や箇所数を見直し
た結果、整備完了後の電気料や修繕費の減額
が期待される。

Ａ

　現在、使用している防災センター維持費
（電気料金・水道ガス料金・下水道料金・警
備保障費・消防設備保守点検費用など）は削
減が難しく、立川地域の防災行政無線デジタ
ル化は整備費が一時的に増額となるものの、
整備完了後には、保守管理委託料や電気料や
修繕費用等の削減が期待される。
　その他、災害対策用携帯トランシーバ、無
線電波使用料、排水ポンプ車に係る維持管理
費の削減も難しい。

130 総務課 9 1 4 3 水防事業費 水防事業費

　消防団員が、大雨による河川の増
水等によって住宅地等への水災害に
備える。

　水害被害に備えた水防団員の訓練費用
や国交省との最上川重要水防箇所合同巡
視にかかる活動費用、および水防に係る
消耗品の購入。

　水防訓練を今後も継続実施（H27：第１～４
分団、H28：第５～８分団、H29：第９～13分
団）しながら、必要な消耗品（土嚢袋等）は
在庫数を確認しながら購入している。大規模
の水災害が発生すれば増額補正を行う必要が
出てくる。

Ａ

　消防団員のスキルアップを目的に、水防訓
練を今後も継続実施し大規模な水災害に備え
る。必要な消耗品（土嚢袋等）は在庫数を確
認しながら購入していく。

131 総務課 9 1 5 1 災害対策費 災害対策費

　災害防止及び発生時の人的・物的
対応

　大雨等による災害時・行方不明者捜索
などの緊急時に消防団が出動した際の費
用弁償、長時間活動時の食糧費、災害時
に必要となる機械借上料への支出を見込
んでいる。

　災害等が発生しなければ支出は減少する
が、熊本地震のような内陸型の災害や、H27関
東・宮城での河川氾濫やゲリラ豪雨など、近
年の災害の多発に加え、行方不明者の捜索活
動の事例も発生しており、年度途中での増額
補正という事も考えられる。 Ｄ

　大雨等による土砂崩れ等も含めた災害時・
行方不明者捜索などの緊急時に消防団が出動
した際の費用弁償、長時間活動時の食糧費の
確保は必須。災害等が発生しなければ支出は
減少するが、熊本地震のような内陸型の災害
や、H27関東・宮城での河川氾濫やゲリラ豪雨
など、近年の災害の多発に加え、行方不明者
の捜索活動の事例も発生しており、年度途中
での増額補正という事も考えられる。
　機械借上料については、実績を見据え減額
等の検討の余地があると考えられる。

132 総務課 12 1 1 1 元金 元金

　町債の元金償還を行うため 　町債の元金償還を行うもの 　町債の発行の抑制を図るとともに、より有
利な起債の借入れをし、公債費負担の軽減に
努めていく必要がある。

Ａ
　町債の発行の抑制に努めるとともに、有利
な起債の活用として合併特例債や過疎債など
今後の動向を見据えながら対応していく。

133 総務課 12 1 1 1 利子 利子

　町債の利子及び一時借入金利子の
償還を行うため

　町債の利子及び一時借入金利子の償還
を行うもの

　町債の発行の抑制を図るとともに、効率的
な資金調達により一時借入金の借入れを抑制
するよう努めている。また、借入れ時の見積
執行や金利見直時の金融機関協議等により、
低金利での借入れを実施している。

Ａ

　町債については、より低利となるような条
件設定を行う。また、一時借入金については
今後町債の借入実行日について検討し、資金
調達にかかる利子の軽減を図る。

134 総務課 13 1 1 1 ガス事業会計補助金 ガス事業会計補助金

　ガス事業会計人件費等に係る補助
金

　上記基準に基づく補助金の支出 　ガス事業会計人件費等にかかる負担基準を
設定し補助を行っている。

Ａ
　職員の異動、年齢構成等による変動はある
ものの、制度上削減できないものもあるが、
基準外部分についてはより適正な負担となる
よう努めていく。
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135 総務課 14 1 1 1 予備費 予備費

　地方自治法第217条の規定により、
歳入歳出予算に予備費を計上するた
め

　予算外の支出又は予算超過の支出に対
応するための費用

　毎年度20,000千円の予算を計上している。

Ａ
　今後も適切な執行に努める。

136 立川支所 2 1 5 3
克雪管理センター管
理事業費

克雪管理センター管理
事業

　施設の維持管理 　施設の維持管理 　立谷沢保育園が閉園後（H２６．３月）の利
活用については、年１～２回程度の公民館事
業（幼児の遊びの広場）と選挙時投票所にな
る程度。今後、立谷沢地区活性化に資するた
めの施設活用となるかどうか、検討を要する
と思われる。

Ｆ

　改善策として、地域の活性化策に寄与する
よう、地元要望も含め検討の時期かと思われ
る。（現段階では地元としては活用方法は予
定なし）

137 立川支所 2 1 5 6
ふれあいホーム施設
管理事業費

ふれあいホーム施設管
理事業

　ふれあいホームにかかる施設管理 　施設管理の維持、修繕 　施設の老朽化により予測できない修繕の必
要が出ている。 Ａ

　平成28年度で指定管理期間が終了となる。
指定管理期間以降は、譲渡を希望しているた
め、その手続きについて準備していく。

138 立川支所 2 1 5 7
中島ふれあいセン
ター施設管理事業費

中島ふれあいセンター
施設管理事業

　中島ふれあいセンターにかかる施
設管理

　施設管理の維持、修繕 　平成33年3月31日までの指定管理者制度（1
期目）に移行している。近隣集落の興屋・中
島・生繰沢・片倉で利用しており、また、利
用頻度として部落公民館がない中島集落が高
くなっている。修繕の考え方など施設のあり
方を指定管理者者ともに協議していく必要が
ある。

Ａ

　施設の老朽化による緊急的な修繕も考えら
れることから現状のまま継続が必要。

139 立川支所 2 1 5 8
松肝ふれあいセン
ター施設管理事業費

松肝ふれあいセンター
施設管理事業

　町有財産の指定管理制度の導入に
より、民間活力を利用し経費節減と
利用サービス向上に努める。指定管
理者制度導入2期目（１期目H23～
27・２期目H28～32）

　指定管理制度の導入による施設運営 　平成33年3月31日までは指定管理者として指
定したが、その後については町の施設として
維持継続必要かどうか、町としても検討し、
建設時（H7）の補助金「山村振興等農林漁業
特別対策事業補助金」の処分制限期限が
H31.12月28日で、その後は処分可能となるた
め、この後の施設利用については指定管理者
と協議が必要（譲渡、撤去→条例廃止等 ）

Ａ

　2回目の指定管理者期限が切れる前までに、
今後の施設利活用の必要性等について指定管
理者との協議が必要と思われる。※施設の処
分制限はＨ31.12月までである。

140 立川支所 2 1 7 1 立川支所費 立川支所費

　施設等の管理運営 　施設の老朽化が進み、修繕を要する箇所あ
り。本庁舎建設後も、庁舎として引続き利用
するのであれば、計画的に修繕する必要があ
る。

Ｅ

　本庁舎建設後も支所機能を残し、業務を行
う計画であれば、施設の改善が必要。

141 立川支所 2 1 7 2 清川出張所費 清川出張所費
　清川出張所にかかる費用 　事務連絡等のための普通旅費

Ａ
　事務連絡等の旅費の削減は難しいことから
現状のまま継続。

142 立川支所 2 1 7 3 立谷沢出張所費 立谷沢出張所費

　出張所維持管理 　出張所維持管理経費 　出張所業務の他に地域活性化策検討も加わ
り、これまでの立谷沢地区総合センター管理
協議会が平成27年度で閉会となり、土地・施
設ともに町所有になり、維持管理経費が町単
独となり、今後の施設改修計画がソフト面も
含め課題となっている。

Ｅ

　施設が町有財産になり、現在、必要最低限
で維持管理しているが、今後、耐震診断結果
により、実施設計、改修工事を考慮する必要
がある。※今後、立谷沢地区の活性化策も含
め、当地区の特性を生かした交流人口増等に
資するための拠点となるべく施設として、改
修が予定されている。

143 立川支所 6 2 2 10
御殿林散策路管理事
業

御殿林散策路管理事業

　御殿林散策路の維持・管理 　御殿林散策路の維持・管理を清川地区
振興協議会に業務委託している

　土地借上料については、平成２６年度より
無償貸付として変更契約となったため実質削
減となった。管理業務委託料については、業
務委託者と協議していく必要がある。

Ａ

　維持・管理については適切に管理されてい
るため現状のまま継続していく。

201 情報発信課 2 1 1 3 職員研修費（情発） 職員情報化研修

　職員が情報セキュリティに関する
知識やモラルを習得し技術向上を図
りながら、円滑な事務事業の執行
と、情報セキュリティ対策を向上さ
せることを目指す。

　情報セキュリティに関する知識や教養
を深めるための研修を企画し、開催す
る。

　研修会の開催日を余目会場と立川会場の各1
回ずつとしているため、参加者の日程の確保
が難しく参加率が上がらないようである。ま
た、不参加者は固定化している傾向にある。 Ａ

　現在は研修日が2コマと参加するための日程
を確保しづらい状況となっている。参加率向
上のため、本庁舎、立川庁舎それぞれ複数回
開催することも考えられるが、財源の確保や
講師の都合もあることから開催回数はこのま
まとし、参加したくなる研修テーマや開催日
の設定等で参加率の向上を図りたい。

202 情報発信課 2 1 2 1 広報広聴費 広聴事業

　町民から広く意見を収集し、町民
の参画と協働のまちづくりを推進す
ることを目指す。

　町民等自らが企画し開催する座談会・
研修会に職員を派遣する「くるま座トー
ク」や町民等から広く意見を募集する
「まちづくり提案箱」・「みんなの
声」、各学区・地区単位で地域で開催す
る「まちづくり懇談会」を開催する。

　制度の利用者や懇談会の参加者が固定化し
ている傾向にある。

Ａ

　より多くの方からまちづくりに関心をもっ
てもらうために、これまで以上に広報紙等で
周知し、新たな制度利用者拡大を図る。

202 情報発信課 2 1 2 1 広報広聴費 広報発行事業

　町全般に関する情報を広く町民に
周知することを目指す。

　町民とのパイプ役である広報委員から
の意見・要望等を把握し、町広報紙に反
映させながら、月2回の発行（5日号と20
日号）

（1）各課からの依頼記事と折り込みチラシの
増加
（2）見やすい広報紙面作成
（3）広報発行による情報発信の成果確認
（4）庁外からの依頼記事の増加と掲載場所の
判断、掲載基準の確認
（5）原稿締切日を守らない

Ａ

　見やすく魅力的な広報作成とページ削減に
努め、カラーページの活用を継続していく。
広報委員から協力いただきながら、町民目線
でのページ作成と町民の方々が参画する広報
作成を継続する。
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平成28年度事務事業評価結果一覧表

担当課
Ｎｏ．

所管課 款 項 目
大事
業

大事業名称 小事業（個別事業）名称 事業目的 事業内容 現状と課題
H27対
象事業

今後の方向性

203 情報発信課 2 1 2 5 情報発信推進事業
ネットワーク情報発信
事業

　町の事業や町内のイベントを積極
的に情報発信し、町をPRすることを
目指す。

　ホームページをはじめ、庁内情報を報
道機関へ積極的に情報提供する「情報発
信シート」やタイムリーに情報提供を行
う「フェイスブック」・「ツイッ
ター」、定期的に情報を発信する「メー
ルマガジン」（毎月第2、第4金曜日）を
活用し情報発信する。

　「広報しょうない」と「町ホームページ」
の2つを情報発信のメインツールと捉え、
「フェイスブック」・「ツイッター」・
「メールマガジン」等を活用し、メインツー
ルに誘導するように情報発信している。しか
し、「フェイスブック」・「ツイッター」に
ついて、まだまだ情報発信数が少ないことか
ら、積極的に活用し、その発信内容を充実さ
せる必要がある。

Ａ

　ホームページについては、イベントや注目
させたい情報に誘導するため、トップページ
のブランディングエリアを有効に活用しなが
ら、充実を図る必要がある。また、「フェイ
スブック」・「ツイッター」の活用は、まだ
まだ少ないことから、職員に積極的に周知し
活用を促す取り組みが必要である。

ブランディングエリア：町ＨＰのトップペー
ジ上部の画像が切り替わる場所

203 情報発信課 2 1 2 5 情報発信推進事業
マスコミ等情報発信推
進事業

　町の取り組みや魅力を町内外に広
く周知することを目指す。

・庄内空港へ大垂れ幕広告の掲示
・モンテディオ山形ホームゲームでの大
型映像装置によるCM広告放映
・ほか雑誌、フリーペーパー、新聞等へ
の広告掲載

・限られた予算の中で最大限の効果を上げる
ための適切な予算配分などについて、町だけ
で決定するのは難しい。
・どのくらい広告効果があったのか確認が難
しい。

Ａ

　効果的な情報発信のため、各媒体への予算
配分等も含めて再度手法を見直しながら、継
続的な発信を続けていく。

204 情報発信課 2 1 6 1 企画一般費
庄内町ふるさと応援寄
附金

　全国の方々から寄附金による応援
をいただき、庄内町を広くPRすると
ともに、地元産の商品の販路拡大を
目指す。

　町ホームページ、ポータルサイトの情
報更新や返礼品の在庫管理、寄付金額の
集計など。

　税制改正や申込方法の改善等により寄付件
数が増大している。また、よりPRに努めるこ
とが求められるため、業務は煩雑化してお
り、ポータルサイトを増やすことでより一層
の煩雑化が進むと予想される。大手システム
会社のシステムを導入をするなどして、効率
的な管理が求められる。

Ｂ

　寄附を行っている割合はまだまだ低いた
め、今後も寄付者は増加するものと思われ
る。
　ふるさと納税制度創設当初の趣旨とは異な
り、返礼品を目当てに寄付を行う傾向があり
各自治体による返礼品合戦となっているた
め、返礼品の充実や効果的な広告を打つなど
して、他自治体との差別化を図っていく必要
がある。

204 情報発信課 2 1 6 1 企画一般費 庄内総合高校支援事業

　庄内総合高校の生徒に対し通学費
助成等の支援を行い、入学者の増加
を促進するとともに、同校の発展及
び地域の活性化を図る。

　新入学時の経費助成として20,000円の
ゆりカードを交付する。通学時の経費助
成として定期券代の3割以内の額のゆり
カードを交付する。町営バスを庄内総合
高校生が利用した場合、使用料を全額免
除する。

　事業が始まって２年目となるが、中学3年生
とその保護者への周知とＰＲが課題と考え
る。また、申請や交付の事務についても、効
率的な方法を検討していきたい。 Ｄ

　事業が始まってまだ２年目のため、長期的
な事業効果の検証が必要と考える。通学定期
助成に関しては、電車及びバス通学の生徒が
対象となるため、それ以外の生徒に対する支
援内容も検討していくべきか。

205 情報発信課 2 1 6 2 男女共同参画推進費
男女共同参画社会計画
推進事業

　男女共同参画社会の形成に資する
ため、男女共同参画社会推進委員会
の開催及び庄内町男女共同参画社会
計画の進捗管理を行うとともに、推
進体制の充実を図る。

　男女共同参画社会計画の推進について
委員会へ対して諮問を行い、計画の進捗
状況を報告、町に対して答申を行う。
　また、平成28年度は、第3次庄内町男女
共同参画社会計画を策定予定である。

　男女共同参画は、あらゆる分野において関
係することであり、委員会からの答申を受け
職員への周知は図っていたが、外部施設や町
民へ直接周知されていなかった。そのため、
平成28年度は広報へ答申の内容を掲載してい
る。また、公募による委員を登用し町民の声
が届く委員会を目指す。
　庁内の各種審議会の女性登用率向上にも力
を入れていく。

Ａ

　男女共同参画の推進には、町民の理解と協
力が不可欠であり、町民の代表である委員会
委員から活発な意見が出されるよう会議資料
の工夫や開催時期等を考慮する。全ての分野
において関係するため、男女平等意識の浸透
に向け、町全体で取組みをしていかなければ
ならないと考える。また、平成28年4月1日か
ら女性活躍推進法が施行され、女性の社会進
出に対して国を挙げて進めていることもあ
り、情報提供、周知を図りながら社会情勢に
あった取組みをしていく。

205 情報発信課 2 1 6 2 男女共同参画推進費 男女共同参画啓発事業

　固定的な性別役割分担意識を解消
し、個人の能力や意欲の醸成を図
り、職場や地域などあらゆる分野に
おいて活躍できる人材の育成を目指
す。

　広く町民や事業所に対して、広報や
ホームページによる男女共同参画の啓発
を行い、一人ひとりの意識醸成を図るた
め、人材育成、ハラスメント、DV等の講
座を開催を開催する。

　女性人材育成講座の椿ぜみなーるを開催
し、地域社会における女性の進出を目指して
いるが、年々受講者の減少が進んでいる。そ
の一方で、受講者が各種審議会の委員として
活躍するなど、一翼を担っている。 Ａ

　椿ぜみなーるへ幅広い年代の方からより多
く参加してもらえるよう、H28年度は講座に託
児をつけ、連続講座ではなく興味のある講座
を単独で参加できるようにし、講座の持ち方
を工夫している。女性の人材育成講座は、あ
らゆる分野において女性の活躍を推進するた
めのものであり、今後も事業の継続は必要で
あると考える。また、広報媒体を活用し更な
る啓発に力を入れていく。

206 情報発信課 2 1 6 3 振興審議会費 振興審議会事業

　町振興計画の策定、変更その他町
の振興施策の実施に関し、成果の検
証・評価を行い、町政に提言するこ
とにより町の施策の見直しを図る。

　町長の諮問に応じ、町振興計画の策
定、変更その他町の振興施策の実施に関
し、全体会、分科会、分科会長会によ
り、必要な調査及び審議を行い、答申
書・意見書を提出する。

　答申書は課長会議で周知され、また所管課
による「前回答申に係る進捗状況調べ」を行
い、事業運営に反映されている。所管課のヒ
アリング等行ないながら、総合計画の進行管
理・実施計画について審議していく。審議会
委員の任期が２年となっているが、公募して
もなかなか町民の関心は高いと言えない状況
である。

Ａ

　総合計画の進行管理、総合戦略事業におけ
る効果の検証及び企業振興条例に基づく審議
を行っていく上で必要な会議開催回数を確保
し、所管課から協力を得ながら効率的に審
議・振興審議会運営を行い、各施策に反映さ
れる仕組みを展開していきたい。
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平成28年度事務事業評価結果一覧表
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業
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207 情報発信課 2 1 6 4 広域行政費（情発）
道路・鉄道・空港関連
促進に係る広域連携事
業

　日本海沿岸東北自動車道建設促
進、羽越本線高速化促進、陸羽西線
高速化、戸沢村・庄内町地域連携
フォーラム等

　例年、東京麹町で開催される三県（秋
田県、新潟県、山形県）共催の「日本海
沿岸東北自動車道沿線市町村建設促進大
会」及び「羽越本線高速化促進大会」に
は、東京庄内会会員から12名程度参加の
協力要請をおこなっている。陸西協、地
域連携フォーラムにおいては、各団体・
集落にその都度協力要請している。

　毎年11月上旬東京麹町で開催され、三県関
係国会議員、国土交通大臣、国土交通省関係
（鉄道局・地域整備局）、ＪＲ東日本、県議
会（青森、秋田、山形、新潟）協議会等が来
賓として出席。山形県150人動員要請のうち本
町は14人。昼食会場を予約し、町、議会、東
京庄内会で昼食（懇談）。若干の特産品を謝
礼としている。他の大会等においても動員要
請については積極的に協力いただいている
が、それ以上の盛り上がりには至っておら
ず、今後の取組みのが課題である。

Ａ

　広域行政費の負担金については総会等で承
認された金額であり事業拡大のものもあるた
め、本町のみでの節減対策は難しいが、動員
要請等早期に対応することで旅費等の抑制は
若干可能であると思われる。庄内地方重要要
望事項に関する団体の負担金がほとんどであ
る。団体の活動内容に注視しながら、早期実
現に向けて協力要請に応えていかなければな
らない。

208 情報発信課 2 1 6 6 ふるさと会事業費 東京庄内会総会

　庄内町出身で、首都圏に在住する
方々との交流を通して、人的、物
的、経済的交流の拡大を図る。

・総会及び懇親会開催への支援、協力
・総会会場における町特産品の販売（業
者出店）

　首都圏との情報交換や交流を通して、町の
活性化につなげる。また、首都圏における本
町の特産品の販路及び交流人口の拡大につな
がるよう活動している。
今後、会員の高齢化による会員数の減少及び
役員の選出に支障があるか懸念される。

Ａ

　首都圏との情報交換や交流を通して、町の
活性化につなげる。また、首都圏における本
町の特産品の販路及び交流人口の拡大につな
げるため、今後も自主的な運営を尊重し、財
政的支援と連絡調整等を行っていく。

208 情報発信課 2 1 6 6 ふるさと会事業費 東京庄内会交付金

　庄内町出身で、首都圏に在住する
方々との交流を通して、人的、物
的、経済的交流の拡大を図る。

　東京庄内会への交付金の交付 　首都圏との情報交換や交流を通して、町の
活性化につなげる。また、首都圏における本
町の特産品の販路及び交流人口の拡大につな
がるよう活動している。
　今後、会員の高齢化による会員数の減少及
び役員の選出に支障があるか懸念される。

Ａ

　首都圏との情報交換や交流を通して、町の
活性化につなげる。また、首都圏における本
町の特産品の販路及び交流人口の拡大につな
げるため、今後も自主的な運営を尊重し、財
政的支援と連絡調整等を行っていく。

209 情報発信課 2 1 6 7 行政改革事業費 行政改革推進事業

　効率的な行財政運営を目指すた
め、行財政改革推進計画の推進を図
るとともに、事務事業の改革・改善
に努める。

　行財政改革推進計画の進捗管理を行う
とともに、事務事業評価を実施し、評価
対象事業に対して行政評価専門部会議
（内部評価）、行政改革推進委員会（外
部評価）を開催して、今後の方向性につ
いて意見を付し事業の改善を図る。

　評価シートについては、これまでも見直し
をかけているが、平成28年度からは新たな
シートとしたため担当者の事務負担が大きく
なっている。今年度実施し、意見を聞きなが
らシートの改善を図っていきたい。

Ａ

　平成28年度評価作業から評価手法を見直
し、成果指標に評価の視点を新たに設け、財
務会計との連動やより事業内容の改善につな
がるような仕組みを目指している。新しい評
価システムにした初年度であり、今回の結果
を踏まえて、来年度以降もより効果的な評価
が実施できるよう改善を図っていく。

210 情報発信課 2 1 6 14
町民の参画と協働推
進事業

みんなが主役のまちづ
くり基本条例

　みんなが主役のまちづくり基本条
例に則り、町民、町及び町議会が協
働したまちづくりを推進する。

　町や町議会が主導を取り、より多くの
町民が主体性を持って町及び町議会に関
わることのできる仕組み及び体制を整
え、実践行動として事業を展開する。
　平成24年度：条例策定
　平成25年度～実践行動事業実施

　平成28年度～29年度当初に、条例の検証
（目的の達成）が必要である。手法について
は、今後検討する。

Ａ

　町民の事業認知度は上がってきており、条
例の検証に向けて今後も実践行動を行い、町
民の町政参画を推進していく。

211 情報発信課 2 1 6 15
地域活性化アドバイ
ザー事業

地域活性化アドバイ
ザー事業

　専門的な知識や経験を有する人材
を招聘し、幅広い見地からアドバイ
スを受け、地域活性化の推進と町の
課題解決を図る。

　課題に対して、的確かつ迅速に指導・
助言等をいただき、観光振興・地域活性
化につなげるものである。また、町民を
含めた官民一体となった会議の際にもア
ドバイザーとして出席してもらい、町民
の意見を町政に反映するための助言をも
らっている。

　担当課において人選をしているが、謝礼金
の基準が統一されておらず、まちまちとなっ
ている。

Ａ

　行政課題の専門化、多様化、広域化に伴
い、行政内部だけで課題解決に向けた施策立
案をしていくことが一層難しいものになって
きている。それには学識経験者や有識者など
外部の知的資源を有効に活用するアドバイ
ザー制度は、今後も極めて重要な役割を持つ
ものと思われる。

212 情報発信課 2 1 8 1
地域づくり関係事業
費（情発）

住みやすい地域づくり
活動交付金

　自治会が行う自主的な活動に対す
る支援

　自治会が実施する部落会事業等に対し
交付金を審査・交付する。

　町内115自治会全てより申請を受け交付して
いる。1度も申請がない小型除雪機整備事業に
ついて、積雪の多い地区の自治会より部落の
中で管理することができないので、個人毎に
支給してほしいという要望があった。

Ａ

　自治会の運営に必要不可欠な助成金であ
り、継続が必要。ただし、小型除雪機助成に
ついては、個人助成も含めて他課との検討も
必要。
　また、実績報告及び交付申請が4月末から5
月初めに行われ農繁期と重なること及び自治
会の会長及び会計担当者が変更になり事務が
煩雑となることから、自治会の決算の終わる2
月末から4月初めの申請が適当と考えられる。

212 情報発信課 2 1 8 1
地域づくり関係事業
費（情発）

集会施設整備事業補助
金

　コミュニティ活動の拠点となる集
会施設等の支援

　部落公民館や付帯する駐車場等の集会
施設の新築、改修、解体に対し工事費の
一部に補助金を交付する。

　集会施設の老朽化及び高齢化により、トイ
レ改修（和式→洋式）や段差解消への要望が
高い。

Ｄ

　Ｈ20年度より住みやすい地域づくり事業よ
り独立して単独事業としている関係で、各自
治会で申請期間が限定されず申請しやすく
なっている。
　今後は集会施設の耐震診断や耐震化につい
ても、関係課と検討していく必要がある。

212 情報発信課 2 1 8 1
地域づくり関係事業
費（情発）

コミュニティ助成金

　住民組織による地域活動の促進 　（一財）自治総合センターの事業を利
用し、地域づくり会議等の備品整備事業
に助成金を交付する。

　社会教育課と調整し、毎年2団体（余目地
区、立川地区）申請しているが、採択がここ
数年1団体のみ。

Ａ

　町では、学区単位で構成している地域づく
り会議、振興協議会等を対象にしている。旧
町学区単位で申請しているが、Ｈ25年度から1
団体のみの採択となっている。社会教育課、
地域団体と打合せを行い、不採択になった場
合は、翌年度も申請することを優先し、旧町
単位での申請が変わらなければ「Ｈ23年度か
らの順位つけ」で進めることになっている。
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213 情報発信課 2 1 8 2
花のまちづくり事業
費

花のまちコンクール・
学習会事業

　花と緑を通した町民のまちづくり
への積極的な参画と、活き活きとし
た美しい地域の創設を促進する。

　街路、交通島、花壇等で花を植栽し、
地域の快適な環境づくりと景観の美化に
努めている団体を対象にコンクールを実
施する。
　また、講師を招いて花の植栽や土づく
りなどの知識を学ぶ学習会を開催し、事
業が充実したものとする。

　コンクール、学習会ともに一定の応募があ
り、充実した内容となっている。また、コン
クールの講評や学習会の内容を次年度の活動
に生かしている団体が多数見受けられた。 Ａ

　参加団体（者）数が増加傾向にあり、充実
した活動となっている。今後も地域の快適な
景観づくりのため必要な事業と考えるので、
より良い事業内容となるよう試行錯誤してい
く。

213 情報発信課 2 1 8 2
花のまちづくり事業
費

花苗・肥料の配布、拠
点事業

　花と緑を通して、町民が積極的に
まちづくりに参画し、活き活きとし
た美しい地域づくりの推進を図る。

　町内の自治会、学校、事業所等を対象
に、花苗の希望を募り、花苗及び肥料
（堆肥・有機化成肥料・苦土石灰）を配
布する。
　また、参加団体のうち街中や人の往来
の多い道路沿いの花壇や国・県道に設置
されている交通島等を拠点に指定し、事
業の更なる広がりを図る。

　参加者の高齢化により、植栽活動が困難な
団体が出てきている。事業規模を維持するた
め、新規参加者を募る活動を行っている。

Ａ

　事業にかかる経費は、近年縮小傾向にあ
り、参加団体数も1、2団体の変動はあるもの
の落ち着いてきている。財政係より、平成26
年度に花苗の本数を制限するよう指示があっ
たこともあり、今後も現状の規模で事業を展
開していく。
　平成27年度の議会で、配布する花苗にラベ
ンダーを取り入れる提案がされた。ラベン
ダーは多年草で手入れは簡単だが、開花期間
が5月～7月と非常に短く、当事業が、秋まで
活動することを考慮すると、配布するのは避
けたい品種である。しかし、ウィンドームで
積極的な栽培をしていることもあり、要望が
あれば、長期的には経費削減にも繋がるため
検討する余地はあると思われる。

214 情報発信課 2 1 8 6
町営バス等運行事業
費

デマンドタクシー運行
事業

　交通空白地帯を解消するため、一
般乗合旅客自動車運送によるデマン
ドタクシーを運行し、交通弱者の移
動手段を確保する。

　三ヶ沢狩川線と出川原狩川線の２路線
を運行し、定額料金制としている。効率
的で利便性の高いデマンド型交通（予約
型）を採用しており、運行業務は事業者
に委託している。

　利用者は前年度比で331人増、うち一般（シ
ルバー）利用者は0人となっているため、収入
がない状態での運行となっている。乗合制に
よる効率化を図っているものの、毎日利用す
る利用者もいるため、今後も経費は増加する
と思われる。

Ａ

　経費負担の増加は課題であるが、使用料の
値上げ等は現在検討していない。住民サービ
スであるため、今後も事業を継続するべきと
考える。

214 情報発信課 2 1 8 6
町営バス等運行事業
費

生活交通バス運行維持
費補助金交付

　他自治体に乗入れする事業者の路
線バスを維持することにより、交通
弱者の移動手段を確保する。

　庄内交通㈱が運行する酒田（日本海病
院）余目線、鶴岡（モール）清川線の２
路線の運行にかかる赤字を補助金として
交付し、運行を維持している。補助金に
ついては、酒田市及び鶴岡市と負担して
いる。

　前年度比で利用者数は-41人、補助金の交付
額は817,000円増加した。また、住民からの関
心が低いことから、事業者からは撤退の要望
が出ている。
　地域公共交通の国庫補助金はあるが、酒田
（日本海病院）余目線は国庫補助落ち路線、
鶴岡清川線は活用しているが廃止代替路線と
なっている。 Ａ

　路線バスの方向性については、鶴岡市及び
酒田市と数回に渡り協議を行っている。鶴岡
（モール）清川線については、平成27年度か
ら国庫補助金を活用しているため、経費負担
は少なくなっている。酒田（日本海病院）余
目線については、国庫補助落ちした路線であ
るため、今後も国庫補助は見込めないが、学
生利用が多いため、単純に利用者が少ないた
め路線廃止という選択が出来かねている。ま
た、北部定住自立圏を進める中、酒田市との
往来手段を断つことは避けるべきである。
　よって、今年度は現状のまま運行し、乗車
調査等によりさらに利用状況を把握し、事業
者及び他自治体との協議を進めることが望ま
しいと考える。

●

214 情報発信課 2 1 8 6
町営バス等運行事業
費

町営バス運行事業

　交通空白地帯を解消するため、自
家用有償旅客運送による町営バスを
運行し、交通弱者の移動手段を確保
する。

　立川地域と余目地域を結ぶ幹線路線と
余目地域を中心とする循環路線の２系統
６路線を運行し、幹線路線は地域制料
金、循環路線は定額制料金としている。
また、高齢者等に対する割引制度のほ
か、庄内総合高校生支援の一環として、
生徒の使用料を免除している。

　利用者は、前年度比で2,661人増、うち一般
利用者は-2,719人となっている。収入源であ
る一般利用者が大幅に減少したため、収支は
約2,000万円の赤字となっている。また、地形
的条件（南北に長い、立谷沢川）により一日
に走行可能な便数が限られること、利用者が
希望する施設に停留所がないなど、改善の必
要がある。単独乗降が困難な利用者が増加し
ており、そのサポートも課題である。

Ｄ

　財政負担は、年々増加しており、利用者は
減少している。高齢者が増加し、自力での移
動手段を持たない人の割合が増加しているに
もかかわらず、利用者数が伸び悩んでいるの
は、公共交通についての周知不足と利便性の
低さが原因であると考える。しかし、経費の
削減や本町の地形、乗車率等を考慮すると、
単純に増便という方法で対応することは難し
く、利便性の向上には直結しないと考える。
　乗車率を考慮すれば、将来的には定時定路
線型を一部デマンド型へ変更し、空輸送を削
減することで利便性の向上や経費の縮小を図
ることが望ましいと思われる。
　また、町内の新施設へ停留所を設けること
も必要である。

215 情報発信課 2 1 8 13 定住促進対策事業費 定住促進対策事業

　移住・定住の推進に取り組むこと
で、人口の減少に歯止めをかけるこ
とができるほか、外部人材を地域社
会に迎え入れることで、地域の生産
活動やコミュニティ活動の活性化を
図る。さらに、都市からの来訪者や
移住者を増やすことで、地域経済に
寄与する。

　庄内町の魅力や定住支援対策を掲載し
たガイドやリーフレット、定住支援サイ
トによる情報発信。移住コーディネー
ターの配置。山形県移住交流推進協議会
が主催する「やまがたハッピーライフカ
フェ（移住セミナー）」への参加。

・定住支援サイトは平成27年10月に町ホーム
ページのリニューアルに伴い新しくなった
が、空き家情報に特化しているため、移住全
般（就職、就農、子育て等）に関する情報に
ついて効果的に発信できるようなコンテンツ
に修正する必要がある。
・リーフレットやガイドは平成19年度からほ
ぼ様式が変わっていない。

Ｂ

・新たに空き家・空き店舗を活用した「移
住・婚活窓口（仮称）」を開設し、土日も含
めて対応を行ったり、結婚相談員、結婚支援
員との連携や三学年合同同窓会実行委員会と
の連携を行う。
・移住体験ツアー、町単独での移住セミナー
の開催等、各地で行われている移住事業にう
もれることなく、移住先としての庄内町をPR
する事業を展開する必要がある。
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215 情報発信課 2 1 8 13 定住促進対策事業費
宅地分譲支援事業補助
金

　定住人口の増加並びに町の活性化
の促進。

　山形県庄内町土地開発公社が庄内町松
陽地内に実施する住宅団地の分譲宅地を
購入した者に対し、補助金を交付する。
①早期住宅建設支援事業　宅地分譲契約
締結後３年以内に住宅を建設した場合、
住宅の固定資産税相当額を３年間交付。
②緑化奨励事業　生垣を設置した場合、
事業費の２分の１（上限10万円）を交
付。

Ａ

　27年度に松陽住宅団地が完売したため、29
年度で事業を廃止する予定。

215 情報発信課 2 1 8 13 定住促進対策事業費
三学年合同同窓会事業
実行委員会助成金

　当該年度中に満29歳、30歳、31歳
を迎えるこれからの地域を担う若者
同士のネットワークを構築し、Uター
ン、結婚等の機会を提供する。

　「三学年合同同窓会（仮称）」を行う
実行委員会に対して、助成金を交付す
る。

Ａ

　本町出身の若者たちがふるさとの振興発展
を願い語り合う場の設定、また、出会いとU
ターンのきっかけを創出し、町の子育て環境
等町政に対する理解を深め、安心して回帰で
きる機運を醸成するために、毎年度開催する
必要がある。

216 情報発信課 2 1 8 15
定住促進空き家活用
事業費

定住促進空き家活用事
業

　町内にある空き家を活用して定住
者の住宅を確保することで、より効
果的な定住促進を図る。

　定住促進空き家活用事業は、過疎地域
等活性化推進交付金を活用し空き家5軒を
町が所有者から10年間借りてリフォーム
し、10年間貸し出ししている事業であ
る。

　現在、改修した5軒すべてに入居者がいる状
態。

Ａ

　空き家所有者への賃貸料の支払いもあるた
め継続していく必要がある。戸数を増やすか
については要検討。

217 情報発信課 2 1 8 16 婚活支援事業費 婚活支援窓口

　近隣市と協力した広域での結婚支
援や情報発信、出会いの場の提供を
進め、若い世代が積極的に結婚活動
に参画できる環境を整える。また、
結婚に対して前向きな気持ちを持て
るような啓発活動をすることで、町
全体の結婚に対する気運の高まり
や、出会いの機会の増加、町内外の
結婚の促進による地域の活性化を図
る。

　婚活支援窓口の開設及び相談員の設置
（Ｈ27.8）、やまがた縁結びたいへの登
録（Ｈ27.12）による各種結婚相談及び仲
人活動。支援員の設置（Ｈ28.8予定）

　婚活支援窓口への相談者が少ない。窓口の
開設が平日のみなので、家族が相談がくる
が、その後の本人が窓口にくるまでには繋が
らない。なかなか成果がみえない、出づらい
事業なため、長期にわたる戦略が必要。

Ｂ

　窓口が役場の開庁時間と同じため、結婚希
望者本人が来庁することが少なく、家族が相
談しているケースが多い。よって希望者本人
が直接相談できる場所、時間帯が必要なた
め、定住促進対策事業と合同で空き家・空き
店舗を活用した「移住・婚活窓口（仮称）」
を開設し、土日も含めて対応を行ったり、結
婚支援員との連携や各種少人数のイベントや
セミナーを継続的に行っていきたい。

217 情報発信課 2 1 8 16 婚活支援事業費 婚活支援事業補助金

　近隣市と協力した広域での結婚支
援や情報発信、出会いの場の提供を
進め、若い世代が積極的に結婚活動
に参画できる環境を整える。また、
結婚に対して前向きな気持ちを持て
るような啓発活動をすることで、町
全体の結婚に対する気運の高まり
や、出会いの機会の増加、町内外の
結婚の促進による地域の活性化を図
る。

　出会いの場を積極的に創出する事業を
実施する町内の団体に対し補助金を交付
する。地域内での結婚支援の意識と情報
を共有できるよう、つるおか婚活支援
ネットワークへの参画を促す。

　申請者がＪＡあまるめ青年部のみ。28年度
については、ＪＡあまるめ青年部より婚活イ
ベントを行わない旨の連絡があった。1団体、
5万円上限/年の交付では、なかなか成果があ
がらない。

Ｂ

　参加者を集めるために大変苦労されてい
る。収支をみると、参加費で参加者の飲食費
が賄えず、当補助金の対象外となっているこ
とから、主催者側の負担が大きい。
　事業者が婚活イベントを行うことは、町の
活性化や婚活についての応援団を形成するこ
とに必要なことから、①飲食費の一部を賄え
るようにする②つるおか婚活支援ネットワー
ク登録団体に限定しない③1会計年度に1事業
と限定せず、複数の事業で精算可とする④上
限額を引き上げる⑤企業間及び企業内の合コ
ンも対象とする⑥相談や支援員のアドバイス
を受ける等が必要であると考える。

217 情報発信課 2 1 8 16 婚活支援事業費
街コン実行委員会補助
金

　近隣市と協力した広域での結婚支
援や情報発信、出会いの場の提供を
進め、若い世代が積極的に結婚活動
に参画できる環境を整える。また、
結婚に対して前向きな気持ちを持て
るような啓発活動をすることで、町
全体の結婚に対する気運の高まり
や、出会いの機会の増加、町内外の
結婚の促進による地域の活性化を図
る。

　出会いイベントを開催する。 　名称が「街コン」だが、街コン形式はＨ25
に行い、Ｈ26及びＨ27は町内飲食店でパー
ティ形式で行った。開始した3年前とは違い、
庄内管内でも毎週末1箇所以上婚活パーティが
開催されており、その中で集客が難しい。

Ｆ

　庄内総合支庁との情報交換では、どこのイ
ベントも「定員割れが続いている」「参加者
が減っている」「同じメンバーしか集まらな
い」等の問題があるとのこと。
　地元の出会いイベントに参加せず、近隣市
町のイベントに参加する傾向（参加者の2/3が
町外の方）もあり、出会いイベントへの参加
以前のセミナーや掘り起こしの方が重要と思
われる。

217 情報発信課 2 1 8 16 婚活支援事業費 婚活学習会・相談会

　近隣市と協力した広域での結婚支
援や情報発信、出会いの場の提供を
進め、若い世代が積極的に結婚活動
に参画できる環境を整える。また、
結婚に対して前向きな気持ちを持て
るような啓発活動をすることで、町
全体の結婚に対する気運の高まり
や、出会いの機会の増加、町内外の
結婚の促進による地域の活性化を図
る。

　婚活のノウハウを学ぶことができる講
習会や相談会を開催する。

　参加者の年齢層が高い。参加者中、20代が
少ない。参加者は男性や親世代が多く、女性
本人が少ない。男性参加者は、30代中～40代
になって初めて動く人が多い。
　恋愛・結婚については、プライベートに関
わり、扱いが繊細なため、「婚活」を隠して
の開催の必要がある。

Ｂ

　対象者を区切り、子持ち、離婚経験者、中
高年向けや中高生対象のセミナーも考えられ
る。
　また、サークルのように継続して活動して
いくことも必要。
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218 情報発信課 2 1 8 19 集落表示板管理事業 集落表示板管理事業

　集落表示板及び旧町で設置した旧
表示板の適正な管理に努める。

　主に暴風があった場合等に適宜状態を
確認し、必要に応じて修繕・撤去を行
う。
自動車等による損傷事故があった場合
は、保険代理店と当事者と連絡をとり、
現状回復するように指導を行う。

　加害者が不明のものについてはその都度、
庄内警察署に照会をしているが、当て逃げで
事故の報告がないものも多い。

Ａ

　毎年、数カ所が損傷・破損等しているた
め、今後も管理に係る費用が必要である。

219 情報発信課 2 1 9 1
電子自治体推進事業
費

電子自治体推進事業

　現行の情報システムの安定稼働及
びセキュリティ対策の強化を図りな
がら、経費削減を目指す。

　更新する機器の優先順位を設定し、5カ
年計画により更新・整備を進めつつ、セ
キュリティ強化を図る（Ｈ27年度は4年
目）。保守切れではあるものの、安定稼
働している既存機器を有効活用し、故障
時の代替機器としてストックしながら更
新サイクルを伸ばし運用することで、将
来的経費削減に努めている。

　ＩＴ環境があらゆる業務に必要不可欠な現
状において、巧妙化するサイバー攻撃から、
いかに情報システムを守っていくかが、役場
業務を安定稼働させるためにも重要になる。
しかし、最新のセキュリティシステムの導入
には多大な経費を必要とするが、国が示すガ
イドライン等に基づく水準のセキュリティ対
策の整備を図る必要がある。

Ａ

　本庁舎整備や次の5ヶ年計画に基づく情報機
器の整備について、一括導入からリースによ
る費用の平準化、所有型から利用型への変換
など時代に即したシステム運用を検討しなが
ら、経費やセキュリティ対策の両面から二重
投資にならないように将来像を見据えて対応
していく必要がある。また、巧妙化するサイ
バー攻撃に対して、予防対策や防止対策の機
能をメインにした機器整備だけでなく、今後
は、検出対策や対応対策の機能にも力を入
れ、情報セキュリティインシデントが発生し
た場合を想定した運用・機器等の整備を図っ
ていく必要がある。

220 情報発信課 2 1 12 1 国際交流事業費 国際交流員の配置

　国際交流団体と連携し、町民の主
体的な国際交流や協力活動を支援
し、グローバルな人材育成と地域の
活性化に努める。

　国際交流員を配置し、各種事業の展開
及び在住外国人へ支援する。

　嘱託職員となっているため、平日夜間及び
週休日に勤務した場合の手当がないことと、
平日日中の振り替えで対応している。 Ａ

　嘱託職員制度の見直しに伴い、これまでの
交付金に人件費を加え国際交流協会の職員と
して雇用する方向で進める。

220 情報発信課 2 1 12 1 国際交流事業費
庄内町国際交流協会交
付金

　国際交流団体と連携し、町民の主
体的な国際交流や協力活動を支援
し、グローバルな人材育成と地域の
活性化に努める。

　庄内町国際交流協会への交付金の交付 　交付金は、年度当初の概算払、年度末の精
算方式としている。

Ａ

　今後もこの形態で継続する。

221 情報発信課 2 1 12 2
友好町交流事業費
（情発）

庄内町国際交流協会被
災者支援事業特別交付
金

　南三陸町等と町民が交流する活動
を支援する。

　町内の団体が、南三陸町及び東日本大
震災による被災者と支援・交流する活動
及び事業に助成する。

　毎年活用している団体は多いが、新規に活
用する団体も各年度出ている。 Ａ

　今後も現状で継続する。

222 情報発信課 2 1 14 1 庁舎等建設事業費 役場庁舎整備検討事業

　本町の防災拠点機能の強化を中心
とした整備を図る。

　老朽化・耐震強度不足となっている本
庁舎の建替えと併せ、西庁舎の改修、車
庫・倉庫建替え、外構工事など、敷地内
全体の整備を行う。

　合併特例債の活用期限である平成32年度ま
での完成が求められるが、震災復興事業や東
京オリンピックによる資材物価等の変動が考
えられ、工期への影響が懸念される。

Ａ

　合併特例債の活用期限までに完成すること
が必須条件であり、計画を確実に実行してい
くことが求められる。

223 情報発信課 2 5 1 2 統計調査総務費 統計調査総務費

　統計資料の作成
　庄内町統計調査員協議会の活動支
援

　「庄内町の統計」印刷製本
　庄内町統計調査員協議会へ交付金の交
付

　統計調査員の高齢化が進んでいる。各行政
区より推薦をいただいているが担い手が少な
い。人材確保に向けての取組みが必要と考え
られる。 Ｅ

　庄内町統計調査員協議会への交付金につい
ては、事業を実施する上で必要経費となって
いるが、毎年販売部数が落ち込んでいる「町
民手帳」の発行のあり方を検討する時期に来
ている。「庄内町の統計」の発行のあり方と
一体的に改善を図っていきたい。

224 情報発信課 2 5 2 1 工業統計調査費 工業統計調査費

　工業統計調査は、工業の実態を明
らかにし、工業に関する施策の基礎
資料を得ることを目的とする。

（法定受託事務）
　全国の製造事業所を対象に実施される
調査で、県知事が任命した統計調査員が
対象事業所を訪問し、調査票への記入依
頼及び回収を行う。

　統計調査員の高齢化が進んでいる。各行政
区より推薦をいただいているが担い手が少な
い。人材確保に向けての取組みが必要と考え
られる。 Ａ

　工業統計調査は、統計法に基づいて実施さ
れる基幹統計調査のため、町独自の改善の余
地はないと思われる。

225 情報発信課 2 5 2 2 学校基本調査費 学校基本調査費

　学校に関する基本的事項を調査
し，学校教育行政上の基礎資料を得
ることを目的とする。

（法定受託事務）
　学校教育法に規定されるすべての学
校、および市町村教育委員会を対象に毎
年実施され、5月1日時点の学校数、学級
数（小中高校など）、学部数（高等教育
機関）、在学者数、長期欠席者数、教職
員数、学校敷地の面積、学校建物の面
積、学校経費、卒業生の進路状況などが
調査対象となっている。

　予算的には、基幹統計調査費として情報発
信課となっているが、実際の調査事務につい
ては、教育課が行っている。

Ａ

　学校基本調査は、統計法に基づいて実施さ
れる基幹統計調査のため、町独自の改善の余
地はないと思われる。

226 情報発信課 2 5 2 10 経済センサス調査費 経済センサス調査費

　全産業分野の経済活動の状況を同
一時点で網羅的に把握するととも
に、各種の統計調査を行う際の基礎
となる母集団情報の整備を図ること
を目的とする。

（法定受託事務）
　国内に存在する事業所や企業の捕捉を
目的とする基礎調査と、売上や費用など
の経理項目に重点をおく活動調査の二つ
があり、県知事が任命した統計調査員が
対象事業所を訪問し、調査票への記入依
頼及び回収を行う。

　統計調査員の高齢化が進んでいる。各行政
区より推薦をいただいているが担い手が少な
い。人材確保に向けての取組みが必要と考え
られる。 Ａ

　経済センサスは、統計法に基づいて実施さ
れる基幹統計調査のため、町独自の改善の余
地はないと思われる。

301 税務町民課 2 2 1 2 税務行政費
固定資産税・都市計画
税賦課

　地方税法に定められた評価基準に
基づいて評価額を算定し適正な課税
を行い、健全な財政運営のための自
主財源を確保する。

　賦課期日（毎年１月１日）現在、庄内
町に固定資産を有する者に対する賦課業
務

　地方税法に定められた評価基準に基づき適
正に課税している

Ａ

　公平で適正な課税の推進
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302 税務町民課 2 2 2 1 賦課徴収事務費
固定資産税・都市計画
税賦課

　地方税法に定められた評価基準に
基づいて評価額を算定し適正な課税
を行い、健全な財政運営のための自
主財源を確保する。

　賦課期日（毎年１月１日）現在、庄内
町に固定資産を有する者に対する賦課業
務

　登記の異動、現地調査、新築・増築・滅失
家屋等の確認を行い、翌年度課税に向け確認
した内容を基幹系税システムに入力してい
る。また、毎年５月、納税義務者宛に納税通
知書・明細書等発送作業を行っている。　調
定表の作成、特殊な賦課異動入力について
は、委託業者の方からサポートいただいてい
る。

Ａ

　公平で適正な課税の推進

302 税務町民課 2 2 2 1 賦課徴収事務費 住民税・諸税賦課

　法令等に基づき適正で公正な課
税・自主財源の確保

　申告等に基づき町民税（個人・法
人）、軽自動車税、町たばこ税、鉱産税
及び入湯税の課税決定を行う。

　毎年行われる税法や税制の改正に適切に対
応し、適正かつ公平な課税を行うために、常
に課題の抽出とそれを克服するためのアイデ
アを掲げ続け、持続的に対応しなければなら
ない。

Ａ

　公平で適正な課税を推進と、納税者の信頼
確保と説明責任を果たすため、業務環境を整
える。

302 税務町民課 2 2 2 1 賦課徴収事務費 税徴収事務

　税の徴収を管理し、税負担の公
平、公正を確保する。

　滞納者に対する督促及び催告を行い納
税を促す。また、口座振替を推進するな
ど、納め忘れの防止に努める。
　滞納者に対しては、事情を聞いたり調
査を行い、執行停止や分納あるいは処分
などを行い収納率の向上を図る。

　平成24年度に町税等滞納削減第２次アク
ションプランを策定し収納率の向上を図って
いるが、滞納者の状況は千差万別であり、
個々の案件に対する相談や調査に要する労力
は大きく、機械等で省力化できる余地は少な
いのが現状である。
　滞納者の中には浪費癖があるなど、身の丈
に合わない生活習慣の人も多く、納税意識を
高め自主納付を促すためには、地道な納税相
談を積み重ねと適切な処分の執行が必要であ
るが、その見極めが難しい業務である。

Ａ

　「町税等滞納削減！第２次アクションプラ
ン」は、平成２４年度～平成２７年度の４年
間の計画であったが、毎年度見直しをしなが
ら実施してきた。
　その４年間を総括し「町税等滞納削減！第
３次アクションプラン」を平成２８年度～平
成３２年度の５年計画とし、第２次アクショ
ンプランと同様に毎年度見直しをかけなが
ら、継続して収納率向上を図る。

303 税務町民課 2 3 1 2 窓口事務費 窓口事務

　関係法令に基づき戸籍、住民基本
台帳等の各種届出、登録、記載、証
明書の発行等に関する事務を行う。

　住民基本台帳法等関係法令に基づき正
確な居住関係を登録、身分関係を公証、
管理し、住民票、戸籍、税等各種証明書
の交付を適正に行うことにより町民の利
便性を図る。

　町民の利便性を図るために、閉庁時間での
住民票等交付電話予約サービスや、来庁者の
プライバシー保護、待ち時間の公平のため
に、番号札を活用してる。情報をシステムに
よる一元管理によって事務の効率が推進され
る反面、システムの複雑化に伴い業務も複雑
化している。さらに、町民の住所等の異動に
伴い、他課の業務を一部担う等、本来の業務
以外の業務もあり煩雑化している。

Ａ

　マイナンバー制度が施行され、窓口業務も
益々複雑化している。業務のマニュアル化を
図る等、業務が停滞しないように町民サービ
スの向上に努める。

304 税務町民課 2 2 3 3
地域人権啓発活動活
性化事業

人権の花運動

　花の苗を児童が協力しながら育成
することを通して、協力、感謝する
ことの大切さを学ぶとともに、やさ
しい思いやりの心を体得させ人権思
想をはぐくむ。

　5月下旬に花苗の植付式を行う。プラン
ターに植えて管理する。11月に終了式を
兼ねて人権啓発の授業を行う。

　教育委員会、小学校との連絡を取りながら
事業を実施している。人権の言葉、意味を
知ってもらうために小さい頃からの意識付け
は重要である。現在は立川地域だけの取組み
になっているが、全町にわたって事業展開を
行いたいと考えている。ただし、全町展開を
するには、関係機関の協力、予算の関係等が
得られなければ難しいものと考える。

Ｆ

　人権の花運動を実施していきたいと思う
が、学校側との調整、予算の確保が難しく
なっている状況にある。法務局を通じて人権
擁護委員が学校側へ働きかけを行い、実施に
到った経過がある。人権側としては継続して
実施していきたいが、事業実施のねらい、進
め方について、学校側との考え方に多少ずれ
を感じている。人権側だけで単独で活動する
のも難しく、今後の実施については休廃止を
含めて検討が必要である。

305 税務町民課 3 1 3 2 年金制度普及推進費 年金制度普及推進事業

　国民年金制度の周知及び法定受託
事務である国民年金事務の適正な執
行と日本年金機構との協力・連携に
より制度の円滑な運営を図り、町民
の年金受給権の確保に寄与する。

（法定受託事務）
　町広報紙や町ホームページ等への掲
載。
日本年金機構への各種申請の受領事務及
び日本年金機構における書類審査に必要
な情報の提供。

　国民年制度の煩雑さに加え度重なる制度改
正により、町民からの様々な年金相談への対
応に苦慮している。
　受領した各種届書は紙ベースで数日分をま
とめて送付しているため、日本年金機構の
データ反映までに時間を要する。オンライン
による報告が考えられるが、町単独での対応
は困難である。

Ａ

　法定受託事務であり、町単独で改善を行う
ことは困難であるが、日本年金機構と連携し
合理化・効率化を図っていきたい。

306 税務町民課 3 1 4 1 福祉医療費
心身障害（児）者医療
給付事業

　重度心身障害者の医療費の自己負
担額を助成する。

　重度心身障害者の医療費について、対
象となる者の医療費の自己負担額を助成
する。

　重度心身障害者医療給付額の増加。

Ａ
　福祉医療制度として十分に浸透し周知され
ている事業となっている。

307 税務町民課 3 1 4 1 未熟児養育医療費 未熟児療育医療費

　医療を必要とする未熟児に対し医
療給付を実施する。（平成25年度か
ら県から移管された。）

　養育のため病院又は診療所に入院する
ことを必要とする未熟児に対し、その養
育に必要な医療の給付を行い、又はこれ
に代えて養育医療に要する費用を支給す
る。国1/2、県1/4、自己負担（子育て支
援医療給付負担）、町一般財源からなる
事業である。

　医療機関、母子保健担当と連携を図り未熟
児に対し療育医療の給付を行っている。

Ａ

　平成25年度に山形県から移管された事業で
ある。未熟児の親の経済的負担及び精神的負
担を軽減するため、この事業は必要である。

308 税務町民課 3 1 5 1 後期高齢者医療費
後期高齢者医療制度事
業

○後期高齢者医療特別会計への繰出
金
○後期高齢者医療療養給付費負担金

　後期高齢者医療事業 　医療費と低所得者への保険料軽減に対する
町が支出する経費のため、今後も増え続け
る。

Ａ
　高齢者の医療費は年々増加傾向にあり、国
からの通知で負担率が10.73％から10.99％に
引き上げられました。
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309 税務町民課 6 1 10 1 地籍管理費 地籍管理費

　システムデータ化した公図を管理
し、分筆や合筆などの異動処理を適
正に行うことにより、土地図面デー
タとして活用できる状態を保つこと
を目的としている。

　主に、システムデータ化した公図の管
理及び登記異動に基づく分筆・合筆処理

　分筆や合筆などの異動処理を適正に行い、
土地図面データとして活用している。

Ａ

　法務局と同等の精度を確保し、固定資産税
の賦課する際の基礎資料とすることはもとよ
り、各課で実施する事業の基礎資料として活
用するため、今後もこれまで同様の事業展開
が望まれる。

310 税務町民課 ― ― ― ―
国民健康保険（特別
会計）

国民健康保険

　保険事業の健全な運営を目指す。 　資格の適正化、適正給付、適正賦課、
収納率向上、保健事業等

　被保険者の国保税と国庫負担金等を財源と
して、保険医療給付費や事務費等の支出を賄
い、保険財政の均衡を図りながら事業を進め
ているが、積立基金の取り崩し対応や一般会
計からの法定外繰入対応など事業運営が厳し
い状況にある。構造的な課題として、国保加
入者（被保険者）の年齢構成が高く、医療水
準も高い。反面、所得水準が低く、加入者一
人当たりの税負担が重いという課題がある。

Ａ

　30年の県との共同事業に向け、健全な国保
会計の運営に努める。

311 税務町民課 ― ― ― ―
後期高齢者医療保険
（特別会計）

後期高齢者医療保険

　保険給付を担う後期広域連合への
負担金納付、被保険者への資格等に
係る適正な事務を行う。

　後期高齢者医療事業 　◎高齢者（７５歳以上）のため、制度を理
解していただくための工夫と保険料の納付の
徹底。

Ａ
　２年度との保険料率の見直しに合わせ、被
扶養者の９割軽減廃止となる予定のため滞納
者の増加が予想される。

312 税務町民課 3 1 1 8 繰出金 国保会計繰出金

　国保会計への繰出を行う。 　国保会計への法定繰出及び法定外繰出を
行う。

　低所得者が増えているため、保険税の軽減が図
られるため法定繰出が増額している。なお、法定繰
り出の一般財源は交付税措置されている財源であ
る。医療費の伸びに国保税の賦課が追いついてい
ないため、国保会計は赤字化している。そのため、
法定外繰出をして赤字補てんをしている状況であ
る。今後は法定外繰出により基金積立をし、基金と
国保税収入で会計を安定化させる必要がある。

Ｃ

　30年の県との共同事業に向け、健全な国保会計
の運営に努める。

401 保健福祉課 2 1 6 1 企画一般費 地下水利用対策事業

　限りある貴重な資源である地下水
の有効かつ適正な利用と保全に努
め、地域共有の財産として地域社会
の健全な発展を目指す。

　山形県からの受託により地下水位施設
の管理及び観測を実施している。
庄内南部地下水利用対策協議会において
地下水の適正かつ合理的な利用を推進
し、地域の健全な発展を図るため、研修
会や啓発活動を実施している。

　地下水位施設の管理及び観測業務につい
て、山形県からの受託金額と同額で業務委託
をしているが、用紙や観測用のカートリッジ
ペンといった必要な消耗品にかかる費用は町
の負担となっている。 Ａ

　地下水位施設の管理及び観測業務について
は、山形県から受託をし、同額で業務委託を
している。用紙や観測用のカートリッジペン
といった必要な消耗品にかかる費用は町の負
担となっていることもあり、県が町を通さず
に直接委託契約により実施できれば消耗品費
の支出が不要となるが、現状では実現困難で
あるため、引き続き同様の形で実施していく
ことになる。

402 保健福祉課 3 1 1 2 社会福祉総務費 社会福祉総務事業

　地域福祉の推進体制の充実 ・保護司との協力により行う「社会を明
るくする運動」
・その時々の地域福祉の課題等をテーマ
に「福祉まちづくり講演会」の開催
・生活困窮者対策「灯油購入費助成事
業」
・他地域福祉充実のための関係事業等

　地域福祉の推進体制の充実のため、町民
ニーズの把握、関係各課や関係団体等との連
携に努める必要がある。

Ａ

　地域福祉推進体制の充実のため、その時々
に応じた事業を展開する必要があるため現状
のまま継続が必要と考えられる。

403 保健福祉課 3 1 1 3
社会福祉団体等助成
費

社会福祉団体等助成事
業

　地域福祉推進のため関係団体運営
の支援。民生委員推薦会の開催。

・民生委員・児童委員協議会、余目遺族
会、社会福祉協議会へ補助金を交付す
る。
・民生委員推薦会を開催し、民生委員の
任命の推薦を行う。

　余目遺族会への「慰霊祭」に係る費用の補
助金については、H28より「庄内町戦没者追悼
式」として事業内容を精査し、社協へ負担金
を支出することにより補助金を廃止。

Ｃ

　社会福祉協議会及び民生委員・児童委員協
議会への補助金は必要と考えるが、事業内容
を精査し適正な補助金の支出に努める。

404 保健福祉課 3 1 1 4
障がい児・者福祉事
業費

障がい児・者福祉事業

　障害者総合支援法に基いてサービ
ス以外に必要とされる事業や、障が
い児・者に対して支援するため事業
を実施する。

　県補助対象事業や、総合交付金対象事
業及び町単事業を実施。

　町単独事業については、ニーズを把握し事
業を実施する。

Ａ

　現状を維持したいと考えるが、町単事業の
場合は財源的な事も考えながら、ニーズに
あった事業を展開する必要があると考える。

404 保健福祉課 3 1 1 4
障がい児・者福祉事
業費

庄内町社会参加促進事
業

　障がい者の社会参加を促進するた
め、タクシー券・ガソリン券を発行
する。

　町内に住所を有し、居住している障が
い者（障害級・部位に対して規定有）に
対し、タクシー券・ガソリン券を1年間１
人あたり40枚を発行する。（タクシー利
用補助事業：1枚あたり600円。給油補助
事業：補助券1枚あたり1ℓ）

　対象者の見直しを定期的に実施するか、ま
たは毎年申請する事により適正な交付が実施
することができると考える。

Ｄ

　今後も対象者の精査の方法や、事業内容が
類似している「高齢者運転免許証自主返納支
援事業」との精査が必要であるので、改善・
見直しをして継続

405 保健福祉課 3 1 1 7 日赤バス運行費 日赤バス運行事業

　日赤バス（ハイエース15人乗り）
の維持管理を行う。

　安定した運行が出来るよう、適正に管
理する。

　日赤バスはひまわり園の送迎に主に利用さ
れている事から、今後も適正な管理が必要と
考える。

Ａ
　バスの利用がひまわり園の送迎が主である
ため、日赤バスであるため今後も町が管理す
る必要があるため、現状維持と考える。
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平成28年度事務事業評価結果一覧表
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大事
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今後の方向性

407 保健福祉課 3 1 1 12 地域生活支援事業 地域生活支援事業

　障害者総合支援法の規定により、
障がい者・児が地域において自立し
て生活できるように、地域の特性や
利用者状況に応じて地域生活支援事
業による支援を行う。

　市町村で行う必須事業は、相談支援や
成年後見制度、移動支援、地域活動支援
センター、意思疎通支援事業、日常生活
用具給付事業など生活に直結するサービ
スとなっている。また、訪問入浴サービ
スや点字・声の広報等発行などの任意に
行なう事業を、地域の実情に合わせ実施
している。

　地域生活支援事業においては、必須事業の
ほか任意事業も実施しているが、一般財源の
占める割合が大きいため、補助対象外となっ
た事業等については、事業の必要性を見極め
て事業の継続について検討して行く必要があ
る。

Ｄ

　地域生活支援事業においては、必須事業の
ほか任意事業も実施しているが、一般財源の
占める割合が大きいため、事業の見直し等を
検討して行く必要がある。

408 保健福祉課 3 1 1 14 障害児通所支援事業 障害児通所支援事業

　児童福祉法の規定により、障がい
児に対する障害福祉サービスの提供
を行う。（平成24年度より制度改
正）

　障害者総合支援法においては、障害児
に対するサービスは、在宅サービスしか
設定されていないため、通所による支援
を受けたいとき（障害児通所支援：児童
発達支援、放課後等デイサービス、保育
所等訪問支援等）や、入所施設を利用し
たい場合（障害児入所支援）は、児童福
祉法によって規定されているサービスを
利用することになる。

　年々増加傾向にある給付費であるが、Ｈ
28.4から放課後等デイサービスの支給基準の
見直しがあった。しかしながら、早期の支援
が必要とされる事から、児童発達支援や保育
所等訪問支援サービスの増加が予想される。 Ａ

　国の基準により、各事業所が障害児通所支
援サービスを提供しており、利用を制限する
ことはできないため今後も現状のとおり継続
する。

409 保健福祉課 3 1 1 15 障害者総合支援事業 障害者総合支援事業

　障害者総合支援法の規定により、
障がい者に対する障害福祉サービス
の提供を行う。（Ｈ26より法改正）

　総合支援法でに基づく自立支援給付
は、事業所で行われる直接的な介護を行
う介護給付と就労支援や生活能力の維
持、向上などのため行われる訓練等給付
があります。その他、相談支援事業、自
立支援医療（育成・厚生・精神通院）、
補装具に係る給付事業。

　障害福祉サービスの利用を制限することは
できないので、今後も国の支給基準に基づき
適正な支給決定を行う。

Ａ

　国の基準により各事業所が障害福祉サービ
スを提供しており、利用を制限することはで
きないが、国の支給基準に基づく適正な支給
を行っていき現状維持とする。

410 保健福祉課 3 1 1 16
臨時福祉給付金給付
事業

臨時福祉給付金給付事
業

　消費税の引上げによる影響を緩和
するため、低所得の住民に与える負
担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な
措置として給付金を支給する。

　平成27年度分の住民税が非課税の者に
対して、１人につき6,000円を支給する。
住民税課税者に扶養されている者または
生活保護を受給している者を除く。

　国の実施要綱に基づき実施。Ｈ28について
も事業が継続される事が決定。できるだけ多
くの方に申請して頂けるよう、周知徹底して
いく。

Ａ

　国の実施要綱に基づき実施。Ｈ28について
も事業が継続される事が決定。できるだけ多
くの方に申請して頂けるよう、周知徹底して
いく。

411 保健福祉課 3 1 2 1 在宅老人対策費 おむつ支給事業

　在宅のねたきりの高齢者に対し、
おむつを支給し、本人及び家族の経
済的負担を軽減するとともに在宅福
祉の向上を図る。

　1ケ月に1枚、基準に相当する支給券を
発行する。
　本人及び世帯員全員が非課税の場合、1
ケ月8,000円券を支給。本人が非課税、世
帯員が課税ありの場合、1ケ月5,000円券
を支給。本人課税の場合、1ケ月2,000円
券を支給。

　殆どの申請は、ケアマネージャーから申請
を受ける。支給対象者かどうか？は、はっき
りしているが、本当にその家族が必要として
いるのか？制度があるから紹介しているのか
疑問。これから高齢者がどんどん増加してい
けば、町での負担も増加していく。

Ｄ

　現在の要綱では、介護保険施設に入所した
場合、支給対象外となっている。が、グルー
プホームへの入所は在宅扱いとなるため対象
となっている。どちらも同様の扱いにはなら
ないのか？検討が必要。市町村民税の課税が
あっても、2,000円の券を支給しているが、高
齢者が増加していく中で本当に必要か検討が
必要。

411 保健福祉課 3 1 2 1 在宅老人対策費 緊急通報システム事業

　一人暮らしの高齢者等の急病や災
害等の緊急時に、迅速かつ適切な対
応を図る。

　高齢者等の居宅に緊急通報機器を設置
し、高齢者等の居宅における生活の継続
を支援する。

　事業利用者となる基準があいまい。慢性的
疾患とは何をさすのか？身体虚弱とはどの程
度をさすのか？明確な判断基準がないため、
利用決定の可否を判断することが難しい。

Ｄ

　要綱にある利用対象者の定義があいまいな
ため、対象となるかの判断が難しい。慢性的
な疾患とはなにか？どういう状態が身体虚弱
にあたるのか明確な基準が必要。
　在宅で頑張る高齢者のためには、この事業
は必要と考える。このシステムを使い続け、
少しでも長く在宅の高齢者が増えていけば、
介護費の削減につながるのではないか。

411 保健福祉課 3 1 2 1 在宅老人対策費 高齢者外出支援事業

　在宅で寝たきり又は歩行困難な高
齢者に対し、外出支援のサービスを
提供することにより、福祉の充実を
図る。

　福祉車両タクシーでストレッチャーや
車椅子のまま目的地へ送迎するための利
用券を送付する。利用者は料金の１割を
支払い、町が９割を負担する。

　高齢者の増加に伴い、今後は車椅子利用者
等、福祉車両タクシーでなければ外出できな
い高齢者も増加すると予想される。 Ｄ

　高齢者の健康維持と経済的負担の軽減に資
する事業でそれなりのニーズはあると思われ
るが、利用者の負担が１割は少ないと考え
る。所得制限を設ける、負担割合を上げる等
の見直しが必要ではないか。

411 保健福祉課 3 1 2 1 在宅老人対策費
高齢者寝具乾燥等サー
ビス事業

　在宅で寝たきりまたは一人暮らし
や高齢者のみの世帯に対し、寝具乾
燥等サービスを提供することにより
安眠を確保し、清潔で快適な生活が
営めるようにする。

　寝具乾燥業務を委託し、利用者は料金
の１割、町は９割を負担する。

　利用者の多くは継続利用であり、新規申し
込みは少ない状況。対象者や負担割合（また
はサービスの実施自体）についても再検討す
べきである。

Ｄ

　同居の家族が寝具乾燥を行える状況であっ
ても要綱上は在宅で寝たきりの高齢者は事業
対象者に該当するため、真にサービスが必要
な高齢者のみが利用できるよう要綱を改正す
る必要があると考える。　また、布団乾燥機
を購入すれば容易に寝具乾燥を行えるため、
事業自体の必要性も再検討する必要がある。
他自治体では所得に応じた負担額を設定して
いるところもある。

411 保健福祉課 3 1 2 1 在宅老人対策費
高齢者世帯等除雪支
援・雪下ろし支援事業

　労力的かつ経済的に自力で除雪や
雪下ろしをすることが困難な要援護
者高齢者世帯等を支援する。

　虚弱または障がいのある一人暮らし・
高齢者夫婦世帯等に対し、玄関先通路の
除雪支援をする除雪支援事業または現に
居住する住宅の雪下ろし、その除排雪、
安全点検等を支援する雪下ろし支援事業
を実施。

　雪下ろしや除雪は、要援護者高齢者世帯等
にとっては、人的にも経済的にも必要な支援
と考える。今後も県の交付金を活用し事業の
継続は必要と考えるが、自己負担額について
は検討する余地はあると考える。

Ｄ

　雪下ろし支援事業は、非課税世帯と所得割
が非課税の世帯の２本立ての事業となってい
たので、H28は要綱を１本化することとしてい
るため、自己負担額について要検討。 ●
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411 保健福祉課 3 1 2 1 在宅老人対策費
高齢者福祉温泉等利用
事業補助金

　高齢者の温泉、温泉プール等の利
用並びに理容及び美容のサービス提
供を支援し、高齢者の健康保持及び
社会参加を助長することにより、福
祉の増進に資する事を目的とする。

　数え年７０歳以上の高齢者を対象に高
齢者福祉温泉等入浴料金・理美容料金割
引券を１人当たり年10枚配布。温泉、温
泉プールは250円の割引、理美容は200円
の割引券として使用する。

　交付枚数は増えたが、利用率が低下し、町
民からも無料券に戻して欲しい等の声があ
る。また、町内に温泉施設ができた事によ
り、温泉の利用を町内に限定したが、温泉利
用より理美容での利用率の方が多い。 Ｅ

　この事業については、無料券から割引券に
した事により、利用率が下がった事、使いに
くくなった等の声があがっている。また、理
美容店の利用の仕方にも課題がある。そもそ
も、この事業の本来の目的は高齢者の健康保
持及び社会参加を助長することにあるので、
町民ニーズや温泉事業者、理美容事業者から
の意見を踏まえ、総括した上で今後の事業の
在り方について検討する。

411 保健福祉課 3 1 2 1 在宅老人対策費
在宅高齢者軽度生活援
助事業

　在宅高齢者の自立を援助し、在宅
福祉の増進に資する。

　生活の維持に関わる必要最小限のサー
ビスを提供する。介護保険で利用可能な
サービスは除く。

　委託先での人材の確保ができていない。

Ｄ

　委託先はシルバー人材センターである。シ
ルバーでも会員が減少傾向にあり、受入れで
きない場合がある。シルバー以外の委託先の
検討も必要。しかしその場合、委託料は極端
に増加することになる。
　現在の利用者負担は1割となっているが、そ
こを改善することにより、町の負担も軽減さ
れるのではないか。

411 保健福祉課 3 1 2 1 在宅老人対策費
多機能型交流拠点運営
支援事業

　高齢者の生きがい・健康づくり 　Ｈ28.10月から、空き店舗等を活用した
民間事業所による高齢者の生活拠点の場
で、生きがいづくり・介護予防事業、ボ
ランティア交流、生活支援事業の実施運
営を支援する。
・介護予防（いきいき百歳体操）、ボラ
ンティア等異世代交流事業の委託

　高齢化率の増加に伴い、高齢者のみの世
帯、高齢者日中一人世帯が増加。交流目的で
介護保険申請しているケースもあるため、民
間事業と連携し、生きがいづくりと介護予防
が図れる新たな事業として、将来、地域の集
落に波及するモデル事業として実施し、町民
ニーズに即した民間主体事業の支援を図って
いく。

Ｂ

　新規事業　Ｈ２８．１０月～開始
　Ｈ２９年度以降は、通年開所のため事業費
予算は２倍で試算。
　毎年度、事業評価を行い、事業内容の見直
しを図る。また、民間事業所が独自事業とし
て実施する場合は、事業終了とする。
　インフォーマルな民間の事業が多く構築さ
れれば、介護保険特別会計、一般会計（繰出
金）等の削減にもつながる。

411 保健福祉課 3 1 2 1 在宅老人対策費
訪問理美容サービス事
業

　寝たきり等の高齢者の在宅生活の
支援を図る。

　寝たきり等の高齢者に対して、理美容
店事業者が自宅へ訪問して理美容サービ
スの提供を行う。町が理美容店事業者と
契約し、出張経費を町が負担する。

　在宅で安心して暮らせるよう支援するため
のサービスを提供するものであり、妥当であ
る。 Ａ

　訪問理容サービスは、在宅で寝たきりの高
齢者及び介護者にとって必要なサービスであ
る。

412 保健福祉課 3 1 2 2 敬老事業費 敬老事業

　多年にわたり地域社会の発展に寄
与してきた高齢者に対し、その長寿
を祝うため祝金等を贈呈し、もって
高齢者福祉の向上を図る事を目的と
する。

　88歳の者及び99歳の者に対し、米寿・
白寿の祝として賀詞及び記念品の贈呈を
行う。100歳の者に対しては、賀詞及び10
万円を贈呈する。

　「高齢者のつどい」はＨ26にて事業を終了
した。Ｈ27は、町の合併10周年記念式典に招
待し、代表の方に賀詞と記念品を贈呈した。
今後、高齢化が加速する中で、対象者が増え
る事による経費の増加が考えられる。

Ｄ

　今後も事業は継続。ただし、対象者の人数
により決算額は変動するが、高齢化により
年々対象者の増加は考えられるので、記念品
や祝金の贈呈については検討していく事が必
要と考える。

413 保健福祉課 3 1 2 3 老人福祉施設助成費 老人福祉施設助成事業

　社会福祉法人による社会福祉施設
の整備を促進することにより、居宅
で介護を受けることが困難な方の生
活の場の確保、また通所介護の内容
の充実を図ることにより、要介護と
なった高齢者が安心して暮らせる町
を目指す。

　社会福祉法人が運営する社会福祉施設
に対し、施設整備のための補助金を交付
する。

　施設整備に関する国の参酌標準が撤廃さ
れ、地域の実情に応じた基盤整備の必要があ
るが、町の財政面が厳しい状況にあるため、
必要最小限の整備にとどめる方向にある。 Ａ

　現在、補助金対象施設は1施設のみとなって
いるが、終了予定の平成34年度まで交付を続
ける必要がある。第５期介護保険計画（Ｈ24
～Ｈ26）に基づいて、更に地域密着型入所施
設をＨ25年度に整備したが、新施設整備後も
待機者の状況は変わらなかった。今後は、在
宅サービスの充実を推進する必要がある。

414 保健福祉課 3 1 2 4 老人保護措置費 老人保護措置事業

　65歳以上で環境上及び経済的理由
から、在宅において生活することが
困難であると認められる場合、生き
がいの持てる健全で安心できる生活
を保障する。

　養護老人ホームへの措置入所を実施す
る。

　庄内３施設に１６名が入所している。その
ほかに待機者が１名いる状況だが、現在手続
き中であり適正に入所措置を進めている。
家族関係の変化や共に支えあう機能の脆弱化
等、様々な社会経済環境の変化に伴い養護老
人ホームの重要性は増していると考えられ
る。

Ａ

　老人福祉法第11 条の規定に基づいて、適正
に入所させる措置を継続していく。

415 保健福祉課 3 1 2 5 福祉運動広場管理費 福祉運動広場管理事業

　町民生活の潤いと健康の増進及び
福祉向上を図るため、庄内町福祉運
動広場を設置する。

　狩川及び清川福祉運動広場の施設管理
を行う。

　狩川福祉運動広場は、Ｈ28より教育課へ移
管。清川福祉運動広場のみの施設管理を行
う。今後、清川福祉運動広場を清川保育園の
園庭として利用可能かを検討していきたい。

Ｃ

　清川福祉運動広場は管理業務は継続してい
くが、地域の意向を聞きながら、今後、清川
保育園の園庭として利用可能かを検討してい
きたい。
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平成28年度事務事業評価結果一覧表

担当課
Ｎｏ．

所管課 款 項 目
大事
業

大事業名称 小事業（個別事業）名称 事業目的 事業内容 現状と課題
H27対
象事業

今後の方向性

416 保健福祉課 3 1 2 6 繰出金 介護保険事業繰出金

　加齢に伴う疾病等により要介護状
態となった方に対し、その方の有す
る能力に応じ自立した日常生活を営
むことができるよう、必要な保健医
療サービス及び福祉サービスに係る
給付を行う。

　国・県・医療保険者・年金保険者が重
層的に支える構造により、町が保険者と
なって制度運営を行う。①介護保険事業
（要介護認定、保険給付。第1号被保険者
の保険料の賦課徴収等）、②介護サービ
スの基盤整備、③費用の町負担（介護給
付費の公費費負担率　12.5％）、④地域
支援事業の充実により自立した生活の維
持向上を図る。

　65歳以上人口が年々増加し、Ｈ17年合併時
は6,958人（高齢化率28.2％）に対し、Ｈ27年
は7,479人（高齢化率33.8％）であった。
　65歳以上の認定者数も年々増加し、要介護
認定率（認定者/人口）は、Ｈ17年合併時は
14.8％、Ｈ27年は18.8％で、近年は横ばい状
態である。これに対し介護給付費（サービス
利用料）は毎年伸び、財源の一部である介護
保険料は合併以降Ｈ18年度第3期計画では月額
4,290円だったが、Ｈ27年度第6期計画では月
額5,900円となり、合併時の1.38倍となった。
（県内平均は、5,644円）

Ａ

　65歳以上人口が年々増加し、Ｈ17年合併時
は6,958人（高齢化率28.2％）に対し、Ｈ27年
は7,479人（高齢化率33.8％）であった。65歳
以上の認定者数も年々増加しているが、要介
護認定率（認定者/人口）は、Ｈ17年合併時は
14.8％に対し、Ｈ27年は18.8％で、特に近年
は横ばい状態である。
　介護給付費（サービス利用料）の伸びに従
い、住民に最も身近な介護保険料は、制度ス
タート当初Ｈ12年（2,000年）は月額2,400円
（立川）～2,600円（余目）、合併以降Ｈ18年
度（2,006年）第3期計画では月額4,290円だっ
たが、第6期計画のＨ27年度（2,015年）から
は月額5,900円となり、当初の2.36倍、合併時
からは1.38倍となった。
　今後も健康推進係や健康福祉係、地域支援
係等と連携し、町民の健康志向を高め、介護
予防事業を初めとする高齢者の居場所づくり
等健康長寿の取組みと介護給付費の適正化に
努めていく必要がある。

417 保健福祉課 3 2 1 2 児童福祉支援事業 児童虐待防止支援事業

　子どもを取り巻く環境の整備、児
童の健全育成、児童虐待防止等の推
進を図る。

・要保護児童対策地域協議会を設置し、
代表者会議年1回、実務者会議年4回、個
別ケース検討会議（随時開催）の三層で
運営し、関係機関との連携により、必要
な支援を行う。
・児童虐待防止の講演会の実施、リーフ
レット等による相談窓口、通告義務の周
知を図る。

　ひとり親家庭の増加や子育て世代の子ども
に対する価値観の相違により、今後支援を要
する家庭は増加傾向にある。児童の面前での
DVや、しつけとして親が行った行為が虐待に
あたる等、児童虐待防止の啓発を今後も継続
して行う必要がある。
要対協の調整機関となる部署への専門職（保
健師、助産師、児童福祉士等）の配置が必
要。

Ａ

　児童虐待は増加傾向にあるので、児童虐待
防止の啓発事業は継続する必要がある。母子
保健事業の乳幼児全戸訪問や養育支援訪問で
相談・訪問支援を実施し児童虐待に至らない
ようするなど関係機関との連携も欠かせな
い。児童虐待事案の発生や養育支援が必要な
家庭については、早期に個別検討会議を開催
する等、要対協の体制強化を図りながら事業
を継続する必要がある。

417 保健福祉課 3 2 1 2 児童福祉支援事業 子育て応援事業

　協同組合ギフト庄内町が発行する
ゆりカードを支給することで両親ま
たは片親のいない児童の福祉の向上
を図るとともに、町内既存商店街か
らの購買力を高め、その活性化を図
ることを目的とする。

　現に児童扶養手当を受給している両親
または片親のいない中学生以下の年齢の
児童を養育する保護者に対して、ゆり
カードを支給する。
■支給額（児童一人あたり）　両親な
し：30,000円/人　ひとり親世帯：10,000
円/人

　平成26年度まで実施していた子育て支援手
当は年2回（9月、3月）の現金給付であったた
め、昨年度から商品券での給付へ変わったこ
とにより、支給対象者から事業に関する理解
が得られるかの懸念があったが、概ね好評で
あった。

Ａ

　ひとり親家庭等の経済的負担の軽減並びに
町内既存商店街の活性化の観点から、国の制
度である児童扶養手当と児童手当に上乗せし
た形での経済的支援である本事業は、継続が
必要と考えられる。

418 保健福祉課 3 2 1 3 少子化対策事業
ひまわりっ子誕生金支
給事業

　子どもが心身ともに健やかに生ま
れ、あたたかい家庭の中で育てられ
るとともに、子育て支援を充実する
ため、ひまわりっ子誕生祝金を支給
する。

　第3子以降の出生児1人につき、次に掲
げる祝金を支給する。
（1）出生児が第3子の場合　100,000円
（2）出生児が第4子の場合　200,000円
（3）出生児が第5子以降の場合　300,000
円

　出生数の減少に伴い、平成25年度以降、支
給額は減少傾向にある。また、第1子から祝金
を支給する他自治体も出てきたなかで、本町
としてさらなる少子化対策に取り組む観点か
ら、支給条件や支給金額についての検討が今
後の課題である。

Ａ

　児童数の多い世帯は、児童の生計を維持す
る金額も大きいため、本事業によって子ども
の出生を祝い、保護者の経済的負担を軽減す
るという観点から、少子化対策事業としてこ
の祝金は有益なものであると考えられる。今
後も継続して事業を実施していく予定だが、
第1子から祝金を支給する自治体も出てきたこ
とから、祝金支給範囲の拡大等については今
後の検討課題とする。

418 保健福祉課 3 2 1 3 少子化対策事業 高校就学応援事業

　協同組合ギフト庄内町が発行する
ゆりカードを支給することで両親ま
たは片親のいない児童の福祉の向上
を図るとともに、町内既存商店街か
らの購買力を高め、その活性化を図
ることを目的とする。

　現に児童扶養手当を受給している両親
または片親のいない高校生を養育する保
護者に対して、ゆりカードを支給する。
■支給額（児童一人あたり）　両親な
し：72,000円/人　ひとり親世帯：36,000
円/人

　平成26年度まで実施していた子育て支援手
当は年2回（9月、3月）の現金給付であったた
め、昨年度から商品券での給付へ変わったこ
とにより、支給対象者から事業に関する理解
が得られるかの懸念があったが、概ね好評で
あった。 Ａ

　ひとり親家庭等の経済的負担の軽減並びに
町内既存商店街の活性化の観点から、国の制
度である児童扶養手当に上乗せした形での経
済的支援である本事業は、継続が必要と考え
られる。また、高校生になると児童手当が年
齢要件により廃止になる一方、義務教育期間
中に比べて児童の修学にかかる支出が増加す
ることが想定されるため、町独自での上乗せ
部分の経済的支援が必要であると言える。

418 保健福祉課 3 2 1 3 少子化対策事業
子育て応援リフレッ
シュチケット事業

　育児疲れ解消やストレス軽減を図
り、安心して子どもを生み育てられ
るように、一時預かり無料券を配布
し、保育所一時預かり事業をより利
用しやすくするとともに、町内協賛
店（美容室、エステ、マッサージ
等）で利用できるリフレッシュクー
ポン券を発行することで、心と体の
リフレッシュを図り、産前産後を楽
しく過ごすことで安心して出産・子
育てができる環境を整える。

　平成28年4月1日以降に母子健康手帳の
交付を受けた女性に対して、協力事業所
として登録をいただいている町内の店舗
で利用できる割引クーポン券（1,000円×
3枚）と町内認可保育所で利用できるチ
ケット（一時預かり無料券5枚）を交付す
る。

　無料一時預かりチケットの有効期限が平成
29年3月31日であるため、公布日が年度末に近
づくにつれ、一時預かり券が使用できなくな
るケースが生じる。この課題については、来
年度へ向けて実施内容を早急に検討すること
とする。 Ａ

　クーポン券、一時預かり無料券ともに有効
期限を年度末に設定していることから、無料
一時預かり券については、交付日で使用でき
る方と使用できない方が出てきてしまい、不
公平が生じることとなる。そのため、来年度
以降、交付対象者を見直す必要がある。ま
た、クーポン券については、交付を受けた方
がより使いやすくなるように、協力事業所を
増やす取組みを行っていく。
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平成28年度事務事業評価結果一覧表
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業
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今後の方向性

419 保健福祉課 3 2 1 4
児童送迎自動車運行
事業

児童送迎事業者運行事
業

　清川保育園から自宅が遠い立谷沢
（一部清川地域含）地域の園児の利
便性向上・安全の確保を図るため通
園バスを運行し、保育園への通園を
支援。

　県シルバー人材センター連合会と運転
手の派遣業務委託を締結し運行。Ｈ24ま
では、立谷沢出張所で予算計上していた
が、監査での指摘を受け、Ｈ25から子育
て応援係で予算計上。さらにＨ26からは
派遣業務に抵触しないよう上述のとおり
派遣業務委託を締結し、運行している。

　保育園で園児の送迎をしているところは少
ないが、清川保育園では4・5歳児も受け入れ
しているため、4・5歳児の幼稚園児はバス送
迎していることを考えれば、送迎の必要性は
ある。 Ａ

　立谷沢保育園を閉園したこともあり、サー
ビスの低下にならぬよう配慮が必要なことや
地域性も考慮し、当面は現状を継続する必要
がある。

420 保健福祉課 3 2 2 2 保育所総務費 保育所総務費

　国庫補助事業の規定により、民間
保育園が取り組む事業について国、
県、町が1/3ずつ助成する。

　子ども・子育て支援交付金事業、子育
て支援総合交付金事業、山形県保育対策
等促進事業費補助金の規定に基づき、延
長保育、一時預かり事業等の取り組みに
対して助成。

　国の子育て支援策の拡充により、本事業の
メニューも年々拡充しており、決算額も増加
傾向にある。 Ａ

　国県補助金が主な支出項目であり、補助金
等交付要綱の規定に基づき民間保育園へ助成
する内容となっているため、国の制度に基づ
き継続する必要がある。

420 保健福祉課 3 2 2 2 保育所総務費
気になる子の子育て支
援事業

　保育園入園児で障害認定までには
ならないが、育ちやかかわり方が気
になる児童に気づき理解すること
で、個々に応じた支援や対応をして
いくため並びに保育士の保育の質向
上を図る。

　専門家による児童の観察、保育士の係
わり方の指導の研修会の実施
・保育園職員が児童の成長を正しく把握
し、効果的な援助のあり方を学ぶ。
・関係機関との連携により、保護者に対
する支援や必要な手立てを講じる。

　発達障がい等により支援を必要とする児童
は近年増加傾向にあり、なるべく早期に気に
なる子への支援と個々に応じた対応が必要に
なる事から、国の補助金を活用し事業を進
め、保育士の資質向上にもつなげている。専
門家（講師）の確保が難しくなっている。

Ａ

　発達障がいがあると思われる保育園児が増
加傾向にある現状から、早期援助を実施する
ため、国の補助事業を活用しながら町内の認
可保育園すべてで事業を継続実施したい。専
門家による指導が不可欠であり人材を確保し
現状のまま継続したい。

421 保健福祉課 3 2 2 3 委託保育事業 委託保育事業

　町内民間保育所及び町外保育所へ
の児童の保育を委託し、保育の必要
性のある児童に保育を提供する。

　国が定める公定価格の単価に基づき、
民間保育園へ支出するもの。公定価格か
ら国基準の徴収金を差引き、残額につい
て、国1/2、県1/4を国県負担金として歳
入で受け入れ、町が1/4を負担。

　平成27年度から余目保育園の民営化、平成
28年度には新園舎建設に伴う定員増により、
歳出額が増加。少子化が進んでいる状況では
あるが、保育需要は増加傾向にあることか
ら、28年度決算額でほぼ横ばい状態が続くこ
とが予想される。

Ａ

　子ども子育て支援法の規定により実施、国
の制度に基づいて継続。

422 保健福祉課 3 2 2 22 狩川保育園運営費 狩川保育園運営事業

　保育の必要性のある子どもへ保育
を提供し、保護者の仕事と育児の両
立等を支援する。

　改正児童福祉法及び子ども・子育て関
連3法に基づき保育を実施。また、一時預
かり事業及び体調不良時対応型病児保育
事業を実施。

　少子化が進んでいるなか、保育需要は増加
傾向にある。また、低年齢の保育需要が増加
していることから、保育士の確保が最重要課
題となっている。

Ａ

　保育需要に対応するため、継続して実施。

423 保健福祉課 3 2 2 23 清川保育園運営費 清川保育園運営事業

　保育の必要性のある子どもへ保育
を提供し、保護者の仕事と育児の両
立等を支援する。

　改正児童福祉法及び子ども・子育て関
連3法に基づき保育を実施。また、一時預
かり事業を実施。

　少子化が進んでいるなか、保育需要は増加
傾向にある。また、低年齢の保育需要が増加
していることから、保育士の確保が最重要課
題となっている。
また、

Ｄ

　平成28年度の園児数は5名。今後もほぼ横ば
いの状況と予想されるが、短時間保育の児童
のみのため、保育体制や保育内容について検
討、見直しを行い継続実施。また、狩川保育
園の定員に対する保育需要等を含め、今後の
運営について検討していく必要がある。

424 保健福祉課 3 2 2 26 保育所整備事業 保育所整備事業

　老朽化とともに、現園舎では90名
から定員を増やせないため、新園舎
を建設するとともに、現園舎を解体
を行う。

　新園舎を建設する社会福祉法人に対し
て、国庫補助事業を活用し建設費用の一
部を助成する。

　平成27年度に新園舎の建設を完了し、平成
28年度に現園舎の解体を行う。

Ｆ

　平成28年度の現園舎の解体により事業を終
了。

425 保健福祉課 3 2 3 2
子育て支援センター
運営費

子育て支援センター運
営事業

　在宅で子育てしている家庭に対
し、遊びの場の提供と子育てや育児
に関する相談業務の充実を図る。

・自由に来館でき、ゆったりと過ごせる
遊びの場の提供。
・子育て家庭が気軽に参加し集える事業
の開催。
・子育て支援センター便りの作成と広
報・ホームページ等を活用し、活動内容
の啓発と参加を促す。
・保健師と連携を取りながら、支援が必
要な家庭に訪問相談を行ったり、気軽に
相談できる雰囲気と環境づくりに努め
る。

・在宅で保育をしている家庭が減少している
ものの、近所に一緒に遊ぶ子がいないことか
らセンターの利用数は増加している。
・近くに親戚や身近な知人がいなかったり、
子どもの扱い方がわからない母親が増えてい
る。
・祖父母が保育をしている家庭では昔と今の
子育て事情の違いに戸惑っている。
・相談業務が増えているが、ゆったりと安心
して相談できる場がない。

Ｄ

　子育中の家庭にとって、頼りになる施設と
して今後も継続していきたいが、利用者支援
事業の実施や子育て支援事業の拡充を図るた
めには、職員を１か所に集中させ出前事業を
充実させる等の事業運営の検討が必要であ
る。利用者のニーズに応えられる、利用しや
すい子育て支援センター運営事業になるよう
見直しを行いながら継続したい。

●

426 保健福祉課 3 2 3 3
放課後児童健全育成
事業

放課後児童健全育成事
業

　児童福祉法に基づき、両親が就労
等で日中（放課後）家にいない児童
を対象にして学童保育所を開設する
ことで、安心して仕事と子育ての両
立ができるように支援する。

　両親が就労等で日中（放課後）家にい
ない家庭の小学1年生から小学6年生まで
の児童を対象として、町内全学区に設置
されている5箇所の学童保育所にて保育す
るもの。

　核家族化の進行や共働き世帯の増加に伴
い、利用児童数が年々増加傾向にある。ま
た、施設の耐震や老朽化などの課題もあるた
め、施設の場所等の検討が必要である。な
お、これらの課題については、今後学童保育
所あり方検討会で検討を行っていく。

Ａ

　核家族化・共働き世帯の増加により、年々
学童保育所の利用児童数は増加している。今
後も需要は増加していくことが予想されるた
め、児童福祉法に基づき引き続き事業を継続
していく。

427 保健福祉課 3 2 3 4 子育てお助け事業 子育てお助け事業

　子育て中の保護者が安心して子ど
もを育てることができる環境を作
る。

・子育てお助け事業の周知と会員の募集
（一時的に子どもを預けたい保護者と手
助けしたい人を募集する）
・利用者の仲介（必要に応じ、双方の仲
立ちをする）
・必要に応じお願い会員の家庭に訪問
し、相談・アドバイス等を行うことで、
いつでも支援できる体制づくりをしてい
く。

　保健師との連携により、支援が必要な家庭
への声かけ、その中で交流ができ子育て支援
センターを身近に感じ利用する傾向がある。
　会員数は増加しているが、実際の利用数は
伸びない。お願い会員の支援内容の把握とお
助け会員とのマッチングにより、必要な時に
迅速な対応ができるよう事前の準備をしてお
く。

Ａ

　保育園や学校では対応できないサービスを
担っているので継続して支援していきたい。
いつでも手を差し伸べられるような体制を
作っていくには、お助け会員の増加をしなけ
ればならない。事業周知のための広報の強化
と、より利用しやすい事業になるための見直
しも視野に入れて継続実施する。

●
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平成28年度事務事業評価結果一覧表

担当課
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大事
業
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H27対
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今後の方向性

428 保健福祉課 3 2 3 6
子育て支援ネット
ワーク事業

子育て支援事業

　子育て支援に関わる団体や個人の
構成員が、子育ての状況を把握し、
それぞれが応援できる環境つくりを
行う。

・構成員による会議の開催。子育て関連
の学習会の開催と情報交換を通して子育
て事情を共通理解する。
・親子で楽しめるコンサート等の開催。

　子育て支援に関わる多くのボランティア団
体によって構成されている。団体・個人共に
子どもの健やかな成長のため、そして、保護
者が子育てを楽しめるように、それぞれの立
場から子育て支援にがんばっている。特に、
最大の事業である親子コンサートは大好評で
毎年楽しみにしている家庭が多い。事業に参
加するスタッフの減少が課題。

Ａ

　子育て応援ネットワークは、地域の方と町
が協力して、子育て支援のために取り組む事
業として重要な役割である。今後も構成員が
意識の向上ができるような学習会の開催と住
民が子育てを楽しんで行えるような事業を企
画するなど、事業を継続していく。

●

429 保健福祉課 3 2 4 1 児童手当等支給事業 児童手当等支給事業

　児童手当法に基づき、中学校修了
前までの年齢の児童を養育するもの
に手当を支給することで、生活の安
定に寄与することを目的とする。

　児童手当：3歳未満児童15,000円/月、3
歳以上小学校修了前の児童10,000円/月
（ただし、第3子以降の児童については
15,000円/月）、中学生10,000円、特例給
付：一律5,000円/月を支給。

　児童手当法に基づき適正に支給事務を遂行
する。

Ａ

　国の法令に基づく支給事務のため、引き続
き法令を遵守し、適正な支給事務を行う。

430 保健福祉課 4 1 1 2 保健指導費 保健指導費

　保健医療福祉推進委員会の開催に
よる各種事業計画等の審議企画
車両の適正な維持管理。休日診療所
運営事業の委託。酒田地区医師会負
担金。

●保健医療福祉推進委員会の開催
●車両の管理
●休日診療所運営事業の委託、酒田地区
医師会負担金の支払
●臨時雇上賃金、職員旅費の管理

　保健医療福祉推進委員会は各係の事業計画
策定年度が重なることが多く、年度により委
員の負担が大きくなっている。

Ａ

　定期的な保健医療福祉推進委員会の開催は
今後も必要不可欠である。
車両管理や休日診療所、酒田地区医師会負担
金は決められた支出で必要経費である。
産代職員の臨時雇上賃金などは、年度により
事業額は変動する。

431 保健福祉課 4 1 1 3
保健センター維持管
理費

保健センター維持管理
費

　地球にやさしい施策（節電・節
水・消耗品の節約等）を実施するこ
とで経費削減するとともに、安心し
て来所できる施設整備を行う。

　節電対策（不要時に電源OFF）とエコ
ルック運動（クールビズ・ウォームビ
ズ）を継続実施するとともに、来所する
方が不快にならないよう室温の調整、施
設環境整備を行う。

　余目保健センターは玄関に窓口があるた
め、冬期は非常に寒く、窓口に対する町民か
らの苦情も多い。玄関～廊下にかけては暖房
設備が無いため、①灯油ストーブ・電気ス
トーブをフル稼働させる②階段に暖気が逃げ
ないようビニールカーテンを設置する、など
の対策をとったが、玄関の自動ドアが開くた
びに外気が入ってくるために、あまり効果を
得られない。

Ｄ

　H28年度にガステーブルの入替およびオーブ
ンの撤去予定のため予算額は増額している
が、光熱費や消耗品等で経費削減できるよう
工夫したい。大幅な削減は難しいが、職員全
員が節電・節水・節約を心がけて行動するこ
とで、地道な削減に努めていく。
また、施設の老朽化による改修箇所が増えて
おり、今後は大幅な改修作業が必要となる。

432 保健福祉課 4 1 1 6 献血事業費 献血事業

　血液の安定供給を図る。 　献血事業実施計画を作成し、献血の推
進・会場確保のため、町ＨＰ・広報への
掲載等を通して、町民・事業所への献血
思想の普及・啓発活動を行う。

　献血者数の確保が難しくなっている。献血
開催のＰＲや周知の徹底が必要。事業所の協
力も重要であるので、新規事業所開拓も必要
と考える。

Ａ

　献血事業は今後も推進する必要があるた
め、継続して事業を実施する。

433 保健福祉課 4 1 2 1 健康増進対策費
がん患者医療用ウイッ
グ購入費助成事業

　がん患者の就労や社会参加を応援
し、療養生活の質がよりよいものに
なるように、ウィッグ（かつら）の
購入経費の一部を助成する。

　がんの治療による脱毛ため、就労や社
会参加等に支障がある又は支障が出る恐
れがあり、ウィッグが必要となっている
方に対し、２万円又は、購入経費の１／
２の額のいずれか低い額を助成する。
（県より１万円、町で１万円の助成）

　Ｈ26年度は１万円の助成、Ｈ27年度より2万
円の助成（県は5,000円、町で15,000円）Ｈ28
年度より県の助成額が上がった。（県10,000
円、町10,000円）医療機関からの紹介により
申請される方が多く、Ｈ28年度より申請手続
きがスムーズに出来るように、県内統一様式
（申請書、委任状）となった。3月末購入した
場合、次年度申請に間に合わなかったことか
らＨ28年度より前年度購入月日以降経費を対
象としている。単年度要綱のため年度初めの
申請受付が遅くなる。

Ａ

　がん患者が増える一方、ウィッグ（かつ
ら）の購入経費助成数が増える＝良い評価と
捉えてよいと言い難い。がんにならないよう
に、早期発見、早期治療で抗がん剤治療患者
数が減ることが本来の目指す姿と思われる。
しかし、がん患者数の把握、早期発見できる
がんと発見しにくがんがあること、Ｈ28年度
より申請書にがんの種類の記入欄がなくなっ
たことで、分析することが難しいと感じる。

433 保健福祉課 4 1 2 1 健康増進対策費 健康マイレージ事業

　山形県が実施するやまがた健康マ
イレージ事業と連携して健康しょう
ないマイレージ事業を実施すること
により町民の健康寿命の延伸を図
る。

①ポイントカードの発行。
②健康づくり等の対象事業参加者にポイ
ントを付与。
③25ポイント達成者にやまがた「健康マ
イレージ事業を交付」。
④50ポント達成者に500円分の「商品券か
ハッピーシール」と交換。

　平成28年6月から事業がスタートした。現状
は町民への周知と円滑な導入が課題となる。
対象事業が多いことから対象事業となる関係
者間の共通理解が必要となる。 Ｂ

　平成28年度からの新規事業であることから
今後、事業の課題分析しながら次年度からの
改善に努めていく必要がある。

433 保健福祉課 4 1 2 1 健康増進対策費 検診事業

・2人に1人が罹患すると云われる
“がん”の早期発見・早期治療のた
め、がん検診の受診向上を図り、町
民の健康の保持増進に寄与する。
・生活保護受給者に健康診査を実施
し、生活習慣病の予防と早期発見・
治療の支援を行う。

・がん検診推進事業により、無料クーポ
ン券を送付し、節目年齢やこれまで町の
がん検診を受けなかった方に、がんに関
する正しい知識の普及と受診勧奨を行
う。
・女性のためのがん検診や人間ドック・
集団検診を土日に設け、利用者の利便性
を高める。

・平成22年度よりがん検診料金は無料で実施
し、がん検診受診率は僅かに増加している
が、毎年がん死亡が死因の第１位を占め、特
に部位別で胃がんが多いこと、胃がん検診受
診率が特に低いことが課題である。

Ａ

・胃がんの死亡率を下げるため、検診受診率
向上できるように、未受診者への受診勧奨、
受診後も精検受診を確実に受けて頂くよう勧
奨し早期発見、早期治療につながるように努
める。受診者数増加を図るため、土日の実施
など今後も利用しやすい体制づくりとがん検
診のＰＲとがん検診受診の意識を強化するよ
う努める。
・近年、生活保護受給者における健康格差の
拡大や社会的孤立が危惧されている。生活実
態の把握と、生活習慣改善や健康づくりへの
取り組みについての支援を行い、病気の早期
発見・治療に結びつけ、健康の保持増進を図
るため、健康診査の継続は必要であると考え
る。
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433 保健福祉課 4 1 2 1 健康増進対策費 自殺対策強化事業

　自殺による死亡者を減らす。
　誰も自殺に追い込まれることのな
い社会という意識の普及。

①心のサポーター養成事業
②心の健康づくり講演会
③自殺予防のためのキャンペーン
④相談窓口チラシ広報折込
⑤保健医療福祉推進委員会で対策協議

　自殺対策に特化した協議会がないため、周
知を強化する基盤がない。

Ａ

　山形県は依然として自殺者が多く、心の健
康づくりの講演会や心のサポーター養成によ
る普及啓発は重要であり、今後も事業の継続
は必要であり、町だけでなく住民サイドから
も自殺予防の取り組みがなされるよう展開し
ていきます。

433 保健福祉課 4 1 2 1 健康増進対策費 健康づくり事業

　運動を希望する方が気軽に参加で
き、生活習慣病の予防や運動を習慣
化する人を増やし、健康寿命の延伸
を図る。

①健康体力づくりウォーキングは、前半
はウォーキング、後半は室内での運動を
企画し、年間を通して参加しやすいもの
とする。
②プールで健康づくりは、町内の施設を
活用し、10回２コースを年４回委託にて
実施し、健康増進につなげる。

①健康体力づくりは、開始年度当初、育成し
たサークル会員がリーダーとして活躍する機
会でもあったが、近年サークルが相次いで解
散し、一般参加者も固定化がみられた。平成
２７年度より内容を変更し、参加拡大を図っ
ている。
②プールで健康づくりは、年間一人１コース
の参加であるが、申し込みは好調である。し
かし当日の欠席者がいるなど募集人数を検討
する必要がある。

Ａ

　健康体力づくりは平成２７年度より現在の
スタイルに変更しており、現状のまま継続し
ていきたい。
　平成２７年度からのわいわい６０元気塾、
平成２８年度からの町湯で健康づくり・プー
ルで健康づくりは、新規事業であることか
ら、事業の課題分析をしながら次年度以降の
改善に努めたい。

434 保健福祉課 4 1 2 3 予防接種費
高齢者インフルエンザ
予防接種

　インフルエンザの発症・重症化予
防と、健康の保持増進を図る。

　Ｈ25年の予防接種法改正からＢ類疾病
（個人予防、個人の発病・重症化防止目
的に比重を置く疾病）に変更され、（こ
れまでの定期接種から）自らの意思と責
任で接種を希望する場合にのみ接種を行
い、積極的な接種勧奨とならないよう特
に留意することとなった。対象は６５歳
以上の者と、６０歳以上６５歳未満の者
であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能
又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の
機能に障害を有する者に、インフルエン
ザの予防接種を医療機関で個別に実施し
ている。

　高齢人口が増加しているため、対象者も
年々増加している。今後も増加していくと考
えられるので、高齢者インフルエンザが定期
接種である限り経費削減はほぼ不可能。H27年
度からは３価⇒４価ワクチンとなり、それに
伴い接種費用が上がった。

Ａ

　予防接種法に基づく定期予防接種のため、
削減することはできない。高齢人口の増加に
伴い、対象者数や接種者数の増加が見込まれ
る。インフルエンザはＢ類疾病に分類されて
いるため、積極的な接種勧奨は今年度も行わ
ないが、予防接種に関する情報提供は今後も
必要である。

434 保健福祉課 4 1 2 3 予防接種費
風しん抗体検査および
予防接種費用助成事業

　風しんの感染による重症化及び先
天性風しん症候群の発生を予防する
ため、風しん抗体検査及び風しん予
防接種の費用を助成する。

・妊娠希望者本人、妊娠希望者および妊
婦の夫または同居者に対して、風しん抗
体検査費用を助成する。
・抗体価が基準以下（ＨＩ価16倍以下、
ＥＩＡ価７．９以下）の方に対して、風
しん単独ワクチンまたは麻しん風しん混
合ワクチンの接種費用を助成する。

　助成は抗体検査・予防接種それぞれ一人１
回のみとしているが、何度予防接種を受けて
も抗体がつかない方もいるため、風しんの感
染リスクが心配される。
　山形県風しん予防接種促進事業費補助金交
付要綱に合わせて実施している。

Ａ

　県の要綱に合わせて実施しているため、H28
年度も継続する。しかし、首都圏での風しん
流行は既に終息しており、今後、廃止される
可能性もあると考えられる。

434 保健福祉課 4 1 2 3 予防接種費
高齢者肺炎球菌予防接
種

　肺炎球菌に起因する肺炎の発症及
び重症化を予防し、健康の保持増
進・医療費の削減を図る。

　平成26年度から5年間のみの経過措置と
して、年度内に65・70・75・80・85・
90・95・100歳となる方が対象となってい
る。平成31年度以降は満65歳の方と60歳
以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓
又は呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫の機能に障害を有する方
が対象となる。
　平成26年10月から定期接種となった
が、これまでの任意予防接種への助成も
継続している。任意予防接種は満65歳以
上で定期接種の対象ではない方が対象と
なっている。

　助成額は後期高齢者医療の被保険者の場合
は5,000円、その他の健康保険の被保険者の場
合は4,000円。年度内に医療保険が変わる方も
いるため、医療機関が接種希望者の保険証を
確認し判断するが、請求誤りも見られる。

Ａ

　後期高齢者医療の被保険者とその他の健康
保険の被保険者で助成額が違うため、医療機
関や被接種者へ今後もより分かりやすい周知
が必要である。定期接種だけでなく任意接種
も並行して実施することで、より多くの接種
機会を提供していく。

434 保健福祉課 4 1 2 3 予防接種費 定期予防接種（Ａ類疾病）

　定期予防接種を行い、疾病を予防し、
健康の保持増進を図る。

　予防接種法に基づく定期の予防接種（Ａ類
疾病（ジフテリア・破傷風・百日咳、ポリオ、麻
しん・風しん、日本脳炎、ヒブ感染症、小児用
肺炎球菌、ヒトパピローマウイルス感染症、水
痘）と結核予防法に基づくＢＣＧの予防接種を
個別接種（医療機関）で実施する。

　A類疾病の予防接種は、疾患の発生及び集団で
のまん延を予防する目的があるため、対象者には
接種を受けるための努力義務が課せられている。
しかし、宗教や忙しいことを理由に接種を全く受け
ない人や、接種忘れもあるため、接種率を100％に
するのは難しい。

Ａ

　予防接種法に基づく定期予防接種のため、削減
することはできない。今後はさらに接種率を向上さ
せるため、接種勧奨を強化していく。H28年度は小
児のB型肝炎ワクチンが定期接種に追加されるた
め、接種者数・事業費ともに増加する見込みであ
る。

435 保健福祉課 4 1 2 4 食生活改善費 食生活改善事業

　「私達の健康は私達の手で」とい
う考えのもと、地域で健康づくりを
すすめる食生活改善推進員を養成す
る。

　協議会育成のため、食生活改善推進員
養成講習会を４回／年、プログラムに基
づき２０時間実施し、講習会修了後は、
食生活改善推進員協議会へ加入し、地区
組織活動を行う。

　食生活改善推進員協議会の高齢化、減少が
著しいため、隔年実施していた食生活改善推
進員養成講習会を毎年開催に変更し、協議会
会員の増加につなげたい。

Ｄ

　一年ぶりに食生活改善推進員養成講習会を
開催し、受講者９名全員が食生活改善推進員
協議会に加入し、会員増加につなげることが
できた。
これまでの本事業は、類似事業でありながら
様々な講習会等を開催してきたため、事業内
容の見直しを行ない、
　会員の知識の向上や健康増進につとめなが
ら、地域に根ざした円滑な活動を行えるよう
に支援していきたい。
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436 保健福祉課 4 1 2 6 感染症予防対策費 感染症予防対策費

　感染症発生予防策の周知を図ると
共に、発生時に適切に対応してまん
延を防止する。新型インフルエンザ
等の発生に備えて体制の整備を図
る。

　感染症発生状況の情報提供と発生予防
について広報、HP、広報折込チラシ等に
より町民への注意喚起を図る。新型イン
フルエンザ発生時には新型インフルエン
ザ等対策行動計画に添った対応を図る。

　山形県感染症発生動向調査（毎週）や国、
県からの発生状況情報により随時、HPに掲
載。広報掲載は発生からのタイムラグがある
ために長期化する場合や例年の季節的に発生
する感染症について掲載。HPは高齢者等が閲
覧することはまだ少ない現状があり老人クラ
ブ等の健康教育でも随時お話をしている。

Ａ

　感染症の発生状況や感染予防策については
リアルタイムで周知を図る必要がある。ま
た、新型インフルエンザ等の発生に備えた体
制整備や訓練など県と連携して継続的に実施
していく必要がある。

437 保健福祉課 4 1 3 1 母子保健事業 ブックスタート事業

　絵本を介して親子が触れ合う時間
を持つことを推進する。

　９か月児育児相談時に、図書館職員に
より、絵本の読み聞かせを行いながら、
絵本を介した親子の触れ合いの大切さを
伝え、絵本を手渡している。また、平成
２７年度からは、３歳児健診時にも、絵
本をプレゼントしている。

　９か月児育児相談に参加しない対象児に
は、家庭訪問で絵本を手渡している。３歳児
健診は入院中等の疾病や障がいにより参加で
きない場合を除き、全員が参加している状況
である。絵本をもらった児は喜んで帰ってい
くが、継続的な実施について、検討の必要が
ある。

Ｃ

　０歳にブックスタートとして絵本との触れ
合いを促していることから、年齢が上がるほ
ど、生活に読み聞かせを取り入れている割合
は増えている。健診等にボランティアによ
る、読み聞かせにより親子が一緒に絵本を楽
しむ時間を設けることができている。今後
も、ブックスタートの継続により、絵本を介
して親子が触れ合うことを推進していく必要
があるが、３歳児に絵本をプレゼントするこ
とについては、検討する。

437 保健福祉課 4 1 3 1 母子保健事業
特定不妊治療費助成事
業

　特定不妊治療（体外受精および顕
微授精）は保険適用されず、１回の
治療費が高額であることから、経済
的負担の軽減を図るために治療費の
一部を助成する。

(1)特定不妊治療費助成…特定不妊治療に
要した費用のうち、山形県の助成金額を
差し引いた額に対して助成する（一回の
治療に対する助成上限額10万円）
(2)男性不妊治療費助成…特定不妊治療の
過程の一環として行われる男性不妊治療
に要した費用に対し、4分の1の額（上限
10万円）を(1)の助成額に上乗せする。

　H26年4月に国の制度改正が行われたことに
伴い、助成回数等が変更された。（H26～27年
度は経過措置あり）
H25年度…年間3回、通算15回まで
H26年度以降…初めて助成を受けた時の治療開
始日における妻の年齢が
・40 歳未満の場合…通算６回まで
・40 歳以上の場合…通算３回まで
（H28年度以降は43歳になってから開始した治
療は助成対象外となる）

Ｂ

　H28年度からは助成上限額を5万円から10万
円に増額し継続する。
　高年齢での妊娠・出産は、様々なリスクが
高まり、出産に至る確立も低くなるため、助
成制度の周知を図るとともに、「より安全な
妊娠・出産」についての情報提供を行い、若
年層に対しても教育・啓発を図る必要があ
る。

437 保健福祉課 4 1 3 1 母子保健事業
乳幼児健診・育児相談
事業

　乳幼児期の健康の保持、増進を図
るとともに、保護者が安心して育児
に取り組むことができる。

　母子保健法第１２条および１３条の規
定に基づく乳幼児健康診査（３～４か月
児、１歳６か月児、２歳児（歯科健診の
み）、３歳児）を実施するとともに、母
子保健法第９条の規定に基づく９か月児
育児相談と、各期に応じた健康教育、保
健指導、個別相談を行う。

　健診未受診児の状況は把握しており、未把
握児はいない。健診の結果、受診や再検査が
必要な場合は、勧奨を行い、結果まで把握し
ている。乳児期に特に不安の多い離乳食に関
して、教室を開催し、必要時、個別対応して
いる。核家族化により、身近に援助者がいな
い場合もあり、母親が孤立せず、不安を解消
しながら育児できるよう、きめ細かな対応が
求められている。

Ａ

　健診等の内容を実状やニーズに合わせて見
直しを行いながら、継続実施していく。

437 保健福祉課 4 1 3 1 母子保健事業 妊娠期保健事業

　妊娠期の安全と健康の確保を図
る。

　母子健康手帳交付時に保健指導を行
い、必要性や希望に応じて継続的に支援
し、妊婦健康診査を公費負担を行うこと
で、経済的負担を軽減する。

　個別に保健師が母子健康手帳を交付し、保
健指導を行い、必要性や希望に応じて医療機
関や子育て支援センター等連携し支援を行っ
ている。また、健康診査は県医師会に委託
し、１４回分の健診と３種類の検査、４回分
の超音波検査の費用を公費負担している。県
外医療機関受診者にも申請により償還払いし
ている。歯科健診は町歯科医院に委託し１回
公費負担している。

Ｂ

　妊娠期を安全に健康で過ごすことができる
ように、妊娠初期に必要な保健指導と必要な
継続支援を行う必要があり、また、定期的な
健康診査を受診できるよう、経済的な負担の
軽減を図りながら、勧奨を行う必要がある。

437 保健福祉課 4 1 3 1 母子保健事業 発達支援事業

　「発育や発達に課題を抱える子ど
もと保護者」が地域で安心して生活
できる。同じような課題を抱える保
護者同士がつながり、自主的に活動
できるようになる。

　つくしんぼ教室：個別と集団教室を実
施し、遊びを通して個々の発達レベルに
応じた支援を行っている。一定期間毎に
評価し、必要に応じて専門機関を勧めて
いる。
　なないろの会：身体・発達面で気にな
るお子さんの保護者同士が集まり、情報
交換ができるよう交流の場を提供してい
る。

　本町には発達支援の専門機関がないため、
他市の専門機関を利用している現状がある。
庄内地域の広域的な連携により支援体制を確
保しているが、町内でも支援が必要な子ども
が成長段階に応じて適切な支援を受けられる
よう専門職の確保や環境整備が課題となって
いる。 Ａ

　つくしんぼ教室では、発達支援が必要な子
どもの数が増加しているため、対象者枠を広
げるために個別教室の開催回数を減らし、集
団教室を年1回から年4回に拡大していく。教
室の専門性を高め、より充実した発達支援を
実施するために平成28年度から家庭相談員を
配置する。
　なないろの会では、将来的に保護者同士で
開催できることを目指し、リーダー育成等の
支援を行っていく必要がある。そのため、会
の開催を通して保護者同士のつながりを強化
し、主体的に活動できるように支援してい
く。

438 保健福祉課 4 1 4 1 環境総務費 環境総務費

　臨時雇上げ賃金など環境係にかか
る一般管理費である。

　主に、正規職員の補完措置としての
パートタイム職員の配置である。

　平成27年度から係２人体制となり、特に現
場業務に支障をきたす場合がある。 Ａ

　業務内容を減らすよう努力しているが、職
員体制の見直しや業務移管が進まなければ削
減は難しい。

439 保健福祉課 4 1 4 2
環境施策整備推進事
業費

環境施策整備推進事業

　環境基本計画に基づいた環境施策
等を計画的に推進するため、その進
捗状況を環境保全協議会で審議す
る。

　環境基本計画に基づいた環境施策等を
計画的に推進するため、その進捗状況を
環境保全協議会で審議する。

　環境基本計画に基づいた環境施策等を計画
的に進めるうえで、委員から出された意見が
環境施策等に十分反映できるような会議運営
とする必要がある。 Ａ

　環境保全協議会の委員の構成人数を縮小す
ることで事業経費の削減を図ることは可能で
あるが、協議会委員からの意見を環境施策に
反映されるような運営体制を整えていく必要
がある。
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大事
業

大事業名称 小事業（個別事業）名称 事業目的 事業内容 現状と課題
H27対
象事業

今後の方向性

440 保健福祉課 4 1 4 3 環境保全推進事業 環境保全推進事業

　快適に暮らすことの出来る空間の
維持・確保、将来に渡って維持でき
る自然豊かなまちづくりのため。

　環境状況調査の実施、不法投棄防止の
パトロール及び原状回復作業の実施、生
活環境面での苦情処理及び措置対応に努
める。

　不法投棄物は、主に他人の目につきにくい
山間部に投棄されており、原因者を特定する
ことが困難な状況にある。投棄しやすい場所
として他の不法投棄を誘発するおそれがある
ため、早期対応が求められる。これまでの経
年データにおいて、環境に影響がないと結果
がでているものも毎年調査をしている。

Ａ

　環境調査については、毎年規制基準を満た
しているが、周辺住民の安全・安心のため継
続して実施していく必要がある。また、不法
投棄の防止のためにはパトロールや現状回復
などの保全活動は必要不可欠であるが、町内
くまなく対応するのは難しいことから、不法
投棄が行われやすい地域においては、地域住
民と連携をして監視していくことも必要と思
われる。

441 保健福祉課 4 1 4 7
合併処理浄化槽整備
事業

合併処理浄化槽整備事
業

　下水道、農業集落排水の区域外に
おける区域において合併処理浄化槽
を整備し、生活排水対策を図る。

　浄化槽設置に要する経費に対して補助
金を交付する。

　浄化槽整備にあたり、水廻り工事も一体的
に行う場合があり多額の経費負担が生じる。
将来の生活設計を考えた場合、浄化槽整備の
位置づけは低いと考えられることから、整備
はなかなか進まない状況である。

Ａ

　生活排水による公共水域の水質汚濁を防止
し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図
るため合併処理浄化槽への転換の促進は必要
であるため、引き続き未整備世帯に対して個
別訪問をし、補助金制度の周知及び合併処理
浄化槽の整備促進を図っていく。

●

442 保健福祉課 4 1 4 8 火葬場管理運営事業 火葬場管理運営事業

　適正な火葬、遺族に対する適切な
対応が達成される火葬場の維持管
理、運営を行う。

　業務委託による、火葬場施設管理及び
火葬業務の執行、施設・設備の計画的な
整備。

　施設の老朽化が進み、今後も計画的な施設
及び設備の保守・修繕が必要。緊急的な設備
の修繕等にどこまで対応できるか。 Ａ

　火葬業務に万全を期すために、火葬場施設
管理・火葬業務を円滑かつ安定的に実施でき
る委託先を確保することが重要である。ま
た、施設・設備の計画的な整備は、今後も必
要である。

443 保健福祉課 4 1 4 9 狂犬病予防対策費 狂犬病予防対策事業

　狂犬病の発生を予防し、まん延を
防止し、及びこれを撲滅することに
より、公衆衛生の向上及び公共の福
祉の増進を図ることを目的とする。

　飼養犬の適正な登録管理を行うととも
に、予防注射接種義務犬へ注射接種を行
う。

　犬の所有者は狂犬病の予防注射を年一回受
けさせなければならないことが法律で定めら
れているが、多くの未接種犬がいるため、所
有者に対しての意識づけが課題となってい
る。また、死亡や転出の届出が適切になされ
ていないケースがあり、登録管理という面で
も課題となっている。

Ａ

　未接種犬の所有者への対応として、催促ハ
ガキと電話により解決を図る。
　未接種犬を把握するためには、適正な登録
管理（登録届、死亡届、住所変更届等）がさ
れているかどうかが重要である。届出漏れが
ないように広報等で呼びかける。

444 保健福祉課 4 2 1 1
廃棄物適正処理推進
事業費

廃棄物適正処理推進事
業

　廃棄物の減量化・資源化に努め、
循環型社会の形成を目指すととも
に、廃棄物が適正に処理される体制
整備により衛生環境の保全を図る。

　生ごみの水きり、食品ロス減少の徹底
により、ごみ自体の発生抑制を図る。併
せて、資源の有効活用を図るため古紙類
等の分別回収をする。

　平成27年度ごみ量（酒田地区広域行政組合
＋堆肥生産センター分）は、ごみ処理基本計
画の開始年度（平成19年度）と比較すると、
総ごみ量で約448ｔ減少（家庭系ごみ約556t減
少、事業系ごみ約108t増加）した。しかし、
ごみ処理には多大な経費を支出しており、更
なるごみ減量を図る必要がある。

Ａ

　一人ひとりがごみの減量や分別を意識する
ことで、ごみの排出抑制と資源物の分別が進
むことが期待できると同時に、清掃費分賦金
の減少にも繋がる。町民、事業所、行政が一
体となり事業を継続していく。

●
廃食
用油
リサ
イク
ル事
業

445 保健福祉課 6 2 1 3 有害鳥獣駆除事業 有害鳥獣駆除事業

　野生鳥獣による人身被害の防止及
び農作物の被害の軽減を図るため有
害鳥獣駆除等を実施する。

　山形県猟友会庄内町支部と業務委託契
約により有害鳥獣の駆除等を実施する。

　近年、有害鳥獣駆除作業（クマ、カラス、
ハクビシン等）は実施していないことから、
決算状況を見る限り予算措置は不要と思われ
そうだが、駆除は猟友会を含め許可業者への
委託となり、特にクマ等の大型鳥獣は、猟友
会の協力がなければ実施できないので削減は
難しい。

Ａ

　クマ等の大型鳥獣の駆除に関しては、最終
的に猟友会の協力がなければ実施できない。
平成27年度からは、作業内容に見合った経費
として役務費による予算計上をしている。

446 保健福祉課 ― ― ― ―
介護保険（特別会
計）

介護保険特別会計

　超高齢化の進行に伴い、国民の老
後生活における最大の不安要因であ
る介護問題を、国・県・医療保険
者・年金保険者が重層的に支える公
費負担を組み入れた社会保険方式に
より、国民の協働連帯の理念に基づ
き国民皆で介護を支える仕組。介護
サービスを利用しやすい仕組みとし
ながら、個人の自立や介護予防等自
助努力を基調としている。

　町が保険者となって制度運営を行う。
①介護保険事業（要介護認定、保険給
付。第1号被保険者の保険料の賦課徴収
等）、②介護サービスの基盤整備、③費
用の町負担（介護給付費の公費費負担率
12.5％）、④地域支援事業（包括的支援
事業・介護予防事業・任意事業）の充実
により、自立した生活の維持向上を図
る。
 
 

　65歳以上人口が年々増加し、Ｈ17年合併時
は6,958人（高齢化率28.2％）に対し、Ｈ27年
は7,479人（高齢化率33.8％）であった。65歳
以上の認定者数も年々増加し、要介護認定率
（認定者/人口）は、Ｈ17年は14.8％、Ｈ27年
は18.8％で近年は横ばい状態である。
　介護給付費（サービス利用料）は毎年伸
び、財源の一部である介護保険料は合併以降
Ｈ18年度第3期計画では月額4,290円だった
が、Ｈ27年度第6期計画では月額5,900円とな
り、合併時の1.38倍となった。（県内平均
は、5,644円）給付費の適正化と、介護予防に
努め、自立した生活レベルをどう維持してい
くかがより重要になっている。

Ａ

　65歳以上人口が年々増加し、Ｈ17年合併時
は6,958人（高齢化率28.2％）に対し、Ｈ27年
は7,479人（高齢化率33.8％）であった。65歳
以上の認定者数も年々増加しているが、要介
護認定率（認定者/人口）は、Ｈ17年は14.8％
に対し、Ｈ27年は18.8％で、近年は横ばい状
態である。
　介護給付費（サービス利用料）の伸びに従
い、住民に最も身近な介護保険料は、制度ス
タート当初Ｈ12年（2,000年）は月額2,400円
（立川）～2,600円（余目）、合併以降Ｈ18年
度（2,006年）第3期計画では月額4,290円だっ
たが、第6期計画のＨ27年度（2,015年）から
は月額5,900円となり、当初の2.36倍、合併時
からは1.38倍となった。
　今後も健康推進係や健康福祉係、地域支援
係等と連携し、町民の健康志向を高め、介護
予防事業を初めとする高齢者の居場所づくり
等健康長寿の取組みと介護給付費の適正化に
努めていく必要がある。
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447 保健福祉課 ― ― ― ―
介護保険（特別会
計）

介護予防事業

　高齢者自らの健康長寿への取り組
み支援

・二次予防事業（対象者把握事業、通所
型・訪問型介護予防事業）
・一次予防事業
・介護予防普及啓発事業

　Ｈ29年度から「介護予防・日常生活総合事
業」のスタートに向けた事業の構築段階。こ
れまでの要支援認定者の給付サービスや介護
予防事業を、対象者の自立支援の視点で事業
展開を図る。住民主体による「地域づくりに
よる介護予防推進事業」（いきいき百歳体
操）を各集落で実施できるよう普及推進、リ
ハ職の地域派遣等で高齢者自ら健康長寿に取
り組めるよう支援していく。

Ｂ

　法改正により、Ｈ29年度からは「介護予
防・日常生活総合事業」として予算組換え予
定。
　これまで介護給付費で支出していた「要支
援１、要支援２」認定者の「介護予防通所
サービス」及び「介護予防訪問サービス」
が、新しい事業を構築し事業費から支出。ま
た、包括的支援事業費の「介護予防マネジメ
ント」も総合事業の中で実施。
　そのため、要支援の介護保険給付費は削減
となるが、地域支援事業事業費としては増額
となる見込。

447 保健福祉課 ― ― ― ―
介護保険（特別会
計）

包括的支援事業・任意
事業

　高齢者が住み慣れた地域で安心し
て生活できる支援体制の整備

・地域包括支援センター運営事業
・社会保障充実事業（生活支援体制整備
事業、認知症総合支援事業、在宅医療・
介護連携事業、地域ケア会議推進事業）
・任意事業（家族介護者支援、成年後見
制度、介護給付費適正化等）

　高齢者数が増加し、認知症等を含め地域で
の見守りや在宅介護者への支援体制が必要と
されている。住民への認知症についての理解
の普及啓発及び家族介護者の支援体制が重要
である。

Ｂ

　包括的支援事業・任意事業費総額の約９割
を地域包括支援センターにかかる事業（人件
費）費で占めている。Ｈ24年度からは委託事
業所に町保健師を1名増員し2名を派遣してい
る。委託先に町職員を派遣してきたことで、
町としては一定の役割を果たしてきたと思わ
れる。事業費を削減するためには、派遣職員
数等の見直し又は引き上げしかないが、町民
サービス低下にならないよう調整を図る必要
がある。今後のあり方について検討していく
必要がある。
　また法改正により、Ｈ27年度から新たに社
会保障充実事業の４事業を実施し、包括ケア
システム体制を構築することになっているた
め、地域包括支援センター以外の事業費の削
減は難しい。

501 農林課 2 1 6 4 広域行政費（農林） 広域行政事業（農林）

　山形大学農学部地域産学官連携協
議会は、高度研究開発及び地域産学
官連携を推進し農業を核とした地域
産業の振興発展に寄与することを目
的として、平成22年10月に設置され
た。大学、庄内5市町、庄内総合支
庁、全農山形県本部、(株)平牧、鶴
高専で構成。

　山形大学農学部と地元企業・関係自治
体等との連携・協力強化、研究開発能力
の向上並びに研究開発の推進を図る。

　地域の高等研究機関としての位置付けであ
り、庄内地域全体で支援していかなければな
らない。

Ａ

　地域農業を牽引する研究機関としての位置
付けであるとともに、未来の農協経営者を育
成するため、庄内地域全体で継続して支援し
ていく必要がある。

502 農林課 6 1 2 2 農業行政推進費
農業生産委員協議会運
営事業

　町（国・県）の各種施策の推進に
ついて集落ごとに取りまとめを行う
役割をお願いし、農業経営の円滑化
を図ることを目的とする。

　各集落の中心的農家を「農業生産委
員」として任命するとともに、生産技術
向上の研修会の開催を行う。 Ａ

　町農業行政の推進の中心的役割であり、今
後も継続して設置・事業を展開していく必要
がある。

503 農林課 6 1 2 3 金融対策費

庄内町災害・経営安定
対策資金（平成26年米
価下落対策緊急資金）
利子補給補助金

　平成26年産米の概算金の大幅な減
額に伴う減収に加え、経営所得安定
対策の見直しにより、農業経営に支
障を来すため融資を借り入れる農業
者に対し、利子補給を行い生産活動
の維持、継続を図る。

　金融機関に申請があったものに対し、
利子補給を行う。

　対象が平成26年度米価下落の際に適用と
なった山形県災害・経営安定対策資金融通措
置要綱の適用を受ける場合に限定された事業
であり、今後新たな申請はない。利子補給対
象期間は3年間となっており、最長で平成29年
度までとなる。

Ａ

　県と町による事業であり、申請者の利子補
給期間が終了するまで事業継続が必要であ
る。

503 農林課 6 1 2 3 金融対策費
庄内町農業経営基盤強
化資金利子補給事業

　資金を借り受け規模拡大や経営効
率化を図る農業者に対し、県と町で
利子補給を行うことで経営感覚に優
れた効率的・安定的な農業経営体を
育成する。

　資金を借り受けた農業者に対し、利子
補給を行う。

　平成24年度から国による利子助成が行われ
ており、金利が大幅に上昇しない限りは新た
な申請はない見込みである。
　また、平成28年度からＴＰＰ対策のための
より有利な利子補給事業が実施されており、
その事業期間中は当事業申請はない。

Ａ

　⑦の理由により、新たな申請見込みはない
が、金利の変動やＴＰＰ対策事業の終了後、
当事業の申請が再度開始されることが見込ま
れるため、現在の対象者の利子補給期間が終
了した後も継続が必要である。

503 農林課 6 1 2 3 金融対策費
庄内町暴風・豪雪被害
施設復旧等緊急支援資
金利子補給補助金

　平成24年4月の暴風等により農業用
施設に被害を受けた農業者を対象
に、経営再建資金に利子補給を行
い、生産活動の維持、継続を図る。

　金融機関に申請があったものに対し、
利子補給を行う。

　対象が平成23年12月から平成24年3月までの
大雪及び平成24年4月の暴風で被害のあった農
業者に限定された事業であり、今後新たな申
請はない。利子補給対象期間は8年間となって
おり、最長で平成33年度までとなる。

Ａ

　県と町による事業であり、申請者の利子補
給期間が終了する平成33年度まで事業継続が
必要である。
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504 農林課 6 1 3 2 農業振興企画費
庄内町農業指導連絡協
議会負担金

　庄内町における農業の近代化の推
進、農業情勢の変化に対応し高位安
定生産技術の指導及び導入等を関係
機関団体が連携を密にし、農家経営
の安定に寄与する。

目的達成のため、次に掲げる事業を実施
するための負担金
(1)庄内町における農業所得の向上に関す
る営農類型の確立
(2)良質農畜産物の高位安定化のための技
術指導の徹底
(3)農村生活の改善推進に関する指導
(4)営農技術指導の研修に関すること
(5)各関係機関の連絡調整
(6)その他目的達成に必要な事項

本町農業の課題は、作物・園芸・畜産いずれ
の分野にも多くあり、それらの連携や指導は
こうした指導連協のような組織が必要であ
り、現に有効に機能している。

Ａ

農業を取り巻く環境は、気候や市場の動向な
どによりめまぐるしく変化するため、関係機
関の連携は、迅速な対応をとるためにも欠か
せない。その体制維持のため、また本町の農
業振興のためにも、町からの負担金は不可
欠。

504 農林課 6 1 3 2 農業振興企画費
庄内町農業本気やる気
プロジェクト支援事業
補助金

　農業の活性化を図り、農業を起点
とした産出額の増大に資する。

　農業経営と生産の規模拡大に意欲的に
取り組む農業者等に対し、予算の範囲内
で補助金を交付する。

　農作物は、その販売価格が市場の値動きに
左右されるために、思うように所得向上に結
びつかない。他の国県補助金と比して活用し
やすいメリットはあるが、事業目的にある産
出額増大、生産規模拡大という大前提と少々
かけ離れた事業も見受けられるので、毎年７
月ころに事業評価を検討会席上にて行ってい
る。

Ｄ

　要綱施行から４年目を向かえ、制度含めた
要綱の見直しを今年度予定している。今年３
月に改定した「庄内町花き振興計画」の目標
達成に向け、継続していく必要あり。

504 農林課 6 1 3 2 農業振興企画費
庄内町農産物交流施設
管理運営事業

　庄内町農産物交流施設を道の駅第2
ステージとして地域に根ざした活性
化や、地域の課題解決に資する施設
にステップアップする

・庄内町農産物交流施設（道の駅「しょ
うない」）の指定管理による維持管理
・道の駅第２ステージとしての、高齢者
向け野菜集配事業、観光案内ガイド
・農産物交流施設を利用し、食堂事業や
地元農家がつくる安全安心な農産物を中
心に販売事業により、農家所得の向上や
購入者との交流、雇用の創出を図り、地
域の活性化を目指す

　農産物交流施設を利用した売上げを伸ばせ
ば、手数料収入が増加し、道の駅の施設とし
てのサービスの充実につながり、来訪者の満
足度につながっていく。どんどん伸ばしてい
くことで、施設やサービスの充実にかかる町
の一般財源の歳出を抑えることにつながる。
いかに人を呼びこむかが課題。 Ｂ

　手法としては、指定管理者制度による管理
運営としていく。
　道の駅としてのスタートは本年度であり、
道の駅第2ステージとして地域に根ざした活動
と、来訪者、利用者の増加を最優先課題とし
てとらえる。魅力のある産品、ここだけの加
工品、心温まる主婦ランチメニューの開発が
一時的手法。その情報発信とイベント開催、
そして地域資源活用あるいは連携した誘客ソ
フト事業の実施等が二次的手法。日々今より
もよくなるように検討し実践していく必要が
ある。

●

504 農林課 6 1 3 2 農業振興企画費
庄内町農産物交流施設
整備事業

　庄内町農産物交流施設を道の駅第2
ステージとして地域に根ざした活性
化や、地域の課題解決に資する施設
にステップアップするため改修を行
う。

増築及び改修工事　　812㎡
駐車場整備　　　　8,881㎡
電気自動車充電施設　１式

　使いしやすい施設、利用しやすい施設、維
持管理しやすい施設となるように、工事の段
階でも配慮をしていく。 Ａ

　施設の整備は平成２８年度完了予定であ
る。（施設の整備計画の評価）
　施設の利用、運営、維持管理については、
別の事務事業として評価していく必要があ
る。

504 農林課 6 1 3 2 農業振興企画費 農業複合経営支援事業

　複合経営農家の生産所得安定をは
図る。

　経年劣化により生産費、生産額が低下
した施設の修繕費用に対して補助する。

　園芸用ハウスの経年劣化により栽培してい
ないハウスを修繕することで、栽培面積を増
加し所得の安定を図る。

Ｆ
　H28～30年度までをひとつの区切りとし、一
定の成果が得られれば廃止。

505 農林課 6 1 3 3
地域おこし協力隊事
業費

地域おこし協力隊事業

　人口減少や高齢化が進む本町にお
いて、地域外の人材を積極的に誘致
し、その定住を図り、もって地域の
活力維持及び地域の活性化に資する
こと

　庄内町農産物交流施設を含む地域の活
性化を図る活動

　協力隊は、町外の方で町内にその居を構え
たところであるが、任期を３年としており定
住が図れるかが課題。
庄内町農産物交流施設を含む地域の活性化を
図る活動については、積極的な実施がなされ
ている。

Ｄ

　庄内町農産物交流施設を含む地域の活性化
を図る活動については、積極的な実施がなさ
れていおり、非常に友好的な制度と捉えてい
る。定住して活動していただくには、任期の
更新などの条件面の検討をしていく必要があ
る。

506 農林課 6 1 4 1 作物生産安定対策費 米コンテスト開催事業

　米の安定生産対策及び売れる米づ
くりに資する。

　おいしい米のふる里としてをPRするた
めの米コンテストの開催。

　米コンテスト出品数の確保及び地元出品者
の最優秀金賞の受賞。

Ｄ

　今年度第１０回を迎え、ひとつの区切りと
なる。
事業内容を検証し、来年以降の継続を検討す
る。

506 農林課 6 1 4 1 作物生産安定対策費
庄内町産地パワーアッ
プ事業費補助金

　水田・畑作・野菜・果樹等の産地
が、地域の営農戦略に基づいて実施
する産地としての高収益化に向けた
取組みを総合的に推進する。

　立川大豆振興会に対し、大豆コンバイ
ンリース導入経費に対し補助。

　Ｈ28.6.14現在、事業採択が未定の状態。予
算については、6月補正で可決済。
　庄内平野の東端に位置する平坦地域の庄内
町狩川地区においては、多くの大豆生産が行
われている。地区の農家の半数近くが生産す
るほど地域に根差した作物となっており、転
作作物の中でも１，２を争う収量となってい
る。一時期、そばの栽培で大豆の収量が減少
した時期もあったが、現在は年々増加傾向に
ある。今後も水稲からのシフトにより大豆生
産量の更なる増加を図っていくとともに、産
地に適した品種の取り入れを行うことで増収
に取り組むため、大豆コンバインを新規に1台
導入し、収量の増加や面積拡大を図ってい
く。

Ａ

　３ヵ年で目標達成を目指す事業。
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507 農林課 6 1 4 2
園芸特産生産安定対
策費

庄内町花き振興会負担
金

庄内町における花き栽培技術の向上
と種苗センターの計画的利用、優良
種苗の安定供給に資するとともに、
花き振興と産地としてさらなる拡大
を図ることを目的とする。

目的達成のため次に掲げる事業への負担
金
(1) 先進地調査及び会員相互の技術向上
対策に関すること
(2) 優良種苗の安定供給に関すること
(3) 花き産地としてのＰＲ活動
(4) 若手生産者及び女性生産者の積極的
な参加の推進
(5) 後継者の育成に関すること
(6) その他目的達成に必要な事項）

　庄内町の多くの花き生産者で構成される本
会は、目的達成、更には庄内町花き進行計画
に掲げる「世界一の品質の花づくり」を目指
し、多種多様な事業を展開している。ただ、
連作障害などの病害問題が発生しており、そ
の対策への取組強化が今後の課題。 Ｂ

　庄内町花き振興計画では、平成３０年の販
売目標額を4.2億円（H25 3億円）、出荷本数
を4,770千本（H25 3,456千本）としており、
その目標達成には花き振興、栽培技術向上、
若手育成、病害対策と安定供給に向けた、新
たな工夫や取組が必要。そのためにも、町全
体で「品質世界一」を目指す意味でも、拡充
して計臆していくべきである。

507 農林課 6 1 4 2
園芸特産生産安定対
策費

庄内町施設作物連作障
害対策事業補助金

　花き又は軟白ねぎを生産する園芸
農家（以下「園芸農家」という。）
の安定した経営及び所得の確保を図
る。

　土壌消毒を行い、土壌病害性連作障害
による被害を抑制する園芸農家に対し、
予算の範囲内で補助金を交付する。

　平成２８年度の新規事業。花き圃場におけ
る土壌伝染性病害フザリウムが、庄内地区、
とりわけ庄内町内の圃場に多く発生し、花き
（主にトルコギキョウ）生産量へ多大な影響
を与えている。農業技術普及課等の指導とあ
わせながら、積極的な活用を図るべき事業。

Ｃ

　フザリウムの潜伏は４～５年といわれ、単
年度の消毒のみでは病害解決に至ることは困
難。圃場の状況やJA等からの情報をつかみな
がら、現状にあった措置を今後も続けていく
必要あり。

507 農林課 6 1 4 2
園芸特産生産安定対
策費

庄内町戦略的園芸産地
拡大支援事業

　園芸作物の産地形成及び園芸産地
の活性化を図る。

　山形県戦略的園芸産地拡大支援事業実
施要綱別表の事業を実施する団体に対
し、予算の範囲内で補助金を交付する。

　県補助率4/12に加え、町が1/12以上上乗せ
すれば、県補助率はさらに1/12上乗せされ
る。本町は4/12上乗せしているので、県4/12
＋県1/12＋町4/12＝計9/12の補助率。毎年、
経営規模拡大に向け熱意のある生産者から要
望があがってきているが、県の予算配分額の
限度を超え、不採択または配分額のカットな
どが行われている。

Ａ

　県戦略的園芸産地拡大支援事業は、平成２
８年度をもっていったん終了するが、制度の
見直しや拡充等を踏まえて、平成２９年度か
ら新制度が始まる見通し。本町でも積極的に
活用し、庄内町花き振興計画に掲げる「品質
世界一」の花作りに向け取り組んでいかなけ
ればならない。

507 農林課 6 1 4 2
園芸特産生産安定対
策費

庄内町農業生産環境保
全助成事業補助金

　庄内町における農業用使用済みプ
ラスチック等の適正処理を実施した
農家負担の軽減を図ると共に、不法
投棄等の防止を図る。

　農協と収集運搬及び最終処分の許可を
有する業者との契約により、農協が庄内
町の農家から回収した農業用使用済プラ
スチック等の委託処理に要した経費に対
し補助金を交付する。（1kg当たり３円の
補助金を交付する。）

　農業用使用済みプラスチック等の適正処理
を推進することで、環境保全への成果は得ら
れている。ただし、農協と処分業者における
委託処理経費への財政援助的な性質であるこ
と、また補助金交付に係る提出事務や書類量
が多いことなど、課題もある。

Ｃ

　農協が町内の農家から回収する農業用使用
済プラスチック等の委託処理に要する経費で
あるが、回収量の減少を含め、町が補助しな
い、農協の自主的な取り組みへと変換してい
く必要がある。

507 農林課 6 1 4 2
園芸特産生産安定対
策費

野菜価格安定対策事業

　活力ある園芸特産振興と農家所得
の安定に資する。

　対象とする作物の販売価格の0.5％を生
産者と農協、町がそれぞれ拠出し、補給
準備金として積み立て、補償基準価格を
下回った生産者に交付する。

　農家経営の安定に資する上では必要不可欠
であり、3年毎に実情に合わせて見直しを行っ
ており、今後も継続実施していく。 Ｄ

　現状でも3年毎に実情に合わせて見直しを
行っている。

508 農林課 6 1 5 1 畜産振興対策費 受精卵移植支援事業

　優良繁殖和牛の増頭及び農業所得
の向上を図る。

　畜産農家が行う、全国農業協同組合連
合会山形県本部から供給される優良血統
の受精卵の移植事業に要した経費の一部
を補助する。

　平成23年度以来、補助金交付対象となった
農家はいない。

Ｄ

　近年の実績から、現状のまま継続すべきど
うか検討が必要であると考えられる。

508 農林課 6 1 5 1 畜産振興対策費 家畜導入支援事業

　農業経営を合理的に推進するとと
もに、農業所得の拡大を図る。

　各農業協同組合長が一定の条件に基づ
き、町内畜産農家に対し導入資金の貸付
を行う場合、各農業協同組合に対し無利
子による資金の貸付を行う。

　毎年、一定の頭数が導入されていることか
ら、家畜導入の促進に欠かせない事業である
と考えられる。 Ａ

　町独自の畜産振興対策として欠かせない事
業である。

508 農林課 6 1 5 1 畜産振興対策費 原種豚導入支援事業

　日本一の銘柄豚の産地としての定
着を目指し、優良種雄豚の導入を推
進する。

　養豚農家が導入した優良種豚の購入に
要した経費の一部(豚価格の1/3)を補助す
る。

　優良な種雄豚は養豚経営に必要不可欠であ
り、今後も継続実施していく。 Ａ

　町独自の畜産振興対策として欠かせない事
業である。

508 農林課 6 1 5 1 畜産振興対策費
畜産農家自衛防疫推進
事業

　畜産農家が実施する疾病を予防す
るための予防注射の接種を推進す
る。

　養豚農家が実施した山形県家畜畜産物
衛生指導協会事業又は庄内地区家畜畜産
物衛生指導協会事業で、畜産農家が実施
する予防接種事業に要した経費の一部を
補助する。

　新たなワクチンが開発された場合には、補
助対象ワクチンの拡充を検討する。

Ａ

畜産農家の経営安定にとって、欠かせない事
業である。

　※町単事業

508 農林課 6 1 5 1 畜産振興対策費 和牛繁殖雌牛増頭事業

　優良繁殖和牛の増頭及び農業所得
の向上を図る。

　安定的に肥育もと牛を確保することに
より、山形牛ブランド力の向上を図るた
め、経費の一部を補助する。

　平成27年度までは、県の補助事業に採択さ
れた牛を交付対象としていたが、平成28年度
より、採択の有無に関わらず県の補助事業と
同様の要件を達成した牛を交付対象に改め
た。この変更によって、増頭をより促進する
ことが見込まれる。

Ａ

　町独自の畜産振興対策として欠かせない事
業である。

508 農林課 6 1 5 1 畜産振興対策費
畜産物価格差補てん事
業

　生乳及び肉豚枝肉の価格変動に対
処し、酪農家及び養豚農家の経営安
定を図る。

１．余目町農業協同組合又は庄内たがわ
農業協同組合が行う生乳価格差補填事業
に対し、予算の範囲内で補助金を交付す
る。
２．畜産協会と基本契約並びに年次契約
を締結している養豚農家に対し、年度内
契約頭数にかかる生産者負担額の一部を
補助する。

　生乳及び豚の出荷価格は変動しやすい上、
TPPによる影響が懸念される今後においては、
本事業の必要性がより高まると考えられる。

Ａ

　畜産農家の経営安定にとって欠かせない事
業である。
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509 農林課 6 1 6 1 放牧場管理運営費 放牧事業利用促進事業

　酪農家等による放牧の促進を図
る。

　放牧場の利用許可を受けた酪農家等
が、その放牧の許可を受けた牛を放牧場
に搬送するために要する経費に対し、予
算の範囲内で補助金を交付する。

　高齢などを理由とする廃業により、飼養頭
数が減少するにつれて、放牧頭数も減少傾向
にある。補助事業を継続するとともに、草地
の適正な管理に努めて、放牧頭数の増加を図
る。

Ａ

　町独自の畜産振興対策として欠かせない事
業である。

509 農林課 6 1 6 1 放牧場管理運営費 放牧場管理運営事業

　家畜の健全な育成、丈夫な骨格形
成、安定的な生産能力の確保及び畜
産農家の作業負担の軽減を図る。

　町内畜産農家より預託を受けた牛を、5
月中旬～10月中旬まで放牧する。牛の健
全育成を図るため、飼養管理と草地管理
を徹底する。

　平成25年度の豪雨災害により、放牧期間の
途中に緊急下牧をした。平成26年度も町営放
牧場を利用できず、避難的に庄内広域育成牧
場で放牧した。平成27年度より、(一社)月山
畜産振興公社へ指定管理委託を開始した。関
係機関との連携を強め、町営放牧場と庄内広
域育成牧場が一体となった放牧を実施してい
る。

Ａ

　家畜の健全な育成、丈夫な骨格形成、安定
的な生産能力の確保及び畜産農家の作業負担
の軽減を図るためには、放牧事業は必要な事
業である。平成27年度に指定管理者制度によ
り、放牧利用と許可、牧場の管理、放牧牛の
飼養などを委託した。庄内広域育成牧場と一
体化した牧場事業について、適宜、委託先や
関係機関と協議しつつ推進する。

510 農林課 6 1 7 1 生産調整推進対策費 需給調整推進対策事業

　米の需給調整をはじめ、水田農業
に関する事業を円滑に実施する。

　需要に応じた米生産の推進に関する要
領に基づき、米の需給調整を行う。

　平成30年から国による米の生産数量目標の
配分がなり、県の主導により需給調整を行っ
ていくこととなるが、県が方針を明らかにし
ておらず、先の見通しが立っていない。30年
以降は、より実際の需要に応じた生産と需給
調整が行われることとなるが、農業者が安心
して需給調整に取り組むことができるよう、
県と連携しながら体制を構築していく必要が
ある。

Ｆ

　平成30年から国による生産数量目標の配分
がなくなるため、平成30年度からは廃止とな
る見込みである。

510 農林課 6 1 7 1 生産調整推進対策費 直接支払推進事業

　経営所得安定対策の円滑な推進を
図る。

　農業再生協議会に対して支援を行う。 　平成30年（国からの生産調整配分廃止、米
の直接支払交付金廃止）以降の経営所得安定
対策のありかたが不透明であり、県からの補
助金がどの程度見込めるか見通しが立たな
い。 Ａ

　　経営所得安定対策の各種交付金を国が間
違いなくスムーズに農業者に交付できるよ
う、米の需給調整、作物の各種データのシス
テム入力や、現地確認、産地交付金の対象
者、対象面積の確認など、再生協議会で雇用
する職員が行っており、経営所得安定対策事
業が続くかぎり、継続する必要がある。
　H28年度からは名称が「経営所得安定対策等
推進事業」に変更となる。

510 農林課 6 1 7 1 生産調整推進対策費
人・農地問題解決加速
化支援事業

　地域の中心となる経営体（個人、
法人、集落営農）の確保や、地域の
中心となる経営体への農地集積に必
要な取組を支援することにより、農
業の競争力・体質強化を図り、持続
可能な農業を実現する。

　各地区の農地の状況確認のための話し
合いの開催と、町全体の農地のあり方に
ついての検討会を開催する。

　農地中間管理事業を活用した農地集積の推
進と、耕作放棄地発生を未然に防止するため
の話し合いが行われていますが、地区（集落
住民）全体での話し合いを行うよう、今後も
要請していく必要がある。

Ａ

　国の農業施策（補助事業等）の中心となる
計画であるため、今後も継続して事業を実施
していく必要がある。

511 農林課 6 1 7 2
生産性向上対策費
（町単事業）

生産性向上対策事業
（町単事業）

　庄内町の元気な農業づくりを応援
するため。

　生産調整関連活動を実施する農業協同
組合に対し、予算の範囲内で補助金を交
付する。

　各農協支所ごとに転作営農推進関係の事業
に補助金を活用しているが、国からの生産調
整配分が平成30年度から廃止になることか
ら、この補助事業についても平成29年までで
廃止予定となっている。廃止後について、主
食用米の需要が毎年減少し続ける中で、米へ
の依存が強い本町において、主食用米以外で
の農業収入確保のため、大豆・そば・重点振
興作物（花、野菜類）の生産性向上を目的と
した町独自の支援が必要ないのかどうか、検
討が必要。

Ｄ

　現状では、生産調整（転作）したことへの
助成となっているが、平成30年以降は主食用
米以外の作物の「本作化」のための助成とい
う位置づけで継続する必要がある。
　主食用米の需要が毎年減少し続ける中で、
過度な米への依存を続ければ、農業経営が成
り立たなくなっていく恐れがあるため、主食
用米以外の作物を「転作」としてとらえるの
ではなく、「本作」としてとらえ、米と同等
に農業収入確保のため、生産性向上を目的と
した町独自の支援が必要である。

512 農林課 6 1 7 3 農業再生対策事業 青年就農給付金事業

　農業生産の基盤を確保するととも
に、農業者の減少と高齢化対策とし
て、新規就農（青年就農）者に対し
支援する。

　国の補助事業を活用した青年就農給付
事業を行う。

　国の予算状況により支援の度合いが毎年変
更となる。地域にあった農業施策が展開でき
るよう、各方面への働きかけが重要となる。 Ａ

　国の支援策を活用した給付金のため、現状
のまま継続して事業を継続する必要がある。

512 農林課 6 1 7 3 農業再生対策事業
環境保全型農業直接支
援対策費

　環境問題に対する関心が高まる
中、地球温暖化防止や生物多様性保
全のため、環境保全効果の高い営農
活動に取り組む農業者を支援する。

　農業の有する多面的機能の発揮の促進
に関する法律に基づき、環境保全効果の
高い営農活動に取り組んだ農業者団体等
を支援する。

　事業についてはある程度周知できている。
　しかしながら、取り組み内容が限定されて
おり、実態に即していない部分がある。ま
た、県予算及び取組面積によっては交付金額
が減額される場合があり、事業に対する取組
者の理解が得られなくなる可能性がある。
　内容の拡充と予算確保について、今後継続
して県へ要望する必要がある。

Ａ

　より実態に即した交付要件となるよう県へ
要望し、実施面積に対して交付金額が減額と
なることのないよう、予算確保についても要
望する。

512 農林課 6 1 7 3 農業再生対策事業 農地集積協力金事業

　農業生産の基盤を確保するととも
に、経営コスト削減のための農地集
積に対し支援する。

　国の補助事業を活用した農地集積協力
金（地域集積協力金・経営転換協力金・
耕作者集積協力金）給付事業を行う。

　国の予算状況により支援の度合いが毎年変
更となる。地域にあった農業施策が展開でき
るよう、各方面への働きかけが重要となる。 Ａ

　農業経営コスト削減のための農地集積化は
必要である。国が目指す担い手への集積目標
（約８割）は上回っているが、農業経営強化
の条件としての集約化は継続して推進する必
要がある。
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513 農林課 6 1 8 2
農業経営体活性化対
策費

経営体育成支援事業

　経営規模の拡大、農産物の加工・
流通・販売を通じた経営の多角化
等、中心経営体等の育成・確保に関
する目標を定めてその達成に取り組
む場合に、目標達成に必要となる農
業用機械・施設等の導入を支援す
る。

　経営の効率化を目的とした機械導入に
対し、国の補助を受けて支援を行う。
（補助率1/3）

　国の予算状況により年々採択件数が減少し
ている。国の農林水産業全体の予算確保が課
題である。

Ａ

　国の施策のため、今後も継続して事業を実
施していく必要がある。

514 農林課 6 1 9 5
堆肥生産センター管
理運営事業

おいしい米の里堆肥散
布補助金

　資源循環型農業及び環境保全型農
業を実践し、おいしい米の里づくり
の推進を図る。

　庄内町堆肥生産センター又はJAあまる
めオーガニックセンターあぐりんにおい
て生産された堆肥を、水稲を作付するほ
場に散布を行う組織に対して、散布堆肥
の総重量に1トン当たり900円を乗じた額
の補助金を交付する。

　堆肥散布を促進する方法を検討する必要が
ある。

Ａ

　町全体の資源循環の取り組みに欠かせない
事業である。

514 農林課 6 1 9 5
堆肥生産センター管
理運営事業

堆肥生産センター管理
運営事業

　堆肥を施用した特別栽培米の取り
組みを拡大し、環境負荷の少ない環
境保全型農業を推進する。

　家庭からの生ゴミと畜糞、籾殻を利用
して有機肥料を製造して農地に還元しリ
サイクルを推進することで、環境保全型
農業の推進と資源循環社会の形成を目指
す。

　施設の老朽化に伴い、例年修繕に多額の経
費を要している。大規模改修はせずに、優先
順位を決めつつ修繕している。また、バイオ
マス事業の構想が進んでおり、町内の生ごみ
の処理方法及び当施設のあり方について、検
討が必要である。

Ａ

　構想段階にあるバイオマス事業の進展しだ
いで、当施設の体制は大きく変わることが見
込まれる。想定されるケース別に、当施設の
体制についての検討を引き続き進めるが、当
面は現行の体制と設備で事業を継続する。

●

515 農林課 6 1 12 3
水田畑地化基盤強化
対策事業費

水田畑地化基盤強化対
策事業費

　作物に適した基盤の整備を促進
し、転作田での高品質、高収益の畑
作物栽培により、地域農業の活性化
と農家経営の安定化を図る。

　排水対策、地下かんがいなどの土地基
盤整備

　土地基盤整備を通じて、枝豆・大豆を中心
として収穫量の増加や品質の向上、作業性の
向上を図り、園芸作物の導入と産地化に向け
た取り組みが必要。

Ａ

　土地基盤整備を通じて、枝豆・大豆を中心
として収穫量の増加や品質の向上、作業性の
向上を図り、園芸作物の導入と産地化を促進
する。
　また、県営事業であり二期対策が平成２８
年度で完了するが、三期対策が始まる際には
各集落生産組合等から要望を取りまとめし事
業を進めていく。

516 農林課 6 1 12 4
中山間地域等直接支
払事業

中山間地域等直接支払
事業

　中山間地域等における耕作放棄の
発生を防止し、多面的機能の確保を
図る。

　５年間継続して農業生産活動等を行
う、集落協定への支援。
　集落協定での交付金の使用内容として
は、農道や用排水路など農業用施設の草
刈りや泥上げなどの管理費用や共同での
農業用機械の購入などに使用されてい
る。

　本町においても高齢化は深刻な問題である
が、中山間地においては更に高齢化は進んで
いる。農業生産活動を継続していくことが今
後人材不足により困難な状況になることが懸
念される。 Ａ

　本事業は耕作放棄を防止するため、共同活
動による農業用施設の維持管理等に有効に働
いていると考えている。今後ともこの事業を
活用し、農業生産活動を継続して行っていく
とともに若手の人材育成が課題となってく
る。

517 農林課 6 1 12 6
多面的機能支払交付
金事業費

多面的機能支払交付金
事業

　農業者と地域住民や関係団体との
協力体制を整備し、農用地、水路、
農道等の地域資源の保全管理や農村
環境の保全を行うことにより、多面
的機能の発揮の促進を図る

　地域の共同活動に係る支援、地域資源
（農地、水路、農道等）の質的向上を図
る共同活動を支援する。

　過疎化・高齢化・混住化等の進行に伴う集
落機能の低下により、地域の共同活動によっ
て支えられている多面的機能の発揮に支障が
生じつつあり、農用地、水路、農道等の地域
資源の保全管理に対する担い手農家の負担の
増加も懸念されることから、負担の軽減が必
要である。

Ａ

　本事業は78組織が対象となり、本町の農用
地、水路、農道等の地域資源のほぼ全域を対
象エリアとして保全管理や農村環境の保全を
行っている。遊休農地等の発生を防止するた
め、この事業を活用し地域資源の保全管理を
継続して行っていく必要がある。また、構造
変化に対応した担い手の育成と確保、隣接集
落との連携、広域的な活動の実施も考えなが
ら事業を進めていく必要がある。

518 農林課 6 1 12 7 土地改良事業
基幹水利施設管理事業
負担金

　老朽化に伴う機能低下が顕著な用
水路の改修を行い、施設機能を回復
し維持管理の軽減を図るとともに、
地域農業の生産性向上と農業経営の
安定化を図る。

　県が管理する農業用排水施設の維持管
理に係る費用の負担金

　農業用排水施設の維持管理を行うことによ
り農業用排水の安定供給を図る。

Ａ

　農業用排水施設の維持管理を行うことによ
り農業用排水の安定供給を図る。

518 農林課 6 1 12 7 土地改良事業
県営かんがい排水事業
負担金

　老朽化に伴う機能低下が顕著な用
水路の改修を行い、施設機能を回復
し維持管理の軽減を図るとともに、
地域農業の生産性向上と農業経営の
安定化を図る。

　農業用用水施設の改修 　老朽化した農業用施設は今後とも増加する
と見込まれるので、計画的な改修が必要であ
る。 Ａ

　老朽化に伴う機能低下が顕著な用水路の改
修を行い、施設機能を回復し維持管理の軽減
を図るとともに、地域農業の生産性向上と農
業経営の安定化を図る。

518 農林課 6 1 12 7 土地改良事業
県営農地整備事業負担
金

　本事業の実施により、維持管理労
力の軽減とともに、地域内のほ場条
件の均一化を図ることで、中心経営
体の育成と農地集積の促進を図る。

　土地の基盤整備。区画を拡大し農地の
集団化及び面的集積、用排水路、農道の
整備に対し支援。

　事業要望地区において小区画水田、農道が
狭小、水路が一部を除き土水路のため維持管
理に苦慮している。また農業機械の大型化へ
の対応や用排水路などの施設の維持管理に多
大な労力を費やしており、担い手が農地利用
集積を図るうえで阻害要因となっている。

Ａ

　本事業により生産基盤の条件を整えること
で、農地集積の促進、農業生産を担う担い手
の育成、効率的かつ安定的な農業経営を確立
していく。
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518 農林課 6 1 12 7 土地改良事業
国営造成施設等管理体
制整備推進協議会負担
金

　農業水利施設の持つ農業生産面以
外の多面的機能の発揮や環境・安全
に配慮した管理の複雑化・高度化へ
の対応を行うため、施設を管理する
土地改良区等の管理体制の整備を図
る。

　国営造成施設及び国営付帯県営造成施
設を管理する土地改良区等の管理体制整
備を図るため、多面的経費（農業外の雨
水排水の受け入れ、防火用水等）に対し
支援。

　新規に最上川下流地区が採択。町が事業実
施主体となり、最上川下流地区管理体制整備
推進協議会を設立し推進活動を実施する。

Ａ

　推進活動の実施により、関係土地改良区及
び県関係機関との連絡調整を密にし、管理体
制整備を図るため、多面的経費（農業外の雨
水排水の受け入れ、防火用水等）に対し支援
する。

519 農林課 6 2 1 2 林業総務事業
庄内町地元産材利活用
推進補助金

　住宅建築分野における地元産木材
の需要拡大を図り、森林資源の循環
利用促進及び地元木材関連業界の活
性化を図る。

　県産木材を利用して住宅を新築する者
に対し補助する。

　県の同様の補助金や町の他事業と併用が可
能である。新築が減少しているなかで当補助
金の活用が伸び悩んでいる。

Ａ

　町内の木材関連業界の活性化を図りながら
森林資源の循環利用を促す町単独の事業とし
て欠かせない事業である。低迷していた林業
が国をあげたさまざまな施策や県内での木質
バイオマス発電所の稼働など上向きに向かう
なかで町としても結果につながるように事業
展開を考えていかなくてはならない。

519 農林課 6 2 1 2 林業総務事業
庄内町木質ペレットス
トーブ等導入支援事業
補助金

　森林資源の有効活用を図り、森林
の適切な整備及び保全に寄与する。

　町内の住宅、事業所、農業用施設等に
ペレットストーブ、チップストーブ、薪
ストーブを設置する者に対象経費の17％
又は5万円のいずれか少ない額を補助す
る。

　環境に良いという観点で興味を示し購入す
る人も増えてきているが、石油ストーブや電
気ストーブと比較して導入自体にコストがか
かる。 Ａ

　地球温暖化の悪化により環境に優しいもの
へ興味を持つ人が増えてきていることにあい
まって、戦後に植えた木々が伐期を迎えてい
るため有効活用を図るためにも補助金を活用
した導入を促していきたい。

520 農林課 6 2 2 11 林業振興事業
合板・製材生産性強化
対策事業

　地域産木材の競争力強化に向け、
生産性向上等と体質強化を図るため
の合板・製材工場等の整備と原木の
安定供給のための間伐材の生産及び
路網整備等を一体的に推進する。

　木材加工流通施設等整備
　間伐材生産・路網整備等

　町有林の間伐については、森林整備促進・
林業等再生事業という補助事業を活用しなが
ら行ってきたが、平成２７年度で終了となっ
たため、類似の本事業を活用することとし
た。

Ａ

　町有林の間伐については、民有林の間伐と
同様に木材価格が低迷しているため、搬出し
た木材の売り払いだけでは、間伐の経費を賄
うことができない。補助事業を活用し、一般
財源を抑え町有林の健全な育成を図ってい
く。

520 農林課 6 2 2 11 林業振興事業
庄内町森林整備地域活
動支援交付金

　木材価格の低迷、森林所有者の高
齢化や不在村化等により森林施業が
十分に行われない森林が発生するな
ど森林の有する多面的機能に支障を
きたしかねない事態が生じている。
このため森林経営計画を策定し計画
的かつ適切な森林整備の推進を図
る。

　森林経営計画の策定や施業集約化の促
進、森林境界の確認などの地域活動を行
うものに交付金を交付する。

　事業目的に記載のとおり、木材価格の低
迷、森林所有者の高齢化や不在村化等により
森林施業が十分に行われない森林が発生する
など森林の有する多面的機能に支障をきたし
かねない事態が生じている。 Ａ

　木材価格の低迷、森林所有者の高齢化や不
在村化等により森林施業が十分に行われない
森林が発生するなど森林の有する多面的機能
に支障をきたしかねない事態が生じている。
このため森林経営計画を策定し計画的かつ適
切な森林整備の推進を図るため、今後も継続
して本事業を活用していく。

520 農林課 6 2 2 11 林業振興事業
やまがた緑環境交付金
事業

　森林にふれあう機会を創出するこ
とで、森林の保護や森林機能の重要
性を普及・啓発する。

　やまがた緑環境税を財源に、協力団体
等と連携して森林エリアを整備し、森林
資源を活用し、森林体験・自然環境学習
を目的とした各種体験事業を展開する。

　森林について子どもたちに指導する有識者
が高齢化している。町で団体の事務局を担い
さまざまなイベントを実施し子どもたちに森
林の重要性を伝えている。森林について親し
みを持ち、身近にあふれていることを知り、
子どもたちが将来興味を持つ１つの職業へと
つながっていくような森林に触れる機会を
作っていく。

Ａ

　県民税としてやまがた緑環境税が開始され
てから今年で10年になる。しかし県で昨年
行ったアンケート調査結果によると知ってい
ても何に使われているのかわからないという
人や、徴収されていること自体知らないとい
う人もいる。交付金として各市町村に交付さ
れ、地域性などによって多種多様に事業が展
開できることから、庄内町に合った事業を実
施しながらみどり環境税の周知を徹底してい
く。

520 農林課 6 2 2 11 林業振興事業
里山林整備事業業務委
託料

　やまがた緑環境交付金を活用し、
森林景観整備又は人と動物との共存
林の森林整備を実施し、里山林の再
生を図る。

　所有者による手入れがされず、幹線道
路沿いの荒廃した森林を整備を行う。

　森林所有者が高齢化している、また相続し
ても場所が分からない、県外にいるなど森林
を所有していても所有者や委託による整備の
されていない森林が多い。環境税を活用して
幹線道路沿いや人の集まる観光地周辺の森林
整備を行わなければ森林の荒廃が進んでしま
う。

Ａ

　今後も県の交付金を活用しながら、地元住
民の要望を反映し、また景観育成に向けた働
きかけを行うことで幹線道路沿いや観光地周
辺の景観を守っていく。

520 農林課 6 2 2 11 林業振興事業
庄内町間伐実施推進事
業補助金

　公益的機能の高い健全な森林の育
成と林業労働力の確保及び間伐材の
利用促進による中山間地域の経済の
活性化を図る。

　間伐の実施及び間伐作業道の整備を行
うものに対し、補助金を交付する。

　木材価格の低迷により補助事業なしには、
間伐材の売り払い収入だけでは、森林所有者
に収入を分配することができない。逆に費用
負担が発生してしまう。そのため補助事業を
活用し、少しでも森林所有者に分配できるよ
うにし、森林整備への意欲の低下を防がなく
てはならない。

Ａ

　今後も国の補助事業を活用しながら、庄内
町特定間伐等促進計画に基づき、計画的に民
有林の間伐を行うことで、森林所有者の森林
整備の意欲の低下を防ぎ、健全な森林育成の
推進を図る。

520 農林課 6 2 2 11 林業振興事業
林道保全管理事業委託
料

　林道及び林道隣接地の保全。 　林道５路線（立川線、興屋線、小倉山
線、白山沢線、科沢西山線）の道路機能
維持確認作業と草刈り、路面整備等を行
う。

　林道のほとんどが砂利道のため、ひとたび
豪雨に見舞われると路面が洗掘され通行に支
障が出てしまう。路面排水材の設置や泥上げ
などの日常管理を適正に行っていく必要があ
る。

Ａ

　林道の通常の維持管理業務であり、当然町
でするべき事業である。通行者の支障となる
ことが無いようにすることや災害を未然に防
止するためにも、林道の的確な状況把握に努
め、その時の状況に合わせ予算計上をするべ
きである。
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520 農林課 6 2 2 11 林業振興事業
森林管理巡視業務委託
料

　森林の巡視及び調査業務、啓蒙普
及活動業務を委託する。

・森林の巡視業務…山地災害危険個所、
林道治山施設危険箇所等の報告
・森林の調査業務…間伐等森林整備箇所
の調査、森林病害虫の調査
・啓蒙普及活動…間伐未整備林の整備促
進

　森林巡視の際、町管理林道において倒木が
あった場合には見つかり次第報告をうけてい
る。林道によっては通行が多いところもある
ためすぐに倒木を取り除くことで通行の妨げ
にならないよう維持管理へつながっている。

Ａ

　大雨や台風などの異常気象があった際に危
険箇所がないか把握することは当然町でする
べき事業である。また、森林所有者が高齢化
していたり町外や県外へ出ていて所在さえも
わからない場合も増えてきている。森林病害
虫については瞬く間に被害が広がる可能性が
あり、また間伐等の整備については多くの木
が伐期を迎えていることもあり適切な処理が
求められている。今後とも森林組合と協力を
しながら森林の状況把握に努めていかなけれ
ばならない。

520 農林課 6 2 2 11 林業振興事業
森林病害虫等防除事業
委託料

　特定ナラ林において、カシノナガ
キクイムシによる被害の蔓延を防止
する。

　菌の繁殖を抑えることによりミズナラ
等の枯死を予防する、予防薬剤の注入を
委託する。

　北月山荘からキャンプ場までの道路周辺及
び鶴巻池散策路周辺を特定ナラ林に選定し予
防することで、景観を守ることへつながって
いる。周辺一帯は自然を満喫できる宿泊場所
として町内外より年間16,000人の利用者があ
るため今後も予防が必要である。

Ａ

　予防を行っている特定ナラ林において過去
には被害が発見されていたが例年の予防によ
り現在は被害が見られずキャンプ場や散策路
としての景観が保たれている。昨年度に策定
したH28～H31の3ヶ年の特定ナラ林保全個別計
画書に沿って今後も防除を継続していく。

521 農林課 6 2 3 1 水産業振興事業
庄内町水産業関係団体
補助金

　水産業の振興発展を図るため、水
産業団体へ補助を行う。

　水産業団体は、サケやアユなどの放流
やカワウ被害の調査など水産業に資する
活動を行っている。

　施設の老朽化や組合員の高齢化などによる
脱退のため組合員数が減少し、事業を行って
いくことが年々厳しくなってきている。

Ａ

　サケやアユなどの放流、カワウなどの鳥獣
害対策など水産業団体の活動は、自らの利益
のみならず公益性が高いと考える。そもそも
放流事業などは行政でやるべきことと考えら
れなくもないし、実際行政において行ってい
る自治体もある。こうしたことからこの事業
は継続して行っていきたいし、カワウなどの
鳥獣害の被害が拡大し、対策の費用が増加す
れば、拡充も視野にいれていかなくてはなら
ない。

521 農林課 6 2 3 1 水産業振興事業
庄内町淡水魚養殖施設
指定管理委託料

　淡水魚を養殖し、販売することに
より、水産業の振興に資するととも
に、地域特産品としてブランド化
し、地域振興に資する。

　淡水魚の養殖。
　淡水魚の販売。
　イベント等に参加し、イワナの掴みど
りやイワナの塩焼きを提供する。

　最終的には、指定管理委託料が無くても自
主運営していくことが目標ではあるが、今現
在そこまでには至っていない。北月山荘での
消費だけでは数量に限界があり、加工品の開
発や県内、県外への販路拡大を行わなけれ
ば、採算がとれるまでの出荷数量には至らな
い。しかしながらそこまで活動する人手が足
りていないのが現状である。今後若手の人材
育成が必要と考えている。

Ａ

　評価としてＡ「現状のまま継続」としてい
るが、出荷数については加工品の開発や県
内、県外への販路拡大を行い増やしていき、
指定管理委託料については減らしていき、最
終的には自主運営を目標とする。
　また、若手の人材を発掘し、育成していき
たいと考えている。
　淡水魚の養殖については、今後とも継続し
ていき水産業の振興、地域の振興に貢献した
いと考えている。

522 農林課 11 1 1 1
農業用施設災害復旧
費

農業用施設災害復旧費

　農業用施設で発生した災害の速や
かな復旧を図り、もって公共の福祉
を確保する。

　被災箇所の確認、調査、報告、写真撮
影、測量、設計を行い、国の補助基準を
満たす場合は、査定設計書を作成し、査
定を経て災害復旧工事を実施する。

　本来技術職が配置されていることが望まし
いのだが、災害はいつ発生するか分からない
ため、配置されていないのが現状である。こ
のような現状のため技術の継承がなされてい
ないことが課題である。

Ａ

　災害が発生した場合は、補助事業に該当す
るものは、補助事業を活用し、該当しないも
のは単独事業として速やかに対応する必要が
ある。

523 農林課 11 1 2 1 林業施設災害復旧費 林業施設災害復旧費

　林業施設で発生した災害の速やか
な復旧を図り、もって公共の福祉を
確保する。

　被災箇所の確認、調査、報告、写真撮
影、測量、設計を行い、国の補助基準を
満たす場合は、査定設計書を作成し、査
定を経て災害復旧工事を実施する。

　本来技術職が配置されていることが望まし
いのだが、災害はいつ発生するか分からない
ため、配置されていないのが現状である。こ
のような現状のため技術の継承がなされてい
ないことが課題である。

Ａ

　災害が発生した場合は、補助事業に該当す
るものは、補助事業を活用し、該当しないも
のは単独事業として速やかに対応する必要が
ある。

601 商工観光課 2 1 8 1
地域づくり関係事業
費（商工）

立川地域街路灯維持管
理事業

　夜間における道路・交通状況を把
握するため設置されている街路灯に
ついて、事故無く機能させることを
目的とする。

　立川地域に設置されている街路灯253基
に係る用地確保・保守点検（１回/年）及
びそれらの費用負担を、うち町管理分40
基については、電気料の支払いや修繕を
行っている。また、自治会から撤去要望
があった場合については撤去を行ってい
る。

　H28/4/1現在、立川地域に253基の街路灯が
設置されている。旧立川町時代に町が設置し
た街路灯であることから、町管理分40基以外
の集落管理分213基についても町で借地および
保守点検の手続き・費用負担を行っており、
余目地域の街路用とは取扱いが異なってい
る。

Ｄ

　平成29年度末に迎える使用貸借契約の更新
時期に合わせ、老朽化が進む集落管理の街路
灯の要否集約を行い、必要なものについては
維持・管理について合意形成のうえ移管を進
める方向。平成29年度にはその検討会に必要
な予算措置を行う。
撤去を希望するものについては、設置者であ
る町が撤去し、代替が必要な場合は「住みや
すい地域づくり活動交付金」を活用し各集落
が設置することとなる。このため、平成30年
度から3年にわたり70基ずつ撤去するものと仮
定、その費用については、1年当たり@80千円
*70基=5,600千円とするほか、情報発信課にお
いて同交付金の予算措置が必要となる見込
み。
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602 商工観光課 2 1 8 3
カートソレイユ最上
川管理事業費

カートソレイユ最上川
管理事業

　健全なレクリエーションの振興と
健康増進を図る。また、施設及び庄
内町の認知度向上と誘客拡大を図
る。

　施設の維持管理、レンタルカート業
務、カート及びミニバイクの各種大会の
開催、イベントにおけるコインバッテ
リーカーの出張営業等を指定管理者であ
る余目カートクラブソレイユへ委託。

　施設はオープンから１９年が経過し、建
物、カート、計測機器等全体的に老朽化が進
んできている。今後、計画的な修繕が必要で
ある。 Ａ

　利用件数、利用料金とも多少の増減はある
ものの、安全かつ適正な運営に努めている。
今後も知名度のアップや新たな誘客活動を図
るための対策を講じる必要がある。 ●

603 商工観光課 2 1 8 5 小出沼管理事業費 小出沼管理事業

　小出沼親水広場付近の景観保全及
び憩いの場づくりに寄与する。

　適切な施設管理を図るため、地元の小
出新田部落会に管理を委託している。ま
た、地域活性化と施設の認知度向上のた
め、「小出沼親水広場まつり」を開催し
ている。

　小出沼の汚泥の堆積や施設老朽化に伴う修
繕が増加しているが、大規模改修には多額の
予算が必要なため、費用対効果の面から応急
措置で対応している。また、イベント「小出
沼親水広場まつり」については、施設及び人
的に羊の飼育数を増やすことが難しいため、
祭りの規模拡大はできない状況である。

Ａ

　地元自治会の協力を得ながら、今後も適正
に管理運営していく。

604 商工観光課 2 1 8 7 北月山荘等管理事業 北月山荘等管理事業

　北月山自然景観交流施設と南部山
村広場の管理運営を行い、立谷沢川
流域における観光交流人口の拡大を
図ることを目的とする。

　北月山自然景観交流施設（月の沢温泉
北月山荘・北月山ロッジ・北月山ケビン
等）と南部山村広場の管理運営

　平成28年度から北月山荘等管理事業に南部
山村広場管理事業を含めた予算措置としてい
る。南部山村広場を単体として捉えるのでは
なく、北月山荘周辺の一体的管理の中で活用
をしていきたい。また、新たに地域おこし協
力隊が着任したことで、賑わい化と地域活性
化や観光交流人口の拡大を図りたい。

Ａ

　町内外から施設利用者とリピーターの拡大
に向けて、本施設とその周辺のより一層の魅
力向上を図っていく。また、民間経営の意識
を持ち、燃料費等の経費節減に努めていく。

●
南部山
村広場
管理事

業

605 商工観光課 2 1 8 20 温泉施設管理事業費 温泉施設管理事業

　まちなか温泉を管理し、町民の健
康と生きがいづくり、中心市街地の
活性化及び地域の雇用創出を図る。

　指定管理者と締結した基本協定書を
ベースに、施設管理を行う。

　平成26年10月のオープンから間もないた
め、当面、大規模な修繕や設備更新の予定は
なく、その都度、利用者のニーズに合わせた
改修や源泉維持費用の発生が想定される。 Ａ

　大規模な修繕や設備更新については耐用年
数等を加味し、計画を立てておくことが必
要。また、その都度発生する改修について
は、利用者に不便を来さぬよう、指定管理者
と協議の上、対応していく。

606 商工観光課 2 1 8 21 立川地域振興事業費 立川地域振興事業費

　立川地域の地域資源を活用した観
光振興に取り組み、交流人口の拡大
と経済効果の創出、定住人口の促進
を目的とする。

　清川歴史公園構想（第Ⅰ期）の関所か
まえの復元に関する基本設計や立谷沢川
流域秋の味覚マラソン（月山龍神マラソ
ン）実行委員会への助成金など。

　立谷沢川流域振興事業費から立川地域振興
事業費へと事業名称を変更している。清川歴
史公園構想（第Ⅰ期）の関所かまえの復元に
関しては、H28基本設計、H29実施設計、H30工
事を予定している。また、月山龍神マラソン
に関しては、10月9日（日）開催で1,500人を
募集するが、開催日前後に近隣市町村でもマ
ラソン等が開催されることから、参加者確保
に苦労すると思われる。どちらも平成28年度
からの新規事業。

Ｄ

　清川歴史公園構想（第Ⅰ期）の関所かまえ
の復元に関しては、地域の意見も反映しなが
ら、計画どおりに推進していく。月山龍神マ
ラソンに関しては、初年度と言うこともあ
り、年々改善や見直しをする必要がある。

607 商工観光課 2 1 8 22
地域おこし協力隊事
業費

地域おこし協力隊事業
費

　都市圏域等の住民を受け入れ、地
域おこし協力活動をしていただき、
北月山荘とその周辺の賑わい化と地
域の活性化を図ることを目的とす
る。

・地域の様々な交流活動に積極的に参加
し、北月山荘を拠点とした誘客事業の企
画や管内施設と連携した交流人口拡大事
業の企画
・月山登山やトレッキング、ジオツアー
等のガイド業務
・砂金堀りや山遊び・川遊び体験等のイ
ンタープリター業務
・ブログ等による隊員の活動や北月山荘
の情報発信及び活動誌の作成
・特産品の開発と各種物産展出店販売や
新たな販売促進の仕組みづくり

　６月から１名が着任している。地域おこし
協力隊の任期は最長３年間となっているが、
先進地事例なども参考としながら、活動に対
してあまり行政主導とはならないようにして
いる。外部の視点による「気づき」を通じて
地域の資源を掘り起こしたり、最終的には地
域への定住につながればと考えている。 Ｂ

　外部の視点による「気づき」を通じて地域
の資源を掘り起こしたり、都市部の若者によ
る町内移住促進にも寄与することから、複数
人を採用していくことも考えられる。

608 商工観光課 2 1 13 1 風車村管理運営事業 風車村管理運営事業

　次世代エネルギーパークの拠点施
設として、エネルギーについて子ど
もから大人まで楽しみながら学び地
球環境について考える情報発信施設
を目指す。

　普及啓発として、風力発電や自然エネ
ルギー・地球温暖化対策に関する映像の
放映、風の資料展示室における町の風車
の歴史を始め風や風力発電にまつわる展
示物等の展示・風やエネルギーに関する
様々な体験コーナーや遊具の配置、視察
や見学の受入れ等。

　遊具を含む施設の老朽化により、維持修繕
費が年々嵩んできている。交流人口を増やす
ために、遊具・バッテリーカーの更新・施設
内の展示部分の見直しなどによる、今後の入
場者の増加のため全館的なリニューアルが望
ましいと思われる。

Ｂ

　風車村センターは、楽しみながらエネル
ギーについても学べる場として子どもから大
人まで訪れる施設であり、随時視察研修など
の受け入れを行っている。遊具やバッテリー
カーのある風車村センターは、庄内町の中で
も有数の観光スポットである半面、遊具や施
設の老朽化もみられ維持修繕費が年々嵩んで
きている。また、花壇や増殖を行ったラベン
ダー畑等、風車村の芝や附帯園地の維持管理
の予算が不足する傾向にある。施設や遊具の
適正な維持管理ができるよう、予算の確保が
望まれる。

●

27



平成28年度事務事業評価結果一覧表

担当課
Ｎｏ．

所管課 款 項 目
大事
業

大事業名称 小事業（個別事業）名称 事業目的 事業内容 現状と課題
H27対
象事業

今後の方向性

609 商工観光課 4 1 4 4
新エネルギー推進事
業

新エネルギー推進事業

　第三次新エネルギー総合利用計画
の実現に向けた諮問機関として、委
員会を開催し有識者や地元住民の意
見等を取り入れながら新エネルギー
の普及を図る。

　第三次新エネルギー総合利用計画の実
現に向け、新エネルギーを活かした町づ
くりについて調査審議させるための庄内
町新エネルギー推進員会の開催や、新エ
ネルギーの普及及び啓発。

　エネルギー環境を取り巻く情勢は、刻々と
変わるが新規風力発電施設導入に対しての規
制（農地法等）があり、導入が進んでいな
い。再生可能エネルギーのポテンシャルは農
山漁村に多数あり、導入による地域の活性化
と農林業の振興を図る農山漁村再生可能エネ
ルギー法が施行された。同法に基づく基本計
画を策定し、今後変更を重ねていく。

Ａ

　庄内町の新エネルギー事業は町をあげての
重点事業であるため、新エネルギー総合利用
計画及び農山漁村再生可能エネルギー基本計
画に基づき、民間の活力を活用し、官民一体
として町の新エネルギー事業を推進してい
く。ただし、国や電力の施策方針の変更の影
響を受けやすいため、町としては事業進捗に
向け、民間と国・県等との調整を図ってい
く。

610 商工観光課 4 1 4 6
省エネルギー地域活
動促進事業

小中学校省エネチャレ
ンジ事業

　風力発電によって得られた、ク
リーンなエネルギーを無駄なく効果
的に使うため、地域の方々から省エ
ネルギー活動を実践してもらい地球
温暖化対策と環境にやさしい町づく
りを推進する。

　小中学校での省エネルギー活動の実践
による環境教育として小中学校省エネ
チャレンジ事業を実施している。

　児童生徒が自ら電気、水道使用量の削減目
標を設定し、アイディアを凝らした省エネル
ギー活動の実践を行っているが、夜間の体育
館等の一般開放等によるエネルギー使用量の
増加がある。 Ａ

　これまでは一定基準を設け、目標達成校に
対し上乗せする形で報奨金を進呈していた
が、節電及び節水にも限界があるとの現場か
らの声があったことから、基準を見直し現状
維持を目標に取組んでいる。本事業は希望校
にゴーヤの苗を配布しグリーンカーテン事業
と併せて推進いるため、事業の継続性は必要
であると考える。

610 商工観光課 4 1 4 6
省エネルギー地域活
動促進事業

庄内町町民節電所事業

　風力発電によって得られた、ク
リーンなエネルギーを無駄なく効果
的に使うため、地域の方々から省エ
ネルギー活動を実践してもらい地球
温暖化対策と環境にやさしい町づく
りを推進する。

　家庭における省エネルギ―活動の実践
による地球温暖化防止対策として町民節
電所事業を実施している。

　震災以降は電力供給の問題から省エネル
ギー活動への関心が高まっているが、庄内町
町民節電所事業への参加世帯数は年々減少傾
向ある。

Ｄ

　庄内町町民節電所へ幅広い方からより多く
参加して貰えるよう、平成28年度は低炭素杯
2016受賞記念事業の「古い冷蔵庫を探せ！」
と一体となって庄内町民節電所を開催してい
る。ただ、庄内町町民節電所は、今年で13年
目を迎えており、参加者にこれ以上の節電成
果を求めることは難しいと考えられるため、
節電項目や集計方法、算出方法の見直しな
ど、新たな手法を取り入れた上での庄内町町
民節電所事業の継続が必要と考えられる。

611 商工観光課 5 1 1 1 労働対策費 企業福祉事業

　町内企業の相互連携により交流・
研修・福利厚生事業を推進し、企業
の安定的発展及び労働者福祉の充実
を図る。

　庄内町企業同友会が実施する事業に要
する経費に対して企業福祉事業負担金を
支出する。

　企業の移転や閉鎖等による会員数の減少傾
向にある。
　また、事業への参加企業も固定化の傾向に
あり、多くの企業・従業員の参加に向けた工
夫が求められる。
　企業経営者は、立場上多く複数の役職を兼
務していることが多いため、役員の選任が困
難になりつつある。

Ｄ

　事業への参加企業が固定化の傾向にあり、
多くの企業・従業員の参加に向けた工夫が求
められる。
また、企業経営者は、立場上多く複数の役職
を兼務していることが多く、役員の選任が困
難になりつつあるため、負担軽減について検
討が必要。

611 商工観光課 5 1 1 1 労働対策費
庄内町勤労者生活安定
資金貸付金

　未組織労働者または貸付共済制度
を有しない企業に働く勤労者に対
し、低利の生活資金を融資するとと
もに年額保証料について補給金を交
付することにより、勤労者の経済的
負担を軽減し、生活の安定および福
祉の向上を図ることを目的とする。

　町が東北労働金庫に対し、生活安定資
金融資原資を預託し、対象者に協調融資
を行う（融資限度額150万円/人、融資期
間7年間）。また、この融資を受け、日本
労働者信用基金協会（日信協）から信用
保証を受けた場合、その年額保証料の軽
減分を日信協に補給金として支出する。

　利用件数・融資額ともに低調な状態が続
く。生活安定資金融資制度の周知・浸透、融
資条件が一律であることによる利用者の利便
性向上について検討が必要。 Ｄ

　東北労働金庫との協議により、平成28年度
から自動車・教育・福祉・生活資金の融資区
分・融資条件を設定し利便性の向上を図る。
また、利用の拡大に向けた取組みとして、融
資実行機関である東北労働金庫に対して制度
のPR強化を働きかける。

611 商工観光課 5 1 1 1 労働対策費
先端的建築設計拠点化
事業

　先端的建築設計手法である
Building Information Modelingに係
る技術者育成と拠点化を推進するこ
とで、地域外からの取引流入を促進
するとともに安定した雇用と収入が
期待できる「しごと」と高度な知識
と技術を有する「ひと」を創出し、
地元への就職やUIJターン希望者の定
着を目指すもの

　委託先企業のBIM拠点化に向けた人材育
成及び業務体制確立への取組に対して、
平成29年度までの早急かつ短期集中の直
接的支援を行うとともに、事業化や拠点
化推進のために関係企業等との情報交換
を開催するなど、環境整備・与信による
受注開拓への協力、情報発信や理解醸成
に向けた取り組みなどの側面支援を行
う。

　庄内地域においては技術者が不足している
ため、その克服。
　建設業界においては、技術者・人材等の不
足などにより、設計・積算・施工等において
生産性の向上が課題となっているものの、従
来のプロセスからの転換が進んでいない状
況。これをBIMの活用により如何に推進してい
くか。

Ｄ

　地方創生に大きく資する事業とはいえ、単
年度ごとに財源確保や事業執行を行っている
状況であり、次年度の見通しが立たない中で
人材確保が難しい状況。この課題解決のほ
か、これまでのふりかえりをもとに、より実
効性の高い人材育成や業務の受注・実施体制
を目指して改善・見直しを行い、早期の事業
化に向けて継続する。

611 商工観光課 5 1 1 1 労働対策費 労働対策事業

　ハローワークや県等関係機関との
連携・雇用対策事業への参加・協
力、内職相談、町民、若者、UIJター
ン者の就労支援等を通じて雇用の創
出・確保を図る。

　雇用産業活性化支援員を配置し、事業
への参加協力、求人情報の提供や就職相
談を行う。

　人口の減少と雇用情勢の改善により、特に
新卒・若者の求人倍率が高止まりしている。
こうした中、地域活力を維持するためには、
域外への流出率を抑制し、地域内への定着と
企業の人材確保に取り組む必要がある。

Ｂ

　雇用産業活性化支援員については、業務を
通じて地域の雇用情勢に通じ、ノウハウが蓄
積されているため、継続配置をしていきた
い。
　一方、地域産業の人材確保と若者の定着、
政府が掲げる一億総活躍社会の一翼を担うた
めにも雇用対策の重要性は増してきている。
現在の事業のふりかえりと効果的な取り組み
を検討し、地域活力の維持・増進に貢献した
い。
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612 商工観光課 6 1 9 4
農林漁業体験実習館
運営事業

農林漁業体験実習館事
業

　体験学習を通じて自然と農業に対
する理解と親しみを深めるを目的と
し、H23より実習館が宿泊可能となっ
たことから施設の有効活用を図る。

　各保育園及び余目・立川子育て支援セ
ンター等町内施設への体験農園の貸し出
し、農林漁業体験実習館の宿泊及び貸し
出し、そば道楽の会協力によるそば打ち
体験の開催、ラベンダー畑、ブルーベ
リー農園及び風車村全体の草取り等によ
る維持管理。

　風車村活性化のため、ラベンダーの追加植
栽、芝桜の植付、体験農園の貸し出しを増や
したが、管理面積の増加により、草取り、草
刈り及び芝刈りなど、日常的な維持管理費が
嵩むようになった。

Ｂ

　農林漁業体験実習館を含む風車村は、ラベ
ンダー畑やブルーベリー農園を有するなど庄
内町の中でも有数の観光スポットである。特
にラベンダーの摘み取り体験は再開の要望が
多かったことから、平成28年度より本格的に
再開する。ラベンダーの増殖、芝桜の新規植
栽などにより体験農園面積が増加する一方、
草取り、草刈り、芝刈りなど体験農園を適正
に管理するために必要な予算が例年より不足
する傾向にある。風車村の交流人口増を目指
すため、情報発信を強化し維持管理を適正に
行う必要があると考えられる。

613 商工観光課 7 1 1 2 商工観光総務費事業 商工観光総務事業

　本町の商工業・観光の振興、中心
市街地の活性化、農業の6次産業化・
企業誘致・消費者行政の推進のため
必要とされる庶務的な管理を行う。

　各種消耗品、当課所管車両の維持・管
理等事業を行うために必要な物品の調
達、手続き、経費の支出を行う。

　消耗品や車両の適正な調達、管理及び支
出。

Ｂ

　老朽化した車両の更新（リース）、リース
アップ車両の購入を行うほか、電話料につい
ても本事業で支出することとなるため、事業
費が増額となる。

614 商工観光課 7 1 2 1 商業振興対策事業 起業家応援事業

　創業希望者に対する支援を通じて
町内における新たな事業創出を促進
し、地域産業の振興・活力維持と新
陳代謝を図る。

　意欲ある起業家に対し、開業に係る以
下の支援を行う。
①庄内町に起業するものが対象となる資
金を借り入れた場合、借入れから3カ年分
の利子相当額の2分の1以内の額を一括し
て支援
②空き店舗を賃借し改装する場合、内装
工事等の経費の2分の1以内の額を支援

　年度によって起業件数の増減がある。
　創業希望者の掘起こしが課題。

Ａ

　当係は、商工会事務室において業務を行っ
ており、創業者支援の連携体制はできている
が、庄内町創業支援事業計画に基づき、ワン
ストップ窓口の設置とそのPR、認定連携創業
事業者たる庄内町商工会や地域の金融機関と
連携しながら、創業希望者の相談、事業計画
の策定から創業、開業後の経営支援まで段
階・業種に応じたきめ細やかな支援を行って
いく。
　起業家応援補助金については、創業時の負
担を軽減し、早期の経営安定のために効果的
な支援策であるため、今後も継続する。

614 商工観光課 7 1 2 1 商業振興対策事業 商工業振興支援事業

　町内商工事業者又はその後継者の
育成により、経営の持続化、安定化
並びに町内商工業の振興を図るも
の。

　庄内町商工会青年部が行う事業に対し
てその経費を支援するもの。

　補助事業者は、大きく分けて①婚活事業、
②農商工連携事業、③青年部フェアの３事業
に取り組んでいる。
このうち、①婚活事業では、部員のネット
ワークをいかした多方面への参加呼びかけや
企画の工夫により町が実施する婚活イベント
よりもカップル成立数が多い。
②農商工連携事業では、JAあまるめ青年部と
連携し、地元農産物や地域資源を活用した企
画・商品化を行っている。

Ａ

　経営者の高齢化が進み、事業承継が全国的
な課題となっている中、後継者育成の支援は
継続して行う必要がある。
今後は、経営者としての資質向上のために切
磋琢磨できるよう働きかけていきたい。

614 商工観光課 7 1 2 1 商業振興対策事業
庄内町商店街活性化
キャンペーン事業助成
金

　町内の既存商店街からの購買志向
を高め、商店街活性化と振興を図
る。

・協同組合ギフト庄内町によるプレミア
ム付商品券販売事業
・庄内町商工会ハッピーシール部会によ
る企画事業(年度により、事業内容が異な
る場合がある。)

　プレミアム付商品券事業については長期化
しており、加盟店増加と利用者層拡大を目的
に事業全体について再構築する必要がある。

Ｄ

　協同組合ギフト庄内町、ハッピーシール部
会ともに近年加盟店が減少傾向にあることか
ら、現在の加盟店数を維持しながら、新規顧
客や加盟店の確保、誘客効果を高める魅力的
な商店づくりのために、今後も商工会や町補
助金を活用した、効果的な事業展開を期待す
る。

614 商工観光課 7 1 2 1 商業振興対策事業
中小企業等人材育成事
業

　町内中小企業の経営力及び技術力
の向上を図るため、若手の人材に研
修を受講させる中小企業者又は大
工、左官等の建設従事者の後継者育
成を支援する。

　40歳未満の者が受講する研修等の費用
に対して、予算の範囲内で補助金を交付
する。

　匠工後継者等実技研修事業において、研修
受講者の資格についての規定がないため、複
数年度の申請制限や受講者の職歴を踏まえて
補助対象研修の認定を行う必要がある。

Ｄ

　匠工後継者等実技研修事業の受講者要件見
直しの他、より高い効果が期待できる事業と
なるよう改善を図り継続する。

615 商工観光課 7 1 2 2 工業振興対策事業 工業振興対策事業

①中小企業等が共同で行う受注開拓
や技術向上等の活動支援や、②町内
企業の育成と企業立地を促進するた
め助成金等の交付により町内製造業
の振興を図る。

①商工業振興支援事業補助金に基づく中
小企業グループの活動に要する事業費の
支援
②企業振興条例に基づき、町内に工場等
を新設、移設又は拡充を行う場合に、助
成金交付や用地等のあっせん、整地・道
路工事等への協力を行う。

　一部大企業の業績回復や対ドル円安による
製造業の生産拠点の国内回帰などにより、足
元は好調だが先行きを不安視する町内事業所
は多い。好景気を実感できないまま中国の景
気減速の影響を受ける可能性がある。
　また、人材面では、受注はあるが人手不足
で生産体制の拡充が困難な一方、先行き不透
明感から採用を躊躇するジレンマを抱えてい
る。

Ｄ

　受注支援活動への継続的支援は必要である
が、下請け体質から抜け出すための新商品・
技術開発支援については、商工業振興支援事
業の見直しにより、人材の確保・育成につい
ては中小企業等人材育成事業の活用により、
事業者に必要な施策を組み合わせて提案して
いきたい。
　また、国・県の支援策の紹介や申請支援、
公設試等との連携についても必要に応じて
行っていく。
　そのためにも、事業者の現状を知る上で関
係団体・支援機関との連携や事業所訪問は欠
かせないものとなる。
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616 商工観光課 7 1 2 3 商工金融対策事業 商工金融対策事業

　円滑な資金調達による商工業者の
経営基盤の強化を図る。

①山形県商工業振興資金の借入者が山形
県信用保証協会の保証を受けた場合、保
証料の軽減分を補給金として支出する。
（山形県信用保証協会保証料補給制度）
②山形県商工業振興資金のうち対象とな
る資金について、融資実行から3年の間に
支払った利子の1/2を補助する。（商工業
振興資金利子補給制度）

　有利な資金を有効に活用し、経営力の強化
を図ることを目的としているが、近年の経済
状況などから、運転資金への活用が中心と
なっており、先行投資などに活用されるケー
スは少ない。 Ａ

　山形県信用保証協会保証料と山形県商工業
振興資金事業は密接な関連があり、共に商工
業者、金融機関にとっては安定した資金調達
のために効果が高く、事業継続を強く要望さ
れている事業である。
今後も、両事業を継続実施し、町内企業の経
営安定化を通じて商工業の振興を図りたい。

617 商工観光課 7 1 2 4
中心市街地商業等活
性化対策費

庄内町一店逸品運動推
進事業補助金

　個性と魅力ある個店並びに商店街
づくりを通じて本町商業の活性化を
目指すもの。

　庄内町一店逸品研究会が、⑤の事業目
的を達成するために行う「一店逸品運
動」について、予算の範囲内で町が補助
金を交付する。　具体的な活動として
は、逸品研究会の開催、参加店の個別指
導、セミナー開催、逸品カタログ作製、
地元タウン誌への情報掲載、消費者交流
事業、逸品フェア開催、先進地視察な
ど。

　事業開始から10年を迎え、カタログ作成や
PR活動の継続によって地域に定着しているほ
か、参加店の平均年数が8年を超え、また、一
店逸品の全国イベント「全国逸品セレクショ
ン」でも3つの商品が受賞するなど、商品の目
利きやプロデュースの力量が備わっている。
　参加店が自らの経営改善はもとより、周辺
の商工業者・商店会等への波及効果を生み出
し、地域商業活性化の中心となることが求め
られている。

Ｄ

　事業実施から10年以上が経過し、本来であ
れば事業総括のうえ大幅な見直しを行う時期
でである。しかしながら、同研究会の活動の
結果、高質な商品の開発や地元以外への周知
も広がっている現状にあり、中心市街地活性
化への貢献も認められることから、対象経費
を限定して支援を行う。
　一方、中・長期的には研究会の自主運営化
推進のほか、商業活性化のキーパーソンとし
ての意識醸成と新たな事業展開を求めてい
く。

617 商工観光課 7 1 2 4
中心市街地商業等活
性化対策費

庄内町食を活用した賑
わい創出事業補助金

　本町の強みである「飲食業」等の
振興を通じて、交流人口の拡大およ
び継続的な誘客、事業者の意欲喚起
につなげることで、町内の賑わいを
創出することを目的とする。

　庄内町商工会が行う「食を活用した賑
わい創出事業」について、予算の範囲内
において町が補助金を交付する。商工会
が行う具体的な活動としては、飲食店ス
タンプラリー「たべぶら」、たべぶらパ
スポートの作成・発行、町内外に向けた
情報発信、検討会議の開催など。

　町からの補助金事業としては2年目ではある
が、たべぶら事業自体は4年目であることか
ら、一定の定着が見られる。
　一方で、参加店の意識自体は低く、賞品頼
りの傾向が見られるほか、この事業を機に参
加店単独又は店舗間の協力による独自の集客
事業は生まれていない。

Ｄ

　「たべぶらパスポート」がスタンプラリー
形式ということもあり、参加者の95%以上が庄
内地域となっている。このため、平成24年度
から2年間の委託事業を含む4ヵ年の事業で、
庄内地域に対しては町内飲食店の充実度をPR
できたものと考える。
　今後、人口減少や購買力減退に伴い、経営
環境が厳しくなることが予想される中、事業
を継続するには、地域の外から消費を呼込
む、地元農産物を活用したメニューで経済効
果を拡大するなど、事業の見直しが必要。
　そのためには、参加店舗の主体的取組みが
必要不可欠であり、事務局である商工会の
リードに負うところが大きいものと考える。

617 商工観光課 7 1 2 4
中心市街地商業等活
性化対策費

庄内町中心市街地まち
づくり協議会助成金

　まちづくりにおけるリーダーの育
成、空き店舗の効果的な活用、賑わ
い創出事業の実施等による中心市街
地の活性化を図ることを目的とす
る。

　庄内町中心市街地まちづくり協議会が
行う中心市街地の活性化を目的とした事
業について、町が経費の一部を助成す
る。平成27年度は、空き店舗を活用した
コミュニティ施設（ATemPo）の運営や中
心市街地の賑わい創出を目的としたイベ
ント（野外パフォーマーズライブ）の開
催などを実施。

　ATemPo事業ならびに賑わい創出事業ともに
中心市街地まちづくり協議会が中心となり、
自主的に事業を企画実施している。
　まちづくりリーダーの育成や他団体との幅
広い交流によるまちづくりを通じた中心市街
地活性化計画の具現化が課題。

Ｄ

　今後は、まちづくりリーダーの育成や他団
体との幅広い交流によるまちづくりを通じた
中心市街地活性化計画の具現化を推進するた
め、企画・運営・調整等で担当職員の継続的
な支援が必要。
　また、事業費については、国や県の支援施
策の情報収集・活用のほか、適宜事業実施に
必要な予算を措置する。

618 商工観光課 7 1 2 5
新産業創造館管理事
業

新産業創造館管理事業

　産業振興、雇用創造及び中心市街
地活性化とともに、６次産業化を推
進する拠点として、新産業創造館の
管理運営を行う。

　新産業創造館にかかる施設管理及び６
次産業化推進拠点としての運営。

　平成26年5月10日にオープンして３年目を迎
えるが、新産業創造館の貸オフィス・貸工
房・テナントの継続利用による使用料等の確
保と、６次産業化推進拠点施設としての運営
とともに、施設管理にかかる経費削減に努め
ていく。

Ａ

　平成26年5月10日にオープンして３年目を迎
えるが、新産業創造館の貸オフィス・貸工
房・テナントの継続利用による使用料等の確
保と、６次産業化推進拠点、地域の雇用創出
と起業・創業を支援する施設としての運営を
するとともに、施設管理にかかる経費削減に
努めながら、事業を継続していく。

619 商工観光課 7 1 2 8 ６次産業化推進事業 ６次産業化支援事業

　「６次産業化の里づくり」推進の
ための拠点となる庄内町新産業創造
館の活用による商品開発から販路拡
大、６次産業化に携わる人材の育成
や支援施策等の企画、立案ととも
に、施設運営の評価を実施し、効
果、効率的な運営を目指す。

　新産業創造館入居エリア（貸工房）に
係る全室入居と６次産業化支援施策（設
備等導入補助）の活用。
クラッセ６次産業化工房利用者の連携と
生産品に係るバザール販売エリアの設置
及び確保。

　入居エリア（貸工房４室、食のアンテナレ
ストラン、なんでもバザール、カフェコー
ナー）については、現在全室入居となってい
る状況を維持していくとともに、新たな商品
開発に向けた設備導入支援制度の活用につい
ても引き続き支援をしていく。

Ａ

　昨年度までの「実践型雇用創造事業」か
ら、今年度より６次産業化推進にかかる部分
の継続と６次化工房の管理、運営も主要事業
として行うことにより、６次化支援事業とし
て継続していく。

619 商工観光課 7 1 2 8 ６次産業化推進事業
食の安心・安全のブラ
ンドづくりと地域６次
産業化推進事業

　６次産業化工房の活用と支援員確
保に加え、特産品づくりを中心とし
た起業、創業支援を行うとともに、
庄内町ブランドの構築を目指す。

　新産業創造協議会に委託して事業を行
う。
・６次産業化推進事業
　（庄内町産農林水産物を利用した加工
特産品の開発と加工特産品の販路拡大）
・新産業創造火共同利用加工場管理業務
　（加工施設哩機器保守点検、機器取扱
い指導及び食品衛生指導）

　昨年度までの「実践型雇用創造事業」か
ら、　今年度より６次産業化推進にかかる部
分の継続と、６次化工房の管理、運営や庄内
町ブランドの創設を主要事業として、新たな
起業、創業を支援し、雇用の創出を図ること
として、事業の委託先である新産業創造協議
会の組織体制の見直しを図って、新たに事業
をスタートすることとなったが、関係各機関
との連携を密にしながら、事業を進めていく
必要がある。

Ａ

　今年度の新規事業となっているため、事業
を進めていきながらということになるが、継
続して事業を進めていく方向である。
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620 商工観光課 7 1 3 1 観光物産対策事業 観光推進事業

　本町の観光推進により町の活性化
を図るため、誘客事業の実施、イベ
ント等観光協会への支援、広域観光
団体との連携事業を実施する。

　観光資源の掘り起しによる観光情報の
発信やＰＲ、誘客企画やイベント開催、
あるいは他市町村と連携した広域事業の
取組みにより観光交流人口の拡大と地域
活性化を図る。

　事業の多くを観光協会に委ねており、町と
観光協会が一体となって誘客事業に取り組ん
でいる。H26年にオープンした施設の集客効果
もあり観光入込数は７０万に達している。し
かし、通年を通した誘客を図るための滞在体
験型観光づくりが必要である。

Ｂ

　観光振興計画の具現化にむけた活動の指針
として、アクションプランを策定し、より強
力に観光施策を推進していく。特に地域経済
への波及効果が大きい体験・滞在交流型観光
の拡充に努めるため、観光専門員の増員やま
ち歩き、着地型ツアーの企画、新たなイベン
トの創出など交流人口拡大を図るための仕組
みづくりを展開する。

620 商工観光課 7 1 3 1 観光物産対策事業 物産対策事業

　首都圏等における本町特産品フェ
アを開催し、特産品の販売、ＰＲ
、販路拡大を図る。

　白金プラザ会や港区交流物産展を中心
とした首都圏での庄内町特産品フェアを
開催したり、山形観光物産市や南三陸町
福興市に参加し本町の特産品ＰＲや販売
を推進する。
町内業者が販路拡大や受注開拓を目的に
して物産展に出展したり、土産や特産品
の研究開発や販路拡大のための事業に対
して支援するため補助金を交付する。

　白金プラザ会との交流から始まった港区を
中心とした首都圏特産品販売事業は、観光交
流も含め順調に推移している。単にフェアの
際の販売に留まらないように販路拡大（顧客
拡大）に繋がるように仕掛けてはいるもの
の、大きな伸びは現われていない。商工業振
興支援事業の利用者も固定傾向にあり、新規
開拓が必要である。

Ａ

　港区との観光物産交流も来年度で１０年目
を迎えることから、商店街との基本協定締結
を結ぶことが可能であることから、今後、観
光交流、販路拡大、災害支援等多方面でのメ
リットが期待できる。

621 商工観光課 7 1 3 2 観光施設管理事業 観光施設管理事業

　利用者がいつでも安全・快適に利
用できる施設状態の維持管理を目的
とする。

・狩川駅周辺施設管理事業
・清川駅トイレ管理事業
・楯山公園管理事業

　管理団体と連携をして、円滑な管理運営を
行っている。今後も常に清潔な状態を保ち、
利用者がいつでも安全・快適に利用できる施
設の維持管理に努めていく。

Ａ

　今後も常に清潔な状態を保ち、利用者がい
つでも安全・快適に利用できる施設の維持管
理に努めていく。

622 商工観光課 7 1 3 3
グリーン・ツーリズ
ム事業

グリーン・ツーリズム
事業

　交流人口の増加・組織の育成と充
実・実践者の育成・民泊受入協力者
の拡大

　グリーン・ツーリズムを推進するため
に必要な啓発・普及、情報発信等の条件
整備を会員、関係機関等が一体となって
実施し、都市と農村の交流等による地域
の活性化を図る。

　グリーン・ツーリズムに対する意義やメ
リットへの認知度が低く、事業の拡散につな
がらない。

Ａ

　グリーン・ツーリズム事業は滞在体験型観
光づくりの有効な手段の一つである。自然、
農業体験をはじめ、教育旅行の受入れを積極
的に推進するためにも、本町の受入体制整備
は急務である。そのために、会員研修や体験
メニューづくり、教育旅行誘致等を推進して
いく。

623 商工観光課 7 1 4 1 企業誘致推進事業 企業誘致推進事業

　企業の誘致により、雇用の創出・
確保を図る

　山形県企業誘致促進協議会や日本立地
センターを活用して首都圏企業の情報収
集を図るとともに、工業団地等への企業
の立地を促進する。
　また、金融機関への貸付金原資の預託
を通じて進出企業に低利の融資を行い、
工業団地等へ又は大規模な立地を促進す
る。

　庄内臨空工業団地は分譲が進み大規模な企
業立地が望めない中で、既存事業所に対して
拡張を働きかけている状況。
　企業振興条例による支援策は効果はあるも
のの、他自治体との差別化にはならない。 Ｄ

　町内工業団地の分譲推進のために必要な取
組みを見直す必要がある。
　庄内地域や本町の地理・気候・産業・交通
条件・従業員の確保等を整理し、誘致する事
業所の業種・規模の絞り込み、企業振興条例
に基づく奨励措置の拡充、企業誘致担当の人
材育成や外部人材の活用などコストと求めら
れる成果を比較し検討する。

624 商工観光課 7 1 5 1 消費者行政推進事業 消費者行政推進事業

　消費生活相談や消費者教育・啓発
に係る事業を実施し、消費者の意識
高揚と知識向上、消費者被害の未然
防止に努める。

　平成21年度以降、地方消費者行政活性
化基金等を活用し、消費者相談窓口の開
設および休日相談会を実施し、消費生活
相談体制を整備し充実させるとともに、
庄内町消費生活団体連絡協議会と連携
し、消費者教育講演会や啓発活動を実施
した。

　今後、消費者被害の大多数を占める高齢者
人口の増加、また急速なインターネット等の
普及に伴う消費者問題の多様・巧妙化により
相談者数は増加すると予測される。これに伴
い、消費者相談体制の充実、拡充および消費
者被害未然防止のための消費者教育や啓発活
動の実施はこれからの重要な課題である。 Ａ

　平成21年度以降、地方消費者行政活性化基
金等を活用ししてきたが、山形県が計画した
「地方消費者行政強化作戦」に基づき、消費
生活相談体制整備を中心とした予算活用が指
導されている。現在活用している山形県消費
者行政推進事業費補助金では補助メニュー毎
の活用期間が定められているが、首長表明を
おこなう事での延長要件等もある事から、今
後も相談体制強化を中心に補助金等を活用し
ながら、更なる内容充実をはかり消費者教
育・啓発活動を実施していきたい。

625 商工観光課 ― ― ― ―
風力発電事業（特別
会計）

風力発電事業

　立川地域の特徴である「清川だ
し」を逆手に取った風力発電事業に
よる、地球温暖化等の環境問題やエ
ネルギー問題への対応。

　町営風力発電所の運営 　運転開始後15年目を迎え、機器の老朽化に
よる故障停止が心配。修繕対応は、委託業者
が他発電所での経験等により一定技術力を付
けたものの、稀に交換部品の国内在庫がない
場合は、海外からの取寄せによる長期間停止
がある。

Ａ

　町営風車は、町の環境施策のシンボル的な
存在でもあるので、今後も経営が黒字に推移
していく限り継続していくべきであると考え
る。

626 商工観光課 2 1 8 9
立川地域振興事業費
【繰越】

月山ジオパーク構想事
業

　月山周辺自治体と連携し、月山ジ
オパーク構想を推進する。日本ジオ
パークネットワークへの加盟を目指
し、月山を中心に地域資源、魅力の
再発見により、地域の活性化・交流
人口・観光客の増加を目指す。

　平成28年度は、月山ジオパーク推進協
議会設立２年目を迎えるが、初年度の実
績を踏まえ、土台作りを強化していく。
具体的には、認定申請を行うとともに月
山周辺地域における各種ジオパーク活動
に地域一体となって取り組んでいく。ま
た、月山ジオガイドの体制整備や育成、
ジオ資源の魅力・特性を生かした観光・
交流事業を更に推進していく。

　広域連携であるうえに、他地域のジオパー
クと違い専属の職員を配置せず、各市町村と
も兼務職員が業務を行っている。活動範囲が
広いことや業務が多岐にわたるため、学校教
育や防災教育といった普及活動など遅れてい
ることも指摘されている。今後も学習会やシ
ンポジウム、各地への出前講座などを通し
て、ジオパークへの理解を深めながら、地域
の意識醸成を図っていく。

Ａ

　日本ジオパークネットワークに加盟するた
めの審査は、三段階（書類審査⇒プレゼン
テーション⇒現地審査）あり、現在（H27.6.1
現在）は、5/21開催のプレゼンテーションを
終えた段階にある。今後（8/2～4）現地調査
を経て結果が公表となる。認定されても４年
ごとに再審査を受けなければならないため、
持続可能な組織体制の構築を図る必要があ
る。
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701 建設課 3 2 1 1
児童遊園維持管理事
業

児童遊園維持管理事業

　児童遊園の維持管理により安全、
安心そして楽しく遊べる環境の整備
を図り、児童の健全育成に資する。

　児童遊園（4箇所）の清掃、除草、花壇
の管理、樹木の剪定や雪囲い、さらには
遊具の安全点検や補修等を計画的に行
う。

　管理にあたって、シルバー人材センター、
町内老人クラブ、集落等、管理してもらって
いる団体の形態は違っているが、各団体とも
熱意をもって清掃や施設の見回りに当たって
もらっている。しかし、内容によっては予算
処理がされておらず、直ちに要望に応えられ
ないのが現状である。

Ａ

　施設を安全・安心して利用してもらうため
に、施設の状況を把握しておくとともに、計
画的な修繕に努めていく必要がある。また、
危険箇所が発生した場合は早急に対応できる
よう予算の確保を行っていく必要がある。

702 建設課 6 1 11 1 農村整備事業費 農村公園維持管理事業

　農村公園の維持管理により安全、
安心そして快適な農村環境の確保を
図る。

　農村公園（13箇所）の清掃、除草、花
壇の管理、樹木の剪定や雪囲い、さらに
は遊具の安全点検や補修等を計画的に行
う。

　農村公園は、二俣農村公園・荒鍋内川農村
公園を除くほか、主に関係集落に日常の清掃
や樹木の管理をお願いしており、概ね良好に
行われている状況である。遊具等の整備が昭
和50年代後半から順次行われており、毎年更
新あるいは修繕の指摘がされており、その予
算確保が課題である。

Ａ

　施設を安全・安心して利用してもらうため
に、施設の状況を把握しておくとともに、計
画的な修繕に努めていく必要がある。また、
危険箇所が発生した場合は早急に対応できる
よう予算の確保を行っていく必要がある。

703 建設課 8 1 1 2 土木行政推進費 道路台帳図面補正事業

　町道の廃止、認定及び区域の変更
に伴う補正に対応して、道路台帳図
面を適正に管理する。

　毎年度の町道の廃止、認定及び区域の
変更を適正に管理するため、業者委託に
より道路台帳図面の補正を行うことによ
り最新の状態に更新する。

　毎年度末に一括して補正を行っており、適
正に管理している。

Ａ

　土木行政推進費は、町道の廃止、認定及び
区域の変更に伴う補正を行い、町道を管理す
るための重要な事業であり、現状のまま継続
することが必要と考える。

704 建設課 8 2 1 1 町道維持補修費 町道雑草刈事業

　町道の適切な維持管理を行い、通
勤通学路等における通行の安全を確
保する。

　町道舗装補修・安全施設補修について
は町道の全路線を対象に実施、道路維持
パトロールや町民からの通報連絡により
現状確認、修繕が必要な場合、順次対応
している。
町道雑草刈については通勤通学路を基本
に除草作業を実施している。

　社会資本としての構造物が経年劣化してお
り、維持補修費が増加してきている。

Ａ

　道路維持補修は町民が日常生活を営む上で
必要不可欠であり、継続して適切な維持補修
を行っていかなければならない。

704 建設課 8 2 1 1 町道維持補修費
町道等維持補修管理工
事

　町道の適切な維持管理を行い、通
勤通学路等における通行の安全を確
保する。

　町道舗装補修・安全施設補修について
は町道の全路線を対象に実施、道路維持
パトロールや町民からの通報連絡により
現状確認、修繕が必要な場合、順次対応
している。

　社会資本としての構造物が経年劣化してお
り、維持補修費が増加してきている。

Ａ

　道路維持補修は町民が日常生活を営む上で
必要不可欠であり、継続して適切な維持補修
を行っていかなければならない。

705 建設課 8 2 1 2 除排雪対策費 除排雪対策費

　冬期の雪による交通障害を克服す
るため町道等の除雪・排雪を実施
し、通勤・通学路の通行の確保と安
全を確保し、産業活動の維持発展と
住民生活の安定を図る。

　車道及び歩道の除排雪の実施。地域や
住民から除雪に対する理解及び協力を得
るため、平成23年度から学区毎に区長、
除雪業者、建設課の話合いを行ってい
る。庄内町生活道路除雪事業補助金の参
加集落のさらなる増への呼びかけ。除雪
オペレーターの技術向上研修参加への呼
びかけ。

　冬期間は通行止めにしても良いと町民理解
を得られる路線はしないなどの対策を講じた
いと思っているが、実施となるとなかなか了
解が得られない。

Ａ

　除排雪対策事業は、冬期間の生活道路を確
保して、町民が安全で安心できる生活環境を
維持するための重要な事業であり、町民から
の要望が多く、また多様化もしていることか
ら現状のまま継続することが必要と考える。

706 建設課 8 2 2 1 町道改良費 市街地排水対策事業

　市街地排水対策事業の実施によ
り、生活環境基盤の整備を図る。

　近年の大雨により市街地で浸水被害が
生じているため、平成20年に市街地排水
対策調査を実施した。その調査結果等を
踏まえ浸水被害等の常習地域を優先的に
水路等の整備を行い被害の軽減を図る。

　工事を実施しても部分的な対策になってし
まい、抜本的な対策が講じられない。

Ａ

　これまで、浸水被害箇所を重点的に工事を
実施してきたものの、部分的な対応であり、
抜本的な対策となっていない。抜本的な対策
は、東北農政局で整備予定の「最上川下流沿
岸農業水利事業」に期待するところである
が、浸水被害の軽減を図るため、今後も継続
して対策を講じていく必要がある。

706 建設課 8 2 2 1 町道改良費 町道改良舗装事業

　道路改良舗装、側溝整備等事業の
実施により、生活環境基盤の整備を
図る。

　平成１８年度から始まった町道整備に
係る集落要望は、３年度毎に見直しを実
施し、公表した優先順位に基づいて事業
を実施している。

　集落からの要望が多く、予算にも限りがあ
るため、事業化を何年も待っている状況にあ
る。

Ａ

　事業の進捗を図るため、国の交付金事業を
活用しているが、近年、要望額に対する内示
額が約半分という厳しい状況である。計画ど
おりに進捗していない状況であるが、足りな
い分は起債を活用して事業の進捗を図ってい
く必要がある。

706 建設課 8 2 2 1 町道改良費
町道清川木の沢線改良
舗装事業

　道路改良舗装、側溝整備等事業の
実施により、生活環境基盤の整備を
図る。

　狭小で蛇行していて見通しの悪い板敷
橋から木の沢集落までの利用者の安全性
を確保するため、一部歩道を新設した道
路を整備する。

　国の交付金事業を活用し事業を実施してい
るが、近年は要望額に対し内示額が大幅に縮
減されており、事業が計画どおりに進捗して
いない状況である。

Ｆ

　今年度で事業が完了となり、交通の安全が
確保される。

707 建設課 8 2 2 1 橋りょう維持費 橋りょう維持費

　庄内町橋梁長寿命化修繕計画に基
づいて橋梁の点検や補修を実施し、
町民の生活に不可欠な道路ネット
ワークを恒久的に提供する。

　高欄や桁、路面、橋台、あるいは橋脚
等に異常がないか点検し、異常が認めら
れた場合は迅速な補修を行う。

　本町の橋梁数は、一級町道に56橋、二級町
道に30橋、その他町道に116橋の合計202橋と
なっている。全て永久橋になっているが、昭
和初期に架橋された橋もあり老朽化している
橋があるのが現状である。

Ａ

　橋梁点検・診断結果に基づいて補修を実施
しており、今後も継続的に実施していく必要
がある。また、橋梁の点検については、5年に
１回実施しなければならないため、今後も継
続していかなければならない。

708 建設課 8 3 1 1 河川総務費 毒矢沢川土砂撤去工事

　水害から町民の生命と財産を守
り、安全で安心できる生活の確保を
目指す。

　河川に堆積した土砂を撤去する。 　工事後、暫く経過するとまた土砂が堆積す
ることが想定される。このため、現地を確認
しておくとともに、工事を計画的に進めてい
く必要がある。

Ａ

　工事を実施することにより、町民の生命と
財産を守ることが図られるため、今後も現地
を確認しておくとともに、工事を計画的に進
めていく必要がある。
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708 建設課 8 3 1 1 河川総務費 最上川堤防除草事業

　河川環境保全及び洪水対策 　国から町が委託を受け、町が庄内町最
上川堤防除草管理組合連合会に再委託し
て、最上川堤防の除草を行う。

　受託者である庄内町最上川堤防除草管理組
合連合会の会員の高齢化が進んでいる。 Ａ

　最上川堤防除草管理組合連合会への再委託
が可能であるかぎり、町で受託していく。

708 建設課 8 3 1 1 河川総務費 京田川堤防除草事業

　河川環境保全及び洪水対策 　県から町が委託を受け、町が京田川堤
防除草組合に再委託して、京田川堤防の
除草を行う。

　現在再委託している京田川堤防除草組合に
ついては、高齢化や担い手不足により、作業
が困難になっており、業者委託や事業の休止
をしている集落もある。今後も増加するもの
と考えられる。

Ａ

　継続して京田川堤防除草組合へ堤防除草を
再委託し、河川環境保全及び洪水対策に努め
ていく。また、県委託単価の増加も要望して
いく。

709 建設課 8 3 1 4 桜づつみ整備事業 桜づつみ整備事業

　うるおいのあるまちづくり推進の
一環として、さくらの植樹・育成・
保存などを通じた景観づくりや環境
美化を柱とした地域づくりの活動を
組織化し日本一のさくら回廊の創出
を目指す。

　根底にある災害に備えた堤防強化と環
境保護のため、植樹･維持管理でさくらの
愛護を通じて郷土の緑化活動を実施す
る。

　本事業は国（国土交通省）と町が連携し進
めていく事業であるため、すべてを民間委託
は困難と考えている。
草刈等の委託料や交付金減少、作業者の高齢
化等により維持管理が大変厳しくなってきて
いる。

Ａ

　環境美化のため、草刈等維持管理は毎年必
須となる。交付金の減少や作業者の高齢化等
により維持管理が大変厳しくなってきている
が、地元住民を含め、現状維持で管理してい
きたい。

710 建設課 8 4 1 1 都市計画総務費 都市計画審議会

　庄内町の都市計画のあり方につい
て町長の諮問に応じるため、都市計
画審議会を開催する。また、都市計
画全般にわたる所掌事務を行う。

　都市計画行政の円滑な運営を図るた
め、都市計画法第77条の2第1項の規定に
基づき審議会を設置し、町長の諮問に応
じ審議する。

　法令に基づき設置された審議会であるが、
ここ数年、町長より諮問事項がないため、具
体的な審議までには至っていない。委員の任
期が２年間であり、都市計画に関係のある行
政関係者、各種関係団体の代表者、公募の方
で構成されているが、意見交換の場として、
年１回の開催にとどまっている状況である。

Ａ

　法令に基づいて設置されている審議会であ
るため、諮問事項がない場合であっても、意
見交換の場、今後の庄内町の都市計画につい
て検討していく場として、最低年１回は開催
していかなくてはいけないと考えている。な
お、都市計画協会等各種負担金については各
種団体との関係上削減できない。

711 建設課 8 4 2 1 街路事業費 街路事業

　都市計画道路の整備計画の立案、
事業認可、整備、補助申請等により
街路整備を実践し、交通ネットワー
クの確保を図る。

　都市計画道路の調査、整備等を行う。 　都市計画道路の整備計画については、昭和
４０年代に計画された内容が現在もそのまま
残っているが、現状に合わせて考えると用地
の買収も含め、実現性の薄いものもある。現
在の計画を変更するには、すでに用地を買収
している箇所があったり、計画に合わせて
セットバックして建築物を建てているものも
あるため、慎重に対応しないといけない。

Ａ

　ここ数年、都市計画道路の整備計画につい
て具体的な事業がないため、存目程度に予算
計上している。平成27年度については、予算
内で参考図書を購入している。

712 建設課 8 4 3 1
都市下水路維持管理
費

都市下水路維持管理事
業

　公共水域の水質保全。計画区域雨
水を円滑に排除し、浸水を防ぐ。

・堆積土砂等の浚渫による水質保全、下
流断面の確保、処理施設の適正な維持管
理
・水路及び関連施設の緊急な改修、整備
による排水対策

　Ｈ20年度に実施した市街地排水対策調査に
よれば調整池が検討されているが、多額の費
用が必要であり、現実的に無理がある。ま
た、既設の施設を拡幅等するにしても多額の
費用がかかるため、現実的ではない。

Ａ

　都市下水路管内の環境保全、浸水被害の未
然防止の観点から、今後も現状のまま事業を
維持していく必要があると考える。

713 建設課 8 4 4 2 公園維持管理費 公園維持管理費

　地域住民のやすらぎと憩いの場と
して、快適で安全に利用できるよう
維持管理を行う。

・維持管理については、2つの公園は指定
管理者者に委託し、残りの2つの公園は、
町が直接、草刈り等を業者委託等して実
施している。
・老朽化した公園施設の修繕、改修等を
実施している。

・H21年度から八幡公園とふれあいひまわり広
場の維持管理を指定管理者に委託している。
・施設や遊具の維持管理については、安全管
理の徹底とともに、危険防止のため、故障や
破損後の修繕だけでなく、老朽化対策として
計画的に修繕等を実施する必要がある。

Ａ

・安全性の確保のため、定期点検、日常の点
検を今後も継続して実施する。
・民間と協働し、指定管理者による公園の維
持管理を継続して委託し、快適性、利用率の
向上を図る。
・遊具の老朽化に伴い、維持管理経費も増大
していく。現時点では重大な事故につながる
恐れはないが、ライフサイクルコストの縮減
のためにも、計画的に修繕を実施する必要が
ある。
・フラワーガーデンの利用方法について、旧
余目保育園解体後、有効活用を検討する必要
がある。
・利用者が一番多い土日・祝日に、管理人が
休みであることから、施設管理や安全確保の
ため、管理人の勤務体制について、検討する
必要がある。

714 建設課 8 5 1 1 町営住宅維持管理費 町営住宅維持管理事業

　町営住宅の適正な維持管理及び使
用料徴収率の向上を図る。

　町営住宅の適正な維持管理及び使用料
徴収

　余目地域においては常時満室状態だが、南
町団地においては常時空き家になっている住
宅がある。近年は高齢化に伴い、単身で入居
できる部屋の人気が高い。使用料について
は、今のところ多額の滞納はない。

Ａ

　基本的に現状のまま継続で良いが、南町団
地の空き家解消に向けた検討が必要である。
また、高齢化対策に関しては、関係機関と連
携しながら今後の方向性を検討していきた
い。

715 建設課 8 5 1 2 持家住宅建設事業 持家住宅建設祝金事業

　町内における持家住宅の建設促進
による住環境の整備と、関連業界の
振興及び消費需要の拡大と景気浮揚
を図る。

　持家住宅の建設工事(町内業者)に要す
る経費に対して、給付金(祝金)を交付す
る。

・今年度から、住宅関連事業として主担当を
管理係から都市計画係に変更している。ただ
し、受付業務は従来どおり両係で行ってい
る。
・住民のニーズは高く、例年、補正予算を組
んで対応している一方、財政の負担感が高く
なっている。

Ａ

・住民のニーズが高い。H20年度の事業開始か
ら9年目を迎え、大きな成果を残している。
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715 建設課 8 5 1 2 持家住宅建設事業
住宅リフォーム祝金事
業

　住宅等の増改築促進による住環境
の質の向上及び関連業界の振興を図
る。

　要件工事を含む住宅リフォーム工事
（県内業者）に要する経費に対して、給
付金（祝金）を交付する。

　住民ニーズも高く、100％県補助金のため効
果的な事業であるため、引続き実施してい
く。 Ａ

　住民ニーズも高く、100％県補助金の有利な
事業であるため、県補助事業が継続する限
り、町でも継続して実施する。

716 建設課 8 5 1 4
住宅建築物耐震改修
等事業費

住宅建築物耐震改修事
業

　町内の木造住宅及び建築物等の地
震に対する安全性を図り、震災に強
いまちづくりを推進する。

　木造住宅の耐震診断に対する補助、耐
震診断を受け強度を補強する木造住宅へ
の改修補助、民間の建築物耐震診断の補
助を行うことで、耐震化の促進を図る。

　近年の状況として、木造住宅の耐震診断ま
では実施するものの、補強費用の面から耐震
改修まで至らない状況にある。これまで木造
住宅耐震改修補助金の実績はない。建築物の
耐震診断についても、今までの実績として１
件でとどまっている状況である。

Ａ

　建築物の耐震化については、いつ起きるか
わからない地震に対し、安全性を高めるため
急務となっている。近年日本各地で大規模地
震が頻発し甚大な被害が発生している。町民
の生命、財産を地震等災害から守るために
も、耐震診断、耐震改修に対する補助を今後
も継続していく必要がある。

717 建設課 8 5 1 5
若者定住促進助成事
業

若者定住促進助成事業

　若者の定住を促進し、活力に満ち
た地域づくりを推進するため、町内
に定住する若者夫婦世帯に対して助
成金を交付する。

【家賃助成】賃貸住宅に住んでいる登録
者が町内に住宅を取得した場合に、取得
費用の一部を助成
【移住促進助成】平成24年度で終了
【支援事業】家賃助成事業又は移住助成
事業の該当者で、取得した住宅に係る家
屋の固定資産税相当を助成、平成28年度
で終了
【入居者支援助成】若者定住促進住宅の
入居者が町内に住宅を取得した場合に、
取得費用の一部を助成
【定住促進助成】町外に住所を有すると
認める者以外の者が町内に住宅を取得し
た場合に、取得費用の一部を助成（町外
に住所を有すると認める者が町内に住宅
を取得した場合に、取得費用の一部を助
成することは国の交付金対象）

　若者世帯が町内に定住する際の費用の一部
を助成するため魅力ある制度になっている。
特に町外からの転入者への住宅取得費用に対
する助成金は金額も高額であるため、大変喜
ばれているが、例年補正予算を組んで対応し
ていることもあり財政の負担感が高くなって
いる。

Ａ

　この制度は、町外からの移住に繋がってお
り、当面は、現状のまま継続したいが、庄内
管内他市町でも同様の定住支援事業を実施し
ているため、助成内容等を確認しながら、改
善が必要な場合は検討していきたい。

718 建設課 8 5 1 6 空家等対策事業 空家等対策事業

　全国的に課題とされている空家問
題について、国の指針に基づき施策
をより一層推進することを目的とす
る。

　「空家等対策の促進に関する特別措置
法」に基づき、「庄内町空家等対策計
画」を策定する。その前段として、町内
の居住されていない住宅等の実態を把握
するためデータベース構築事業を実施す
る。

　庄内町において、専用住宅、併用住宅合わ
せて400件を超える空家物件が存在する。空家
の所有者、構造及び危険度のランク化等を
データベース化し、管理されていないものに
ついては、近隣の住民の生活に支障をきたす
ことのないよう指導していかなくてはいけな
い。今後、少子高齢化等さまざまな要因で、
空家が増加していくことは避けられず、町の
指針となるものが必要と考える。

Ａ

　今年度は、初年度として、データベース構
築、空家等対策計画の策定など業者委託する
ため事業費として、７００万円ほど予算化さ
れているが、次年度以降は、計画の内容に
沿った事業展開をしていくことになるため、
今現在で、具体的な予算額は算定できない。
ただし、例えば危険空家に対して応急処置等
をする場合の費用などが想定される。空家に
ついては、今後より一層増加傾向にあるた
め、継続事業として考えている。

719 建設課 11 2 1 1
土木施設災害復旧費
（現年度分）

土木施設災害復旧費
（現年度分）

　公共土木施設で発生した災害の速
やかな復旧を図り、もって公共の福
祉を確保する。

　被災箇所の確認、調査、報告、写真撮
影、測量、設計を行い、国の補助基準を
満たす場合は、査定設計書を作成し、査
定を経て災害復旧工事を実施する。

　災害が発生した場合、迅速な対応が求めら
れることから、何をどういう手順ですべきか
予め確認しておくとともに、的確な対応が出
来るよう不断のスキルアップに努める必要が
ある。

Ａ

　災害発生から災害復旧工事完了まで、迅速
な対応が求められることから、何をどういう
手順ですべきか予め確認しておくとともに、
的確な対応が出来るよう不断のスキルアップ
に努める必要がある。

720 建設課 11 2 1 4
その他土木施設災害
復旧費

その他土木施設災害復
旧費

　公共土木施設で発生した災害の速
やかな復旧を図り、もって公共の福
祉を確保する。

　被災箇所の確認、調査、報告、写真撮
影、測量、設計を行い、国の補助基準を
満たす場合は、査定設計書を作成し、査
定を経て災害復旧工事を実施する。

　災害が発生した場合、迅速な対応が求めら
れることから、何をどういう手順ですべきか
予め確認しておくとともに、的確な対応が出
来るよう不断のスキルアップに努める必要が
ある。

Ａ

　災害発生から災害復旧工事完了まで、迅速
な対応が求められることから、何をどういう
手順ですべきか予め確認しておくとともに、
的確な対応が出来るよう不断のスキルアップ
に努める必要がある。

801 教育課 10 1 1 1 教育委員会費 教育委員会費

　教育行政の振興と発展 　教育委員会の会議運営と教育委員の活
動支援

　会議や活動の活性化と充実

Ｂ
　教育委員の教養を深め、会議を活性化する
ために、教育委員の研修等を増やしてはどう
か。

802 教育課 10 1 2 2 一般管理費（教育）
教育相談専門員等の配
置

　児童生徒、保護者及び教職員から
の教育相談に応じ、悩みや課題等の
解決を図る。

　教育相談専門員及び教育相談員を配置
した教育相談室を設置するとともに、必
要に応じてスクールカウンセラーからの
指導を受ける。

　家庭に問題を抱える児童生徒の増加に伴
い、相談件数が増えている。
教育相談体制を充実し、早期の問題解決がな
された結果、不登校が減少している。家庭環
境が複雑な子どもやその保護者を支援し、健
全な教育の推進などの効果が見られている
が、特別な支援を要する家庭が年々増えてお
り、対応が難しくなってきている。

Ａ

　近年、不登校やいじめなどの生徒指導上の
問題がさらに多様化・複雑化した背景には、
家庭環境の複雑さに起因している。これから
も町教育相談専門員などの配置やスクールカ
ウンセラーからの指導は必要なことだと考え
ている。
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803 教育課 10 1 2 3 就学指導事業費 ランドセル贈呈

　町内小学校へ入学する新一年生に
ランドセルを贈呈し、学校生活への
希望を抱かせるとともに、保護者の
負担を軽減する。

　ランドセル及び黄色帽子の贈呈。 　ランドセルの贈呈対象である児童数が減少
している一方で、ランドセル購入単価は上昇
しており、平成26年度から平成27年度まで2年
連続で上昇率18％（対前年度比）であった。

Ａ

　ランドセル贈呈は30年以上継続してきた事
業であり、「子育て応援日本一の町づくり宣
言」の柱事業でもある。ランドセル購入単価
の上昇により年々事業費は増加しているもの
の、地方創生に関わる当事業の役割は大き
く、現状のままの事業継続が望ましいと考え
る。
　なお、平成28年度より中学校へ入学する新1
年生に対しても通学用カバンの贈呈を行う計
画である。

803 教育課 10 1 2 3 就学指導事業費 就学時健診事業

　学校保健安全法第11条の規定によ
り、翌年度に就学予定の幼児を対象
に健康診断を実施し、義務教育へ円
滑に移行できるようにする。

　就学前に健康診断を行い、心身の状況
を的確に把握するとともに、保健上必要
な勧告、助言を行うとともに適切な指導
を行う。

　就学児健診は法に基づいた事業である。
また学校健診日と全体健診日を分けて実施す
ることにより、効率かつ円滑に実施してい
る。

Ａ

　就学時健診については法に基づいた事業で
あり、子どもが健全な小学校生活がおくれる
ように今後も継続していく。

804 教育課 10 1 2 5 教職員健診費 健康診断委託料

　教職員の健康管理を行い、健全な
学校教育の実施を目指す。

　定期的な健康診断を年1回実施する。再
検査と診断された職員への受診を促す。

　健康診断については、全員受診となった。
再検査受診率については低い傾向にあるの
で、各校の管理職及び養護教諭の協力により
100％になるように取り組む必要がある。

Ａ

　再検査受診率については、各校の管理職及
び養護教諭へ協力を依頼し、声かけなど受診
勧奨を行い、受診率が100％になるよう取組を
続ける必要がある。

805 教育課 10 1 2 6 育英事業費
育英資金貸付基金繰出
金

　向学心のある学生、生徒に経済的
側面から支援し、人材の育成に寄与
する

　育英資金の貸付の実施と貸付終了者か
らの返還金の徴収を行う

　返還金の滞納者について早期完納となるよ
う、計画的な返還を求め対応する必要があ
る。 Ｂ

　育英資金貸付制度の充実を図るため、貸付
額、対象者等について検討していく。他市町
の状況を把握と本町のＵターン率調査し、返
還免除制度の検討を行っていく。

806 教育課 10 1 2 7 職員研修費 職員研修費

　幼児教育担当者を対象とした研修
会を実施し、職員の資質向上を図
る。

　外部研修会への参加や幼保合同研修会
を実施する。

　平成25年度は研修先が東北近郊、平成26年
度は秋田大学・山形大学の公開授業研究会へ
参加している。平成29年度には全国国公立幼
稚園全国大会が福島県（山形県担当）で開催
されるため、平成27年度はその事前準備及び
研修として徳島大会へ参加している。

Ａ

　平成29年度には全国国公立幼稚園教育研究
協議会全国大会が福島県（山形県担当）で開
催される予定であり貴重な研修の機会である
と思う。今後更に幼保連携を図ることや職員
の資質向上には必要な経費である。

807 教育課 10 1 3 1 研修所費 研修所費

　幼稚園・小中学校・社会教育関係
職員の資質の向上を図るための研修
を企画運営する。

①教育関係職員の職能を高めるための各
種研修会の実施
②研修所に６つの部会を設定し、各部会
でのテーマにあった研修、情報交換など
を開催

　学校現場のニーズを聞きながら、教育委員
会が町全体の教育課題にそった研修会の講師
を招いて研修会を実施している。参加者数は
毎年増えており、研修会後のアンケート結果
をみると良好な評価を得ている。年度末の反
省を踏まえ、当面する町の教育課題解決に向
けて事業を精査している。 Ａ

・庄内町は「子育て応援日本一」をめざして
おり、町民アンケートにおいても町民の教育
への期待は第２位にあがった。「町づくりは
人づくり」と言われている。今後も家庭環境
が複雑な子どもが増えていくことが予想され
るなか、教育の質が落ちないように、教育関
係職員の資質の向上を図るための研修所の運
営は重要だと思われる。
・教育振興基本計画や教育課題にそった内容
の研修会を、現場にとって負担感のないよう
に持ち方を精査し、実施できるように今後も
努めていく。

808 教育課 10 1 4 1 通学通園対策事業 通学通園対策事業

　遠距離通学をする児童生徒の通学
手段の確保及び通学・通園時の安全
確保、校外学習等へのスクールバス
の活用。

　各幼稚園における通園バスの運行を計
５台の園児バスで行い、遠距離通学（冬
期は概ね２㎞以上）をする児童生徒の通
学バスの運行を計９台で行っている。ま
た、園外保育、校外学習、部活動大会等
に伴う臨時運行も年間200回程度行ってい
る。

　冬期間の運行は学校から集落への距離が小
学生で概ね２㎞以上としているが、それ未満
の集落からもスクールバスの要望がある。ま
た、臨時運行の要望も多く運行調整が必要と
なる場合がある。一方で、運行年数が１０年
を超えている車両も複数台あるため修繕費が
増加傾向にあり、幼児・児童・生徒数も減少
しているため運行体制の見直しを行っていく
必要がある。

Ａ

　学習指導要領で地域の学習や体験学習等を
充実させる事が謳われていることからも、ス
クールバスは登下校以外にも校外学習等、臨
時運行として多く利用されており、その重要
性は年々増している。
　一方で、児童・生徒数の減少、車両老朽化
の問題もあることから、老朽化バスの廃車及
び小型バスへの買い替え等を含め運行体制を
検討する必要がある。

809 教育課 10 1 5 1
外国語指導助手招致
費

外国語指導助手招致費

　中学生の外国語能力の向上、小学
生の外国語教育の支援や国際理解教
育を推進する。また、幼児等の外国
への関心を深める。

　外国語指導助手を招致し、英語授業の
助手、国際理解教育の指導や地域におけ
る国際交流活動への協力を行う。

　英語授業、国際理解教育のため年間220日程
度の派遣を中学校を主としながら、小学校・
幼稚園・公民館等へ行っている。各派遣先か
らのALTに対する評価も高い。

Ａ

　新学習指導要領の改訂に伴い、平成23年度
から小学校高学年で外国語活動が導入されて
いる。また、小中学校だけでなく、幼稚園や
子育て支援センターへの派遣も行っているた
め、早期からの外国人との交流を通じて国際
理解教育や語学教育の推進を図る上で有効な
事業である。よって、現状のまま事業継続が
望ましいと考える。

810 教育課 10 2 1 2 小学校管理運営費 小学校管理運営費

　児童の学力向上と個性を伸ばすた
めに、学校の円滑で安全な管理運営
を行う。

①学校医、薬剤師、学習支援員、特別支
援学級講師、事務補助等の配置
②入学式、卒業式、健康診断等の実施
③教育用ＰＣのリース、管理備品の購入
④光熱水費、修繕費等の管理経費

　特色ある学校経営や情報化等に対応した教
育環境整備及び安全の確保を図るため、各学
校から要望の聞き取りを行い、出来るだけ効
率的な事業執行となるように努めている。 Ａ

　特色ある学校経営や情報化等に対応した教
育環境整備及び安全の確保が図られるよう、
今後も各学校から要望の聞き取りを行い、内
容を精査しながら、効率的に実施していく必
要がある。
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811 教育課 10 2 1 3
小学校施設維持整備
費

小学校施設維持整備事
業

　小学校施設の維持管理のための業
務委託や耐震補強（非構造部材
含）、老朽施設改修及びグラウン
ド、プール改修、日常点検、修繕等
を行い、安全・安心な学習環境の整
備を図る。

　老朽化が進む施設の維持修繕を行う。
また、施設運営及び維持管理のため警備
保障、設備等清掃、消防及び空調設備の
保守点検等の業務委託を行う。

　厳しい財政状況の下で、今後も増加する老
朽施設対策には、大規模改造工事や非構造部
材耐震対策工事が必要となる。施設の劣化状
況や学校施設を取り巻く環境を総合的に把握
し、効率的かつ効果的な施設整備を計画的に
行っていく必要がある。

Ａ

　国・県補助金等の積極的な活用により一般
財源の削減を図りながら、安心安全な学習環
境の整備のため継続し事業を実施する。

812 教育課 10 2 2 1 小学校教育振興費 小学校教育振興費

　教材用の備品等を整備し教育環境
の充実を図るとともに、経済的理由
により就学困難な児童の保護者に対
し、就学援助を行い義務教育の円滑
な実施を図る。

①教材備品、理科・算数備品、学校図書
等の整備
②要保護・準要保護世帯の児童への就学
援助費及び特別支援学級の児童への就学
奨励費の支給

①教材備品等の整備では、理科備品等の充足
率が低いことから、計画的に整備を図ってい
く必要がある。
②要保護・準要保護世帯の児童の割合が年々
増えており（9.31％／H27年度）、継続して就
学援助を行っていく必要がある。

Ａ

　学習への関心や意欲を育て、学び方を身に
つけさせるためには、教材備品や設備の計画
的な整備による教育環境の充実を図っていく
必要がある。また、一方で、家庭の経済的理
由により就学困難な児童の教育機会を保障す
るうえで、直接的な援助を行うことによる効
果は大きく、対象となる児童が増えている現
状もあり、継続して実施すべきものである。

813 教育課 10 3 1 2 中学校管理運営費 中学校管理運営費

　生徒の学力向上と個性を伸ばすた
めに、学校の円滑で安全な管理運営
を行う。

①学校医、薬剤師、学習支援員、特別支
援学級講師、事務補助等の配置
②入学式、卒業式、健康診断等の実施
③教育用ＰＣのリース、管理備品の購入
④光熱水費、修繕費等の管理経費

　特色ある学校経営や情報化等に対応した教
育環境整備及び安全の確保を図るため、各学
校から要望の聞き取りを行い、出来るだけ効
率的な事業執行となるように努めている。 Ａ

　特色ある学校経営や情報化等に対応した教
育環境整備及び安全の確保が図られるよう、
今後も各学校から要望の聞き取りを行い、内
容を精査しながら、効率的に実施していく必
要がある。

814 教育課 10 3 1 3
中学校施設維持整備
費

中学校施設維持整備事
業

　中学校施設の維持管理のための業
務委託や耐震補強（非構造部材
含）、老朽施設改修及びグラウン
ド、日常点検、修繕等を行い、安
全・安心な学習環境の整備を図る。

　老朽化が進む施設の維持修繕を行う。
また、施設運営及び維持管理のため警備
保障、設備等清掃、消防及び空調設備の
保守点検等の業務委託を行う。

　厳しい財政状況の下で、今後も増加する老
朽施設対策には、大規模改造工事や非構造部
材耐震対策工事が必要となる。施設の劣化状
況や学校施設を取り巻く環境を総合的に把握
し、効率的かつ効果的な施設整備を計画的に
行っていく必要がある。

Ａ

　国・県補助金等の積極的な活用により一般
財源の削減を図りながら、安心安全な学習環
境の整備のため継続し事業を実施する。

815 教育課 10 3 2 1 中学校教育振興費 中学校教育振興費

　教材用の備品等を整備し教育環境
の充実を図るとともに、経済的理由
により就学困難な生徒の保護者に対
し、就学援助を行い義務教育の円滑
な実施を図る。

①教材備品、理科・算数備品、学校図書
等の整備
②要保護・準要保護世帯の生徒への就学
援助費及び特別支援学級の児童への就学
奨励費の支給

①教材備品等の整備では、理科備品等の充足
率が低いことから、計画的に整備を図ってい
く必要がある。
②要保護・準要保護世帯の生徒の割合が年々
増えており（11.52％／H27年度）、継続して
就学援助を行っていく必要がある。

Ａ

　学習への関心や意欲を育て、学び方を身に
つけさせるためには、教材備品や設備の計画
的な整備による教育環境の充実を図っていく
必要がある。また、一方で、家庭の経済的理
由により就学困難な生徒の教育機会を保障す
るうえで、直接的な援助を行うことによる効
果は大きく、対象となる生徒が増えている現
状もあり、継続して実施すべきものである。

816 教育課 10 4 1 2 幼稚園管理運営費 幼稚園管理運営

　個々の発達課題に応じて、適切に
保育を行う。また、多様な活動や安
全面に配慮した施設の維持管理及び
整備を行い、円滑な運営を図る。

　集団生活と遊びを通して社会生活の
ルールや道徳を身に付け、小学校以降の
生活や学習基盤を育成する。

　今後、子どもの数は少子化の影響により減
少していく見込みである。しかし、課題のあ
る子等が増加しているため、保育補助の配置
などの支援が必要である。

Ａ

　今後、子どもの数は少子化の影響により減
少し、保育料も減額していく見込みである
が、課題のある子等が増加してきているた
め、園運営に係る事業費の減少は見込めな
い。
　地域の力を生かした園経営や園での子育て
相談などに取り組み、小学校以降の生活や学
習基盤の育成を引き続き図っていく必要があ
る。

817 教育課 10 4 1 3
幼稚園施設維持整備
費

幼稚園施設維持整備事
業

　維持管理のための業務委託や老朽
改修等により安全・安心な学習環境
の整備を図る。

　老朽化が進む施設の維持修繕を行う。
また、施設運営及び維持管理のため警備
保障、設備等清掃、消防及び空調設備の
保守点検等の業務委託を行う。
（今年度は、余目第三幼稚園の老朽改修
工事を実施）

　毎年行っている各園の遊具点検の結果によ
り、老朽化が進み安全確保の面から、使用禁
止、又は撤去せざるを得ない遊具が増加して
いる。
計画的遊具の更新が必要である。

Ａ

　幼稚園維持整備費の全体予算を考慮しなが
ら、遊具設置を含め、これまでどおり計画的
に進めていく。

818 教育課 10 4 1 4 預かり保育事業費 幼稚園預かり保育事業

　通常保育時間帯以外において、保
護者や同居親族が就労等により子ど
もを保育できない状況にある場合
に、預かり保育を実施し、家庭の保
育環境を支援する。

　平日においては、午前７時から午前９
時まで及び降園後から午後７時まで、土
曜日及び長期休暇中においては、午前７
時から午後７時まで預かり保育を実施す
る。

　子どもの数が少子化の影響により減少する
一方、核家族化に伴い、共働き世帯が増加し
ているため、預かり保育利用者も増加してい
る。それに加え、課題のある子や身体に障害
等のある子など特別な支援を要する子どもも
増加傾向にある。

Ａ

　園児は減少しているが預かり保育の利用者
は増加している。核家族、共働き、ひとり親
世帯などの増加、また、課題のある子や身体
に障害のある子など特別な支援を要する子の
増加など多様なニーズに対応していく必要が
ある。

819 教育課 10 7 3 2 管理運営費 学校給食事業

　健康教育の一環として、正しい食
習慣を形成するとともに食育を実施
する。また、安心安全な給食を提供
するため、施設設備の整備を実施す
る。

　余目地域の小・中学校は自校調理方
式、立川地域は共同調理方式で、調理方
法・献立については一町二制度となって
いる。余目地域の幼稚園も給食を開始し
たことにより、全幼稚園で給食を実施。
食育については、関係機関からの協力を
得ながら実施している。

　共同調理場をはじめ、調理設備・施設の老
朽化が進んでおり、修繕等を行いながら給食
を提供している状況である。今後は、新共同
調理場の整備を進めているため、最小限の修
繕で対応していかなければならない。 Ａ

　H29年2学期から、新学校給食共同調理場が
稼働するが、ご飯について、現在の委託炊飯
から自校炊飯となるため、 米飯の委託料分が
削減できる見込みである。
また、人件費等も圧縮できる見込みである。
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820 教育課 10 7 3 3 施設維持整備費 給食施設維持整備事業

　業務委託や修繕等による既存、給
食施設の維持管理
　新学校給食共同調理場の建設整備

　老朽化した既存調理施設の維持及び衛
生管理
　新学校給食共同調理場の建設整備（建
築・機械・電気・厨房設備工事、周辺整
備）

　建設整備事業の計画的進捗と新共同調理場
の供用開始に向け、夏休期間を活用した調理
師の移行準備（調理体制、作業動線、設備操
作等）による安定稼働の確保 Ａ

　長期にわたる安定稼働の実現と保守費用の
軽減等を図りながら、現状の計画どおり整備
を進める。

901 社会教育課 2 1 12 2
友好町交流事業費
（社教）

小学生国内交流事業

　友好町である南三陸町の小学５・
６年生と、町内の５・６年生が、互
いの交流活動を通して、両町の異な
る自然や生活、文化等に接すること
で、豊かな感性やたくましい想像力
を育み、庄内町の次代を担う青少年
の資質向上と健全育成を図る。

　隔年で南三陸町と庄内町を訪問しあ
い、海や山等を活かした自然体験等を通
して交流活動を行う。

　南三陸町では海での活動が中心であり、活
動メニューも豊富で充実している。そのた
め、庄内町で開催する際は魅力ある活動メ
ニューを検討する必要がある。

Ａ

　本町の小中学校における被災者支援等と、
ボランティア意識の高揚につながっているた
め、この事業への参加意識が高い。
　歴史の長い事業であり、南三陸町との小学
生同士の事業は、この事業が唯一のものであ
り、両町の児童にとって貴重な機会となって
おり、今後も魅力ある事業内容の検討をして
いく。

902 社会教育課 10 1 2 2 一般管理費（社教） 一般管理費（社教）

　社会教育課における会議等負担金
である。（Ｈ26から予算科目が整理
された）

　社会教育課における東北地区兼社会教
育研究大会、山形県社会教育研究大会、
庄内地区スポーツ推進委員協議会負担
金、全国スポーツ推進委員研究協議会負
担金等

0

Ａ

　公民館、社会教育委員、スポーツ推進員等
の研修会等の参加により、質の向上が図られ
ている。

903 社会教育課 10 5 1 1 一般管理費 一般管理費

　社会教育委員15名にかかる人件費
（報酬・費用弁償）が主なものであ
り、その他は公用車のガソリン等消
耗品と公用車借上料等一般管理費、
社会教育関係団体等活動支援事業補
助金である。

　社会教育委員15名にかかる人件費（報
酬・費用弁償）の支払、その他は公用車
のガソリン等消耗品と公用車借上料等一
般管理費、社会教育関係団体等活動支援
事業補助金の支払。

0

Ａ

　社会教育課の運営経費が主なものであり、
経費削減に努めながら継続していく必要があ
る。

904 社会教育課 10 5 1 2 成人式開催費 成人式開催事業

　成人になる門出を祝い、大人への
自覚を促すため、成人式を開催。成
人自身が企画・運営に参加し、主体
的に参加できる体制づくりと若者の
連帯意識及び地域参加を促す。

　毎年8月15日に新成人を対象に響ホール
で成人式を開催し、成人になる門出を祝
い、大人への自覚を促す。式典終了後の
イベントについては、成人式実行委員会
に交付金を交付し、実行委員会が主体と
なって企画・運営を行う。

　成人式開催後の新成人の活躍の場、社会活
動への参加の場につなげていきたいが、なか
なか難しい。

Ａ

　この事業は非常に良い傾向にあり、事業を
今後も継続して行う必要がある。若者育成関
係課と連携をしながら、新成人が活躍できる
場を提供し、若者が社会に参加しやすい環境
づくりを行っていきたい。

905 社会教育課 10 5 1 3 研修事業費 研修事業費

　職員及び役職員が課題意識をもち
ながら、社会教育における基礎的知
識や技能等を、山形県等の研修会や
社会教育研究大会等へ参加及び課内
研修を実施しながら職員の能力向上
を図る。

　職員及び役職員等の研修や社会教育研
究大会等へ参加。

0

Ａ

　役職員等の資質向上のためには、東北地区
研究大会等への参加は必要である。

906 社会教育課 10 5 2 2 公民館運営費 公民館運営費

　本町の公民館７館、十六合公民
館、青莪庵についての運営及び施設
の適正な維持管理を行う。

　公民館長、社会教育推進員、公民館主
事、管理人の任命及び報酬の支給、施設
の光熱水費、修繕、工事等の管理を行
う。

　現嘱託職員となっている公民館主事のパー
トタイム、臨時職員化がH29年度から予定され
る中での体制のあり方の検討や施設の老朽化
等による計画的な修繕、工事等の実施が課題
である。 Ａ

　施設の計画的な修繕及び工事による長寿命
化に努めるとともに引き続き経費の削減に努
める。また、現嘱託職員となっている公民館
主事のパートタイム、臨時職員化がH29年度か
ら予定される中での体制のあり方を検討し社
会教育上の公民館事業や地域づくり事業を継
続できるような体制にする必要がある。

907 社会教育課 10 5 2 4 生涯学習推進事業費 栄寿大学開催事業

　楽しみながら知識や教養を身に付
け、受講者同士の仲間づくりをとお
して健康で明るくお互いの交流を深
め、心豊かに生きがいを持って暮ら
すことを目的に開催している。

　社会見学、健康講座、世代間交流、体
験活動を取り入れながら、年間7回程度の
講座を開催する。

　事業の参加内容については、受講者の意向
を取り入れながら行っているが、年々参加者
は減少傾向にある。

Ｆ

　現在栄寿大学は、中央公民館で開催してい
るが、余目第三公民館・余目第四公民館でも
栄寿大学のような講座形式の内容で高齢者教
育事業を行っている。このため、余目地域の
学区公民館と調整を行い、各公民館での開催
にシフトしていくことを検討していく。

907 社会教育課 10 5 2 4 生涯学習推進事業費
家庭教育・子育て支援
事業

　講座参加者同士の交流を図るとと
もに、支援する立場にある者が、家
庭教育・子育て支援活動に役立つ情
報や技術を学び、スタッフの資質向
上を目指す。

　子育て主管課である保健福祉課と家庭
教育主管課である社会教育課が連携し、
ランドスタッフと各館の家庭教育担当
者、子育て支援担当者のスキルアップを
図るため研修を実施。
　余目第一公民館、余目第三公民館で
は、こうみんかんランドを開催。ランド
スタッフを配置し、遊びの場を提供しな
がら養育者が話がしやすい環境づくりを
心がけ開催する。

　こうみんかんランドについては、核家族
化、共働き家庭の増加に伴い、年々保育園に
入園する子どもが増加し、在宅で子どもを育
てている家庭が少なくなっており、こうみん
かんランドに参加してくれる家庭も年々少な
くなってきている。 Ａ

　子育て支援主管課である保健福祉課との連
携は、今後も大変重要だと考えるため、本事
業は継続して行う必要がある。参加者のアン
ケートを参考にしながら、内容について工夫
しながら行い、より多くの方から受講しても
らえるように努める。
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907 社会教育課 10 5 2 4 生涯学習推進事業費 家庭教育推進事業

　人と人、人とモノ、人と自然との
関わりを重視し、親子での体験的な
活動等を支援するとともに幼児共育
の推進を図る。保護者の家庭教育力
の向上を目指し、学習機会や相談体
制の充実等を図る。

　幼稚園・保育園、小・中学校の参観
等、多くの親等が集まる機会を活用し、
子どもの成長各期における子育ての課題
や悩みの解消など様々な課題別の家庭教
育講座、子育て講座及び親子ふれあい体
験講座を開催する。

　演習やグループ討議などのワークショップ
的な内容を充実させるよう進めていきたい。
講座に参加してくれた保護者同士の交流も図
りたいが、学校等の行事と抱合せで実施して
いるため、時間的な余裕がない状況である。 Ａ

　家庭教育は教育の土台であることから、保
護者の研修の場として本事業を今後も継続し
て行う必要がある。PTA研修等だけでなく、小
単位での取組みにも着目し、講座に参加して
くれた保護者同士の交流も図れるように、保
育園・幼稚園・学校等と相談しながら、より
効果的に事業ができるように開催していきた
い。

908 社会教育課 10 5 2 21 第一公民館運営費 第一公民館運営事業

　余目第一公民館の運営及び施設管
理

　施設、設備等の維持管理費用 　平成2年の開館以来、施設・設備等の経年劣
化による破損、故障や不具合対応の交換部品
も製造終了により供給困難な実情が各所に生
じてきている。施設設備の計画的な修繕・工
事更新等を行う必要がある。

Ａ

　災害発生、その対応時の避難所開所施設で
もあり、防災計画上、必要施設となっている
のは周知のことで、普段より利用する者（学
区＝地域住民）が、安全に安心して利用でき
る施設となるように努めなければならないと
考えている。

909 社会教育課 10 5 2 22 第二公民館運営費 第二公民館運営事業

　余目第二公民館の運営及び施設管
理

　施設、設備等の維持管理費用 　施設、設備等の維持管理費として必要最小
限の経費を計上している。今後は、施設設備
の計画的な修繕工事、更新等を行う必要があ
る。 Ａ

　公民館の運営及び施設管理については、経
費節減に努めており、必要最低限の経費が必
要である。現状でも必要最低限の経費計上と
なっている。指定管理者制度へ移行しても、
同等の経費が必要である。

910 社会教育課 10 5 2 23 第三公民館運営費 第三公民館運営費

　余目第三公民館の運営及び施設管
理

　施設、設備等の維持管理費用 　施設、設備等の維持管理費として必要最小
限の経費を計上している。今後は、施設設備
の計画的な修繕工事、更新等を行う必要があ
る。 Ａ

　公民館の運営及び施設管理については、経
費節減に努めており、必要最低限の経費が必
要である。現状でも必要最低限の経費計上と
なっている。指定管理者制度へ移行しても、
同等の経費が必要である。

911 社会教育課 10 5 2 24 第四公民館運営費 第四公民館運営費

　余目第四公民館の運営及び施設管
理

　施設、設備等の維持管理費用 　施設、設備等の維持管理費として必要最小
限の経費を計上している。今後は、施設設備
の計画的な修繕工事、更新等を行う必要があ
る。 Ａ

現状でも施設の運営管理に必要な光熱水費や
施設管理消耗品等の必要最低限の経費計上と
なっているため、今後も施設の運営管理の継
続するためには同等の経費が必要である。ま
た、指定管理者制度へ移行しても、同等の経
費は指定管理委託料として必要となる。

912 社会教育課 10 5 2 25 狩川公民館運営費 狩川公民館運営事業

　公民館の運営及び施設維持管理 　施設、設備等の維持管理費用 　耐震補強工事はＨ26年度に行ったが、施設
建設から40年以上経過し、老朽化していく状
況にある。Ｈ27年度は施設西側の水道管で漏
水が次々発生し、通年で漏水している状況と
なり水道料が予算オーバーとなった。今後
は、施設設備の計画的な修繕工事、更新等を
行う必要がある。

Ａ

　今後、大幅なコスト削減は困難と思われ
る。ただし、上記「決算額の推移」に記載の
とおり、冷暖房機器の設備を更新してから１
年経過していないことから、設備更新の効果
が出れば今年度のみだが経費削減効果は期待
できる。（その後は光熱費については今年度
がベースになる。）
　公民館施設におけるコスト計算のベースは
人数より使用した部屋の件数が光熱費に直結
することから、利用件数が増加すれば施設管
理費の大半を占める光熱費の増加につながる
が、地区の拠点施設であることを考えれば、
コストだけでは計れない面がある。

913 社会教育課 10 5 2 26 清川公民館運営費 清川公民館運営事業

　公民館の運営及び施設管理 　施設、設備等の維持管理費用 　施設、設備等の維持管理費として必要最小
限の経費を計上している。今後は、施設設備
の計画的な修繕工事、更新等を行う必要があ
る。 Ａ

　人口減少、高齢化により事業の参加者率が
減少傾向にあり、事業継続が難しいものがで
てきている反面、教養講座などでは、地域外
からの参加者が微増している。地域の方々と
一緒に必要な事業、内容は何かを見極め事業
内容を検討していく。

914 社会教育課 10 5 2 27 立谷沢公民館運営費 立谷沢公民館運営事業

　公民館の運営及び施設管理 　施設、設備等の維持管理費用 　施設、設備等の維持管理費として必要最小
限の経費を計上している。今後は、施設設備
の計画的な修繕工事、更新等を行う必要があ
る。 Ａ

　地域の人口減・高齢化により、事業自体、
参加率が少なく、コミュニティ維持・交流が
厳しい状況にある。
地域ニーズがどこにあるのか、課題解決も含
め、地域と一緒になって検討していく必要が
ある。

915 社会教育課 10 5 2 30
地域づくり推進事業
費

元気の出る地域づくり
を応援します交付金

　地域が自ら考え、自ら行う住民自
治活動を支援するため、住民により
構成された地域づくり推進組織に対
し、予算の範囲内で元気の出る地域
づくりを応援します交付金を交付す
る。

　地域づくり組織活動支援事業、活力あ
る地域づくり事業、公民館事業に交付金
を交付する。

　平成25年度から公民館事業も交付金化し、
27年度から全学区での実施となったが、今後
とも地域づくり組織が自主的かつ安定・継続
的に交付金事業を実施されるように進めてい
く必要がある。

Ａ

　今後も地域づくり組織が自主的かつ安定・
継続的に交付金事業が実施されるか確認しな
がら、交付金の交付を継続していく。
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915 社会教育課 10 5 2 30
地域づくり推進事業
費

部落公民館連絡協議会
交付金

　部落公民館活動の育成と活性化を
図る。

　部落公民館が抱える課題解決に向けた
研修等。

　（各学区の部公連組織への交付金の交付が
主の事業であり、特に社会教育課として現状
と課題を記載するものはない。） Ａ

　町内の各部落公民館の育成及び活性化に
は、町部落公民館連絡協議会の活動は重要な
ものであり、今後とも本町の各部落公民館の
活動に直接的に活かされる研修内容を検討す
る必要がある。

916 社会教育課 10 5 3 2 図書館運営費 図書館運営事業

　図書館の運営及び施設の適正な維
持管理を行い、地域の情報拠点とし
ての機能を果たす。

　 広報やホームページなどを活用しなが
ら図書館利用を啓発し、更に本のリクエ
スト、相互貸借、レファレンスサービス
といった図書館の基本サービスの周知を
図る。

　施設及び設備の老朽化、構造上の不便さ
等、施設の環境が、利用者のニーズや現在求
められている図書館の役割に対応できていな
い。入館者数は減少傾向にあり、基本サービ
スの充実、利用喚起のための魅力づくりが課
題である。

Ｂ

　改善が求められている施設面の整備につい
ては、今年度実施される耐震診断と共に検討
していく。
　また、現状の環境でできる最大の図書館
サービスを心がけ、更に新規利用者の拡大に
努める。
　具体的には、広報やインターネット等を利
用した積極的な情報発信、これまで団体貸出
を実施してこなかった福祉施設や医療施設、
障害者施設等への貸出についても検討を進め
る。

917 社会教育課 10 5 3 3 読書普及事業費 読み聞かせ事業

　乳幼児期における「読み聞かせ」
の大切さを伝え、家庭における「読
み聞かせ」の習慣化と図書館の利用
拡大を図る。

　おはなしボランティアサークルによる
おはなし会を実施し、読み聞かせや児童
書の紹介を行う。また、ブックスタート
事業などを通して、絵本の読み聞かせや
図書館利用のPRをする。

　少子化や、保育園へ通う乳幼児の急増によ
り、おはなし会やひまわりっ子広場などの事
業への参加者が減少している。このため、お
はなし会参加者増加のための開催日程等の見
直しや、新たな読み聞かせグループの発掘と
育成が必要である。

Ｄ

　乳幼児期における読書活動の啓蒙は重要で
あり、事業の継続は必要だが、現状ではおは
なし会等への参加が困難な家庭が圧倒的に多
いため、おはなしボランティアサークルと、
開催曜日の変更を検討する。
　また、土・日曜日のおはなし会開催に向け
て、中・高校生の活用・実演について新たに
検討する。

917 社会教育課 10 5 3 3 読書普及事業費
読書感想文コンクール
事業

　児童生徒が本に親しむ機会をつく
り、読書の楽しさ、すばらしさを体
験させ、読書の習慣化を図るととも
に、読書の感動を文書に表現するこ
とを通して、豊かな人間性や考える
力を育む。

　小・中学校の庄内町読書感想文コン
クールへの参加募集を行い、特選作品を
決定し、田川地区へ出品。優秀作品は、
県、全国へも出品する。10月下旬に読書
感想文集を作成し、副賞等と共に配布す
る。

　児童・生徒数の減少に伴い、応募作品数が
減少している。

Ａ

　小学校の出品数については、前年度より各
学級数に応じた点数としているが、町特選数
についても、出品数の40％程度となるよう見
直しを図りながらコンクールを継続してい
く。
　今後も、図書主任会と連携し、反省点や課
題を整理しながら本事業を進め、子どもたち
にとって新たな本との出会いとなり、「本が
好きな子どもがたくさんいる町」につながる
よう実施する。

918 社会教育課 10 5 3 4 生涯学習推進事業費 絵本はともだち事業

　地域の子どもたちが本に親しむ機
会を提供し、地域や家庭における読
書活動の推進につなげる。

　鶴岡市出身の絵本作家の土田義晴氏を
迎え、原画展及びワークショップを開催
する。

　読書普及活動の中核をなす事業であり、地
域の子どもたちが本に親しむ機会として定着
しているが、来館者がやや減少傾向にある。
　このため、図書館と記念館の併設メリット
を更に活用した事業の展開と、庄内町の子ど
もたちの参加（来館）を促す工夫をする必要
がある。

Ａ

　今年度10回目となる原画展として、町内だ
けでなく広く周知されるイベントとなってい
る。中・高校生もスタッフや創作者として参
加するほか、来館者も創作活動に参加し会場
内に展示するなど、他にはない「参加型」の
原画展として充実させていく。
　更に、学校との交流事業も加え、子どもと
本をつなぐ架け橋となるような事業として充
実させる。

919 社会教育課 10 5 4 1 青少年育成推進事業 森森自然塾事業

　森森周辺の自然に触れ親しみ、自
然体験活動の充実に努めるとともに
参加者相互の交流を図る。

　創作活動、畑での苗植え、スノーモー
ビル体験等

　事業の内容について工夫するとともに、地
域のと連携した活動も取り入れることを検討
していく必要がある。 Ａ

　体験学習プログラムの活用及び「森森」で
可能な活動を再度確認し、他課事業との連携
も考慮しながら魅力ある事業を展開してい
く。

919 社会教育課 10 5 4 1 青少年育成推進事業 青少年育成推進事業

　町青少年育成町民会議や青少年育
成推進員の活動を通して、本町の青
少年の健全育成を図り、町の事業や
各公民館事業でのボランティア活動
を通して、達成感や思いやりと協力
し認めあう心を育むことを目指す。

　町青少年育成町民会議への交付金の交
付、青少年育成推進員による青少年の健
全育成のための活動の実施及びボラン
ティアスキルアップ講座の開催並びに町
内の中高生の町事業・公民館事業でのボ
ランティア活動。

　中高生は、部活動や勉強等で忙しく、スキ
ルアップ講座に参加してくれる生徒は固定化
の傾向にある。また、中高生ボランティアは
単年度のみの参加者が多い。 Ａ

　町内の小中学生がボランティアに関する関
心が高まっており、ボランティアスキルアッ
プ事業が重要となっている。このため、青少
年ボランティア活動について、より子どもた
ちの今後に生かせるような内容の活動を展開
する。学校等と連携しながら、子どもたちが
参加しやすい日程を設定する。

919 社会教育課 10 5 4 1 青少年育成推進事業
放課後子ども教室推進
事業

　子どもの放課後の活動を支援する
ため、放課後子ども教室を立川小学
校区で実施し、児童の相互交流や体
験活動の充実を図る

　町内でも少子化が特に進んでいる立川
小学校区域で放課後子ども教室を実施す
る。地域のコーディネーターが中心と
なって、毎週水曜日の放課後に狩川公民
館を拠点として、地域のスタッフから協
力をいただき、集団活動をとおした体験
活動等子どもたちに遊びの場や居場所を
提供する。

　参加人数に対して十分な活動サポーターの
確保ができていない。子どもたちに自主性を
持たせた取組みができると良いが、スタッフ
がお膳立てして行う内容のものが多い。

Ａ

　「青空広場」は週１回であるが、多くの大
人との関わり、様々な体験の場は子どもに
とっては大切な事業であり、継続してこの事
業を推進していく必要がある。今は立川地域
での開催となっているが、各公民館に事業の
状況を情報提供しながら、今後は余目地域で
の開催も各学区公民館とともに考えていきた
い。
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920 社会教育課 10 5 4 2
青少年育成施設運営
費

青少年育成施設運営費

　大中島自然ふれあい館「森森」の
運営及び施設・設備の維持管理。

　大中島自然ふれあい館「森森」の開館
さまざまな野外活動の提供

　町内だけでなく周辺市町の利用者も増えて
いるが延べ人数は減少傾向にある。

Ａ

　ホームページを活用し、年間をとおして活
動ができる施設であることを情報発信し、利
用の増加を図る。
　施設・設備の計画的な修繕、工事及び更新
等を行う必要がある。

921 社会教育課 10 6 1 1 文化財保護費
山形ふるさと塾形成事
業活動助成金

　子どもを対象に伝承活動を行う民
俗芸能団体への支援。

　町内の集落等で組織され、民俗芸能又
は伝統芸能を子どもたちに伝承する活動
を実施する団体へ対し、事業を実施する
ための経費（会議費、事業費）を助成す
る。

　山形県総合交付金（伝統芸能育成事業）を
活用し、地域の民俗芸能を子どもたちに伝承
している団体（16団体）に対し経費の助成を
実施することとし、平成28・29年度は各8団体
に個別に助成を行い、平成30年度には助成を
受け活動してきた成果を発表する場を設けた
い。少子化により民俗芸能を伝承していく子
どもたちが減少していることが課題として挙
げられる。

Ａ

　山形県伝統芸能育成事業として３カ年１サ
イクルの山形県総合交付金を活用しての事業
である。平成２７年度に発表会を開催し、平
成２８年度、２９年度の２カ年で対象団体１
６団体へ対し、１団体３８千円（総合交付金
３００千円・一般財源4千円）を交付してい
る。各団体に助成を行い民俗芸能の伝承活動
を継続するための支援を今後とも続けていく
必要がある。

921 社会教育課 10 6 1 1 文化財保護費 古文書解読講座

　古文書の解読力の定着と解釈力の
養成をめざし、人材を育成する

　庄内町の古文書に詳しい講師を招き、
地元の古文書を教材とし、庄内の歴史の
背景の解説を交えながら講座を開催す
る。

　参加者の古文書を読む力にばらつきがある
とともに、参加者が高齢化しており、若い世
代の参加が少ない。 Ａ

　古文書を読める人材の育成事業は、今後も
継続して行う必要がある。講座開催の日程を
配慮し、幅広い年代が参加しやすい日程を設
定する。地元の資料を教材とし、参加者が興
味を持てるよう努める。

921 社会教育課 10 6 1 1 文化財保護費
庄内町民俗芸能保存伝
承協議会補助金

　町内の民俗芸能を保存伝承してい
る団体等の活動を支援する。

　町内の民俗芸能保存伝承団体などの育
成を図り、民俗芸能の振興に資するた
め、庄内町民俗芸能保存伝承協議会に対
し、民俗芸能の振興若しくは保存伝承の
ための感動事業又は研修に要する経費に
ついて補助金を交付し支援する。

　社会環境の多様化や後継者の確保に苦慮し
ているのが現状である。また、用具の修繕に
要する資金不足等各団体とも民俗芸能を伝承
していくため苦慮している。 Ａ

　庄内町民俗芸能保存伝承協議会の理事会や
総会に積極的に参加する事により、協議会加
盟団との連携が徐々に密になっている。ま
た、協議会と連携する事により、用具などの
修繕についての相談や、発表会の場の情報提
供等今後も支援に努めたい。

921 社会教育課 10 6 1 1 文化財保護費 庄内町指定文化財補助金

　指定文化財の保護を図る。 　指定文化財の所有者が管理又は修理のた
め多額の費用を要する場合等、その経費の一
部に充てさせるため、所有者に対し上限50万
円の補助金を交付する。

　毎年度、文化財所有者へ対し指定文化財の修繕
等を翌年度に実施する予定があるか調査を行い、
要望があった指定文化財に対して補助金を交付す
る。指定文化財に付属するものの修繕の場合対象
外となるため、県等の補助金を活用できるよう情報
収集に努める。

Ａ

　指定文化財所有者へ対し、修理等の希望調査を
実施し把握に努め、要望があった場合は支援を行
い、指定文化財の適切な保存を進める必要があ
る。

921 社会教育課 10 6 1 1 文化財保護費 町史資料発刊事業

　町民の理解を深めるとともに清河八郎
とその周辺の調査研究に資する。

　県や町指定文化財に指定されている清河八
郎関係資料を中心に、八郎に関係する資料を
町史資料として発刊し、公開と活用を図る。

　清河八郎の資料を公開することにより、清河八郎
の同志を研究している個人や団体との情報交換が
行われるようになっている。しかしながら、清河八
郎に関する資料が未だ新たに発見されているた
め、清河八郎関係資料がどのくらいあるのか予測
がつかない。 Ａ

　平成24年度から概ね平成30年度を目途に庄内
町史資料として清河八郎関係書簡を計画的に発刊
しているが、未だに八郎関係の資料が発見されて
おり、八郎の資料の研究を進めることは、幕末の研
究にもつながっていることから、引き続き庄内町史
資料として発刊し、清河八郎への理解を深めていく
必要がある。また、庄内町には、清河八郎関係資
料に限らず、貴重な文書が多く残されていることか
ら、庄内町史資料として、計画的に発刊していく必
要がある。

922 社会教育課 10 6 1 2 芸術文化振興費 芸術文化振興事業

　町民主体の芸術文化活動を促し、
文化芸術にふれあう機会や発表の機
会を支援する。

①町芸術祭への南三陸町芸術文化団体参
加係に係る、南三陸町との意見交換　会
出席旅費（15千円）　②山形交響楽協会
負担金（182千円）　③庄内町芸術祭実行
委員会交付金（660千円）

　平成28年度より響ホール事業推進協議会
が、響ホールの指定管理者になったことに伴
い、当該補助金相当額は、文化創造館指定管
理委託料（70,508千円）に含んで支払われる
ことになった。山形交響楽協会負担金及び庄
内町芸術祭実行委員会交付金は、今後も継続
して予算化していく必要がある。

Ａ

　特に庄内町芸術祭実行委員会の交付金660千
円は今後も継続すべき必要最小額であり、こ
れ以上の削減は、芸術祭の開催に多大な影響
が生じると推測される。

923 社会教育課 10 6 2 1 文化創造館運営費 文化創造館運営事業

　文化創造館の維持管理・運営
※平成28年度より「響ホール事業推
進協議会」が指定管理者になってい
る。

　本町の文化芸術振興の拠点施設とし
て、指定管理者による施設の適切な維持
管理・運営及び利用拡大を図る。（主な
予算措置）①文化創造館指定管理委託料
（70,508千円）、②舞台吊物設備更新工
事（13,327千円）、③備品購入費（378千
円）、④施設等修繕料（1,500千円）

　平成28年4月1日より、「響ホール事業推進
協議会」が指定管理者となったが、当面は、
文化スポーツ推進係の職員が定期的に響ホー
ルを訪れ、十分な連携・調整を図りながら、
町民等が利用し易い環境づくりを心掛けてい
く必要がある。

Ａ

　まずは、指定管理者との十分な連携・調整
を図っていく必要がある。

924 社会教育課 10 6 3 1
亀ノ尾の里資料館運
営費

亀ノ尾の里資料館運営
費

　歴史民俗資料の整理・保管と調査
研究を推進し、これら収蔵資料等の
展示を通じ、町民等に学習支援の場
を提供する。

　亀ノ尾の里資料館の運営（歴史民俗資
料の保管・収集並びに調査、展示公開な
ど）、施設維持・整備管理

　文化活動の活性化に向けて、施設の維持管
理や適切な運営は不可欠である。また、収蔵
資料の適切な保管のため、収蔵資料の整理と
適切な保管場所の整備が必要である。 Ａ

　収蔵資料の適切な保管に努めるため、分散
していた収蔵資料の整理及び亀ノ尾の里資料
館特別収蔵庫の空調施設の整備を進めるとと
もに、展示内容の充実に努める。
　また、企画展「雛人形展」については、内
容の見直しを検討する。
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925 社会教育課 10 6 3 2
歴史民俗資料館運営
費

歴史民俗資料館運営費

　歴史民俗資料の整理・保管と調査
研究を推進し、これら収蔵資料等の
展示を通じ、町民等に学習支援の場
を提供する。

　歴史民俗資料館の運営（歴史民俗資料
の保管、展示公開など）、施設維持・整
備管理

　7・8月の開館であり、展示替えを行ってい
ないため入館者数は伸びない。また、未整理
の収蔵資料があるため整理が必要である。

Ａ

　平成28年度は7・8月の開館期間を休館し収
蔵資料の整理を行うが、展示内容の大幅な見
直しを行わない限り入館者の増加は見込めな
い。
施設の老朽化により突発的に施設修繕が必要
となる可能性があるが、鶴岡の大工棟梁高橋
兼吉（明治時代の庄内を代表する建築家）が
建築した建物として保存の価値がある。

926 社会教育課 10 6 4 1
内藤秀因水彩画記念
館運営費

内藤秀因水彩画記念館
運営事業

　収蔵品の展示を通し、内藤画伯の
作品を町内外に発信する。また特色
ある企画展を開催し、地域の文化振
興を図る。

　季節やテーマ性を生かした収蔵品の展
示を充実させる。また、地域の作家や愛
好家による企画展を開催し、作品の発表
の場として提供する。

　記念館の来館者が減少傾向にある。絵画の
経年劣化も見られる上に、収蔵品の管理につ
いては、収蔵庫の温湿度の適切な調整が必要
とされるが、絵画以外の資料等も同一庫内で
保存していることから、影響が懸念される。
　また、予算不足で新たな企画による展示が
できないことも課題である。

Ａ

　展示の案内やポスターの工夫、ホームペー
ジの充実、マスコミへの情報発信など、外部
へのPRを強化し、来館者の増加を図る。ま
た、記念館を市民ギャラリー的に、地域の芸
術発表の場として活用してもらえるよう、若
手作家の掘り起こしにも取り組む。
　次年度は収蔵品展100回記念・内藤秀因没後
30年記念の特別展も企画している。今年度よ
り個人所蔵作品の情報収集等、準備に着手し
ていく。

927 社会教育課 10 7 1 1 一般管理費 一般管理費

　各世代に応じたスポーツ活動と健
康・体力の保持増進を図るととも
に、指導者の育成と資質の向上を図
る。

　各種スポーツ教室及び大会の開催並び
に健康づくり活動の支援やスポーツ推進
員の実技研修や研修会への派遣及び公民
館との連携を行っている。

　スポーツ推進委員研修会（東北大会、全国
大会）開催場所により、研修旅費や参加人数
が大きく変動する状況である。研修会に係る
推進委員の参加者数の見直しを図っている。 Ａ

　月山龍神マラソンの開催をふまえ、話し合
いの結果、平成28年度はひまわりマラソンの
内容を変更しながら進めている。今年度の開
催内容をふまえ総括したうで、次年度以降の
月山龍神マラソンとの関わり方を検討する必
要がある。

928 社会教育課 10 7 1 8 スポ－ツ活動支援費 スポーツ活動支援事業

　スポーツ少年団、中学校部活動を
中心にスポーツ環境を整え、青少年
の健全育成を図るため指導者等の育
成を図る。

　地域指導者の委嘱、スポーツ少年団、
地域指導者の育成並びに研修会の開催。

　総合型スポーツクラブの指定管理者移行に
伴い、補助金額が削減された。清川八郎顕彰
剣道大会が、旧清川小学校解体に伴い休止す
るとしていたが、規模を縮小しての開催を検
討しているようであるため、助成金の見直し
を検討する必要がある。

Ａ

　助成金の内容、金額及び対象事業を適宜見
直す必要がある。

●

929 社会教育課 10 7 2 ― 体育施設維持管理費 体育施設維持管理事業

　体育・スポーツ推進体制の整備と
充実を図る。

　平成29年度総合体育館改修工事へ向け
た実施設計の実施。

・指定管理者である総合型スポーツクラブと
連携をとりながら、指定管理に移行した施設
の状況を常に把握している必要がある。
・施設の老朽化が進んでいる。各施設の状態
と利用状況を把握し、今後の修繕計画を検討
する。

Ａ

　施設利用者を現在の水準で維持するため、
施設の安全管理を適宜行っていく。

●

1001 企業課 4 3 2 1 簡易水道費 簡易水道事業

　安全で安心な水道水を安定的に給
水するため。

　定期的に水質検査を実施し、簡易水道
施設の適正な維持管理を実施する。

　歳出面では、配水池や機器・計器類の老朽
化に伴う更新や指標菌の検出に伴う浄水施設
の更新が必要で、経費の増加が見込まれ、ま
た、歳入面では、人口減少に伴い使用料金が
落ち込み、収入が少なくなっている。そのた
め、将来的に簡易水道事業単独では、経営が
非常に厳しくなることが予測される。

Ａ

　平成29年4月1日の上水道との統合に向けて
の設備投資を行っており、一般会計の負担に
ついては、事業実施時は、一般会計の繰入金
分を起債に切り替えたため、後年度に起債償
還金の一部として発生してくるので、引き続
き一般会計からの繰出しが必要である。

1002 企業課 6 1 11 3 農業集落排水事業費 農業集落排水事業

　汚水処理関係施設を整備し、事業
計画区域内の水洗化を促進し、生活
環境や公衆衛生の改善、公共用水域
の水質保全を図る。

　継続的な経営を図るため、庄内町下水
道使用料等専門委員会で出された調査報
告書に基づき、一般会計からの繰出を実
施する。

　供用人口の減少により、使用料収入が減少
している。また初期投資に要した施設整備費
の償還が当面続くことや施設の経年劣化によ
る故障が発生していることから、更新工事等
が必要である。

Ａ

　使用人口の減少により料金収入の増が見込
めない。また初期投資に要した施設整備費の
償還は減少傾向にあるものの当面続くことか
ら、引き続き一般会計からの繰出が必要であ
る。

1003 企業課 8 4 3 2 下水道事業費 下水道事業

　汚水処理関係施設を整備し、事業
計画区域内の水洗化を促進し、生活
環境や公衆衛生の改善、公共用水域
の水質保全を図る。

　継続的な経営を図るため、庄内町下水
道使用料等専門委員会で出された調査報
告書に基づき、一般会計からの繰出を実
施する。

　供用人口の減少によりに、今後、使用料収
入が減少することが予想される。また初期投
資に要した施設整備費の償還が増加傾向にあ
る。 Ａ

　近年、使用料収入は増加傾向にあるが、供
用人口の減少により、今後、使用料収入が減
少することが予想される。また初期投資に要
した施設整備費の償還が増加傾向にあること
から、引き続き一般会計からの繰出が必要で
ある。

1004 企業課 ― ― ― ―
簡易水道事業（特別
会計）

簡易水道事業

　安全で安心な水道水を安定的に給
水するため。

　定期的に水質検査を実施し、簡易水道
施設の適正な維持管理を実施する。

　歳出面では、配水池や機器・計器類の老朽
化に伴う更新や指標菌の検出に伴う浄水施設
の更新が必要で、経費の増加が見込まれ、ま
た、歳入面では、人口減少に伴い使用料金が
落ち込み、収入が少なくなっている。そのた
め、将来的に簡易水道事業単独では、経営が
非常に厳しくなることが予測される。

Ｄ

　安全で安心な水道水を給水するため、H28年
度及びH29年度にクリプトスポリジウム等の汚
染リスクレベルがレベル3の地区に膜ろ過施設
を設置する。
　将来的に簡易水道事業単独では、経営が非
常に厳しくなることが予測されるため、平成
29年4月1日に上水道と統合する予定である。
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1005 企業課 ― ― ― ―
農業集落排水事業
（特別会計）

農業集落排水事業

　汚水処理関係施設を整備し、事業
計画区域内の水洗化を促進し、生活
環境や公衆衛生の改善、公共用水域
の水質保全を図る。

　供用人口の減少により、使用料収入が
減少していることから、水洗化率及び収
納率の向上を目指す。また、施設の経年
劣化度に合わせ計画的に更新等をするこ
とにより、費用の平準化を図る。

　供用人口の減少により、使用料収入が減少
している。
　汚泥処理費用の経費削減を図っていく必要
があるが、起債事業での汚泥減容施設の整備
は費用対効果が望めない状況である。
　施設の経年劣化による故障が発生している
ことから、財源確保や整備手法を検討する必
要がある。

Ａ

　使用人口の減少により料金収入の増が見込
めない。また初期投資に要した施設整備費の
償還は減少傾向にあるものの当面続くことか
ら、大幅な減額は見込めない。
　将来的には、公営企業法適用を視野に事業
会計統合や施設の統合等を検討する。

1006 企業課 ― ― ― ―
下水道事業（特別会
計）

下水道事業

　汚水処理関係施設を整備し、事業
計画区域内の水洗化を促進し、生活
環境や公衆衛生の改善、公共用水域
の水質保全を図る。

　供用人口の減少によりに、今後、使用
料収入が減少することが予想されること
から、水洗化率及び収納率の向上を目指
す。また、施設の経年劣化度に合わせ計
画的に更新等することにより、費用の平
準化を図る。

　供用人口の減少によりに、今後、使用料収
入が減少することが予想される。
　初期投資に要した施設整備費の償還が増加
傾向にあることから、一般会計繰入が増加し
ている。
　今後訪れる施設の経年劣化に備え、費用の
平準化を考慮した更新計画を作成する必要が
ある。

Ａ

　近年、使用料収入は増加傾向にあるが、供
用人口の減少により、今後、使用料収入が減
少することが予想される。また初期投資に要
した施設整備費の償還が増加傾向にあること
から、大幅な減額は見込めない。
　将来的には、公営企業法適用を視野に事業
会計統合等を検討する。

1007 企業課 ― ― ― ―
ガス事業（企業会
計）

ガス事業

　町産天然ガスを有効活用し、安価
な都市ガスを安定的に供給する。

　余目油田から産出される良質な天然ガ
スを石油資源開発㈱より購入し、都市ガ
スとして販売する。
　経年ガス管の改修について、非耐震管
の本管等は町が計画的に行い、腐食しや
すい需要家敷地内の白ガス管について
は、個別訪問などにより改善周知を行
う。

　町が管理する本管は、計画的に更新を行っ
ている。需要家敷地内の経年埋設ガス管につ
いては、まだまだ未改善のお客様が多く、戸
別訪問で周知を行っているが、個人資産であ
るため、改善が進まないという課題がある。 Ａ

　町が管理する本管については、建設改良費
を確保しながら、計画的に進めている。
　需要家経年ガス管については、費用の助成
制度を周知しながら、戸別訪問により折衝を
行っていく。

1008 企業課 ― ― ― ―
水道事業（企業会
計）

水道事業

　運営基盤の強化、計画的な水道施
設の更新・耐震化を推進し、将来に
わたり安心・快適な水の供給を持続
する。

　施設の老朽化や災害時への対応、水質
管理の強化、事業の効率化等を総合的に
勘案し、上水道施設及び簡易水道施設の
更新・耐震化を計画的に推進する。

　適切な維持管理や水質確保に加え、経年化
した施設の更新が急務となっており、経年塩
ビ管等の更新費が経営に大きな影響を与えて
いる。ガス管耐震化事業と並行して実施する
ことで経費の削減に努めており、今後とも経
営基盤の強化を図りつつ計画的に事業を推進
する必要がある。

Ａ

　平成29年4月から簡易水道事業を統合するこ
とになっており、今後も事業間の調整を進め
経営基盤の強化を図りながら、各事業計画に
沿って計画を推進する。

1101 議会事務局 1 1 1 1 議会運営活動費 議会運営活動事業

　行政の公平公正な事務執行を監視
するとともに、町民の多様な要望を
行政に反映させる。

　議会の円滑な運営。町民に開かれた議
会、議会及び議員活動の活性化を図るた
めに、情報公開と町民参加を基本に進め
る。

　町民に開かれた議会、議会及び議員活動の
活性化を図るために、議会中継の実施、町民
と語る会の実施、委員会活動の強化等を行っ
ている。また、議会広報を発行し、町民への
情報提供に努めている。

Ａ

　町民に開かれた議会、議会及び議員活動の
活性化を図るために、現在行っている事業等
を継続し、情報発信に努めていく。

1201 会計室 2 1 4 1 会計事務費 会計事務事業

　地方自治法第170条に基づき、本町
の会計事務をつかさどる会計管理者
が行う事務執行に要する経費を支出
する事業である。

・正確・適正な公金の収入・支出を行う
ため、予算執行書類が法令又は予算に違
反していないこと等を審査、確認する。
・決算書を調整し、町長に提出する。
・公金の適正な出納、管理を行うととも
に、収入支出計画の状況を把握し、歳計
現金等の安全かつ効率的な管理・運用を
行う。

　会計事務、財務会計システムについてマ
ニュアルの改正及び研修等実施しているが、
理解はまだ十分とはいえず、伝票等の不備に
よる指導や助言に時間を費やす。正確かつ迅
速に公金納入者からの収入を確定させるこ
と、また正確な支出命令に基づき、債権者に
適正な公金の支出を行うためには、各課等に
おける決裁者の確認を強化、チェック体制の
確立が必要と考えれるため、今後も各課等の
意識を高めるよう周知を図る必要がある。

Ａ

　会計事務を正確・適正に執行することは基
本的かつ必要不可欠な事務であり、IT化等
（財務会計システム）の進展により、今後も
よりいっそう効率化が進んでいくものと考え
れるが、会計室の努力のみでは改善できない
こともあることから、引き続き各課等からは
事務処理への理解と協力が必要である。

1301
監査委員事
務局 2 6 1 1 監査事務費 監査事務費

　法令により定められた権限に基づ
いて、町の財務に関する事務の執行
及び経営に係る事業の管理又は町の
事務の執行について監査等を実施
し、結果を議会及び町長等に提出し
公表するなどにより、民主的かつ効
率的な行財政の執行に資しもって住
民の福祉の増進と地方自治の本旨の
実現に寄与する。

　地方自治法に基づく監査、検査、審査
の実施

　年間計画により、効率的に監査執行できる
よう努めている。

Ａ

　監査委員が監査しやすい環境づくりを事務
面からしっかり補助する。

1401
農業委員会
事務局 6 1 1 1 農業委員会費 農業委員会費

　農地等の利用の最適化の推進に取
り組む。
　農業者の将来の生活安定を図るた
め、農業者年金加入推進に努める。

（法定受託事務）
農業の担い手への農地の集積・集約を推
進する。耕作放棄地の発生を防止する。
農業者の将来の生活安定を図るため、農
業者年金加入推進に努める。

　農業従事者の高齢化、就農者が減少するこ
とにより、遊休農地が発生することを懸念す
る。遊休農地が発生しないよう農地パトロー
ルを実施する。
農業者年金関係団体とともに年金制度の広報
活動を継続する。 Ｄ

　改正農業委員会法に基づき、農業委員会委
員に求められるのは、農地利用の最適化の推
進である。遊休農地に該当するか否かの判定
は今まで以上に厳しい基準を設けることとな
る。農業の担い手への農地の集積事業を一層
促進する。
農業者年金の普及活動を継続して実施する。
農業者年金加入者は減少している。新規加入
対象者に対して周知を徹底する。
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